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ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
i
ゲ
ル
に
お
け
る
レ
!
ン
法
と
国
制
(
二
)

日

次

主
要
文
献
略
語
表

は
じ
め
に

一
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

l
ン
法
(
一
般
)

(
ニ
ラ
ン
ト
法
と
裁
判
権
レ

l
ン

石

l
 

l
 

，Ea
g
p
 

武
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説

(
二
)
レ
l
ン
能
力

(
H
レ
i
ン
法
の
担
い
手
)

(
三
)
家
臣
の
義
務

(
四
)
家
臣
の
権
利

(
五
)
国
制
要
因
と
し
て
の
レ
l
ン
法
の
限
界

二
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
国
制
ー
ー
そ
の
骨
格
l

|

(
ニ
用
語
法
の
全
般
的
特
徴

(
二
)
「
ラ
イ
ヒ
」

(
三
)
「
皇
帝
」

(
囚
)
「
国
王
」

(
五
)
「
諸
侯
」

(
六
)
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」

三
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ
l
ン
法
と
国
制

(
こ
本
章
の
課
題

(
二
)
レ

i
ン
法
国
制
化
の
契
機

(
三
)
裁
判
権
レ
l
ン

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
と
「
国
家
」

(
四
)
現
実
の
レ
l
ン
法
・
国
制
か
ら
の
距
離

(
以
上
本
号
)

(
以
下
次
号
)

弓ふ
口問

(
以
上
前
号
)

(
以
下
本
号
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
国
制
ー
ー
そ
の
骨
格

l
!
(承
前
)

(
三
)
「
皇
帝
」

北法50(4・126)802



(
1
)
「
皇
帝
」
と
「
国
王
」

の
相
違
を
(
い
か
に
も
手
続
法
を
重
視
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
ら
し
く
)
手
続
面
か
ら
き
わ
め
て
明
確
に

説
明
し
て
い
る
の
は
次
の
条
項
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
人
は
法
(
の
定
め
る
手
続
)
に
従
っ
て
国
王
を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
(
日
国
王

に
選
ば
れ
た
)
者
が
そ
の
(
H
聖
別
の
)
任
に
当
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
司
教
た
ち
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
、
そ
し
て
ア
l
ヘ
ン
の
(
カ
l
ル
大
帝

の
)
王
座
に
即
く
と
、
彼
は
国
王
の
権
力
と
国
王
の
名

(
H
称
号
)
を
取
得
す
る
。
彼
を
教
皇
が
聖
別
す
る
と
、
彼
は
ユ
宮
の
(
「
帝
国
(
全

体
)
に
対
す
る
」
と
も
読
め
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
皇
帝
の
」
と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
)
権
力
と
皇
帝
の
名

(
H
称
号
)
を
取
得
す
る
」
(
ラ

ン
ト
法
三
・
五
二
・
こ
。
な
お
、
教
皇
に
よ
る
皇
帝
の
聖
別
に
つ
い
て
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項
(
三
・
五
七
・
一
)
は
、
「
彼

(
H
皇
帝
)
が

(
苅
)

聖
別
さ
れ
て
以
降
」
と
言
、
つ
が
、
同
じ
こ
と
が
「
レ
l
ン
法
」
(
四
・
一
二
)
で
は
「
国
王
が
聖
別
さ
れ
る
や
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(2)
司
自
己
S
5
5宮
忌
(
帝
権
移
転
論
な
い
し
委
譲
論
)
を
説
い
た
件
は
す
で
に
合
乙
・

(
l
)
で
引
用
し
た
が
、
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る

「
両
剣
論
」
に
も
と
づ
い
て
、
世
俗
の
剣

(
H
世
界
(
帝
国
)
に
対
す
る
世
俗
の
支
配
権
の
象
徴
)
を
手
に
入
れ
た
ユ
リ
ウ
ス
(
・
カ
ェ
サ
ル
)
が

Z
Z
R
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
両
剣
論
」
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
本
文
の
冒
頭
に
位
置
す
る
ラ
ン
ト
法
一

一
に
も
現
れ
、
そ
こ
で
も
、

神
か
ら
(
宗
教
的
剣
を
託
さ
れ
る
教
皇
と
並
ん
で
)
世
俗
の
剣
(
こ
の
場
合
は
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
H

信
者
全
体
に
対
す
る
世
俗
の
裁
判
権
の

象
徴
)
を
託
さ
れ
る
の
は

-
6
2
0円
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
宮
2
2
は
(
こ
の
世
に
)

一
人
し
か
お
ら
ず
、
そ
の
下
に
あ
る
複
数
の
「
国
王
」

(
打
)

(
吉
田
岡
ロ
明
白
)
と
区
別
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
宮
2
2
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
、
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

日

8
Z
R
が
神
ま
た
は
教
皇
と
対
比
さ
れ
る
場
合
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
二
・
五
、
前
述
し
た
同
三
・
五
七
・
こ
も
こ
の
用
法
に
属
し
て
い
る
し
、

-
8
8叫
が
(
他
の
)
国
王
あ
る
い
は
(
か
つ
て
は
国
王
で
あ
っ
た
)
大
公
の
上
位
に
あ
る
場
合
(
同
一
・
三
八
・
三
、
三
・
五
三
・
こ
も
、
こ

の
用
法
の
延
長
線
上
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
因
み
に
、
こ
こ
ま
で
に
数
え
た
も
の
だ
け
で
、
七
条
項
中
の
九
箇
所
と
、
優

に
全
用
例
の
半
ば
に
達
す
る
。
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説

(
η
a
)
 

(
3
)
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
の
先
頭
に
立
つ
条
項
(
二
・
六
六
・
こ
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

ラ

ン

ト

ラ

ン

ト

「
さ
て
、
号
宮
岡
田
町
ユ
m
w
m
垣
島
が
ザ
ク
セ
ン
の
地
(
の
た
め
)
に
、
そ
の
地
の
騎
士
た
ち
(
開
邑
n
E
2宮
町
)
の
同
意
を
得
て
取
り
決
め
た

(加四回目白色町明白同町
6
5円
)
(
あ
る
い
は
、
確
認
し
た
)
古
来
の
平
和
に
つ
い
て
承
和
さ
れ
た
い
」
。
こ
の
「
古
来
の
平
和
」
の
中
に
は
、
後
の
条
項

(
刊
日
)

で
「
国
王
の
(
日
々
の
)
平
和
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
(
こ
こ
で
も
)
「
皇
帝
(
の
権
力
)
」
と
「
国
王
」
の
関
係
が
問
題
に

吾之h

E岡

な
る
。
し
か
し
、
「
皇
帝
は
立
法
権
を
も
っ
」
と
い
う
「
ロ

i
マ
(
法
学
)
」
の
立
法
観
が
特
に
パ
ル
パ
ロ
ッ
サ
の
治
世
い
ら
い
か
な
り
浸
透
し

(
乃
)

て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
条
項
の
趣
旨
は
、
「
皇
帝
」
と
し
て
立
法
権
を
も
っ
「
国
王
」
が
(
ザ
ク
セ
ン
の
貴
族
た
ち
の
同
意
を
得
た

上
で
)
包
括
的
な
「
平
和
令
」
を
制
定
し
、
そ
の
中
に
古
く
か
ら
(
実
質
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
い
ら
い
)
存
在
し
て
い
た
「
国
王
の
保
護
」

(関
U
E
m
回目

ngR)
を
も

ωgsn円E
a
g
(
H個
別
の
平
和
)
と
し
て
取
り
こ
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
に
(
も
)
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
4
)
}呂
田
開
『
は
、
さ
ら
に
「
ラ
ン
ト
法
」

の
二
つ
の
条
項
(
三
・
五
九
・
二
と
そ
れ
に
つ
づ
く
三
・
六
0
・
こ

で
、
教
会
諸
侯
に
対
す
る

「
拐
レ

l
ン
」
の
授
封
者
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
教
会
諸
侯
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
レ
ガ

l
リ
ア
」
の
授
封
が
拐
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ

と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
基
本
的
に
は
ヴ
オ
ル
ム
ス
協
約
に
沿
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
が
、
同
協
約
は
教
皇
と

(ω) 

皇
帝
の
聞
で
結
ぼ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
教
会
諸
侯
の
「
叙
任
」
な
い
し
彼
等
へ
の
「
レ
ガ

i
リ
ア
」
の
授
封
の
問
題
に
は
教
皇
(
権
)
と

の
関
係
が
潜
在
し
て
お
り
、
こ
こ
で
、
第
一
シ
ル
ト
の
者

(
H
国
王
)
が
第
二
シ
ル
ト
の
者

(
H
教
会
諸
侯
)
に
授
封
す
る
と
い
う
レ

l
ン

法
上
の
法
理
(
な
い
し
へ
l
ル
シ
ル
ト
制
の
建
前
)
か
ら
言
え
ば
当
然
「
国
王
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、

r
g
q
の
語
を
用
い
た
く
な
る
理

由
も
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、
「
司
教
た
ち
」
(
こ
の
場
合
、
「
教
会
諸
侯
」
を
指
す
)
の
所
領
の
授
封
者

(
梨
、

は

E
E口
問
と
さ
れ
て
い
る
カ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
後
述
す
る
。

(
5
)
残
り
の
三
箇
所
(
ラ
ン
ト
法
一
二
・
五
二
・
二
、
三
・
五
二
・
=
一
、
三
・
五
七
・
二
)
で
も
、
(
前
述
し
た
著
者
自
身
に
よ
る
区
別
か
ら
す
れ

(
m
M
)
 

ば
)
正
し
く
は
宮
包
括
と
言
、
つ
べ
き
も
の
が
宮
z
q
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
国
王
選
挙
の
手
続
を
述
べ
た
ラ
ン
ト
法
一
二
・
五
七
・
二
に

北法50(4・128)804



(
お
)

つ
い
て
は
、
最
近
有
力
な

E
8号
o
g
g
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
別
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
い
ず
れ
も
前
述
の
条

(

刷

出

)

項
に
引
か
れ
て
-
8
仲
間
四
円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
レ

l
ン
法
」
で
は
ぎ
包
括
の
語
が
二
箇
所
で
、

「
ラ
ン
ト
法
」
な
ら
ば
「
皇
帝
」
と
言
わ
れ
る
は
ず
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
(
前
記

(
2
)
と

(
4
)
の
末
尾
を
参
照
)
の
と

く
ら
べ
る
と
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
「
誤
用
」
は
、
ほ
ん
ら
い
「
国
王
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
ま
で

-aお
吋
の
語
が
宛
て
ら
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
と
は
正
反
対
の
方
向
を
向
い
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と [K[市1](2) 

(
6
)
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る

-85司
の
語
は
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
単
に

ぎ
包
括
の
語
の
と
き
ミ
ヨ
と
し
て
そ
れ
と
無
差
別
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
大
部
分
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る

場
合
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
「
国
王
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
「
皇
帝
」
と
い
う
意
識
は
、
「
レ
l

ン
法
」
に
は
(
ま
だ
)
見
ら
れ
な
い
の
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」

で
は
拡
大
の
方
向
で
の
誤
用
を
含
む
ほ
ど
強
調
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
テ
キ
ス
ト
の
成
立
史
!
|
特
に
「
ラ
ン
ト
法
」
と
「
レ

l
ン
法
」

の
い
ず
れ
が
先
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
問
題

l
!
に
と
っ
て
重
要
な
示
唆
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後

(
お
)

述
す
る
。

(
四
)
「
国
王
」

(
1
)
も
ち
ろ
ん
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
宮
豆
諸
の
語
は
「
(
あ
る
)
国
家
の
首
長
」
を
指
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
称

(
前
)

号
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
に
お
け
る
こ
の
語
の
用
例
中
最
も
目
立
つ
の
は
、
(
最
高
の
)
「
裁
判
官
」
な
い
し
「
裁
判

北法50(4・129)805

権
者
」
と
し
て
の
「
国
王
」
に
か
か
わ
る
そ
れ
で
あ
る
。

ま
ず
、
江
口
町
お
お
、
明
白
江
口
町
四
町
、
ュ

nzg
な
ど
の
語
、
そ
れ
に
さ
司
母
国
宮
内
田
・
号
B
O
)
r
o
gロ
加
(
白
)
と
い
う
定
型
的
表
現
と
の
つ
な
が
り
を
手
が



説

リ

(

釘

)

、

か
り
に
し
て
一
見
そ
れ
と
半
る
も
の
が
相
当
数
に
万
ひ
そ
れ
に
(
数
箇
所
に
出
て
く
る
だ
け
だ
が
)
仏
g
W
O
E
-
呂
町
田
宮
町
お
(
国
王
の
ア
ハ
ト
)

(∞∞) 

(
は
も
と
も
と
逃
亡
中
の
犯
人
に
裁
判
官
と
し
て
の
国
王
が
科
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
)
も
加
え
る
と
、
こ
の
意
味
で
の
用
例
が

E
E呂
の
全(

鈎
)

用
例
中
最
も
多
い
。
次
に
、
号
回
ぎ
巴
呂
町
田
宮
口
の
表
現
そ
の
も
の
を
始
め
と
す
る
「
国
王
罰
令
権
の
(
排
他
的
)
授
与
者
」
と
し
て
の
「
国
王
」

(
的
)

に
か
か
わ
る
用
例
が
、
数
の
上
で
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
匹
敵
す
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
門
田
町
田
宮
包
括
刊
日
開

vg
の
語
は
、

北法50(4・130)806

~b. 
a冊

「
禁
猟
林
」

(σ
自

5
2
m
H
国
自
包
含
円
三
)
と
の
関
連
で
、
ま
た
、
「
六
0
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
(
そ
れ
ぞ
れ
一
回
)

(
引
)

あ
る
が
、
他
は
す
べ
て
裁
判
官
が
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
お
よ
び
参
審
自
白
人
の
犯
罪
を
も
裁
く
た
め
に
必
要
な
、
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
権
」

(
幻
)

の
補
強
手
段
と
し
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
こ
れ
を
も
加
え
る
と
、
「
裁
判
官
」
・
「
裁
判
権
者
」
と
し
て
の
「
国
王
」
に
か
か
わ
る
も
の

(

川

町

)

は
、
す
で
に
全
用
例
の
半
数
に
達
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
国
王
を
人

(
H
ド
イ
ツ
人
、
具
体
的
に
は
諸
侯
)
は
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

l
ン
に
関
す
る
、
ま
た
、
す
べ
て
の
者
の
生
命
に
関

(
川
出
)

す
る
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ぶ
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
)
、
「
国
王
は
い
た
る
と
こ
ろ
(
万
民
)
共
通
の
裁
判
官
で
あ
る
」
(
同
三
・

二
六
・
二
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
特
に
ラ
ン
ト
法
上
の

最
高
の
)
裁
判
官
・
裁
判
権
者
と

し
て
の
地
位
が
】
S
E
a
-
o官
同
刊
さ
出
}
同
(
国
王
の
権
力
)
、
あ
る
い
は
、
「
国
家
」
・
国
制
の
核
心
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で

あ
る
。(2)

こ
の
用
例
に
つ
い
て
、
国
制
と
の
関
連
で
さ
ら
に
二
百
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
家
臣
や
臣
民
の
も
つ
い
わ
ゆ
る
「
抵
抗
権
」

の
論
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
条
項
(
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
二
)
の
ぎ
巳
認
も
右
の
用
例
に
属
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
「
国
王
お
よ
び
裁
判
官
」
が
犯
罪
を
犯
し
た
自
分
の
家
臣
や
親
族
に
死
刑
や
ア
イ
ゲ
ン
剥
奪
の
判
決
を
下
し
て
も

(
何
)

H
a
B
E
の
義
務
に
は
反
し
な
い
、
と
い
う
直
前
の
条
項
の
趣
旨
を
承
け
て
、
逆
に
、
家
臣
は
自
分
の
親
族
や
主
君
で
あ
る
「
国
王
お
よ
び
裁

(
M
m
)
 

判
官
」
の

5
5
n
Z
に
抵
抗
し
て
も
が
2
0
の
義
務
に
は
反
し
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
王
や
主
君
に
対
す
る
「
抵
抗
権
」
を
一



般
的
・
全
面
的
に
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
を
正
し
く
お
こ
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
た
め
に
協
力
す
る
「
公
的
」
な

(
釘
)

義
務
が
、
主
従
聞
な
し
親
族
聞
の
「
私
的
」
な
斗
8
5
の
義
務
に
優
先
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
条
項
の
ロ
R
R
Z
の
語
も
、
裁
判
拒
絶
を
含
め
不
法
・
不
正
な
裁
判
(
の
や
り
方
)
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
解
す
べ

(
M
m
)
 

き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
ロ
2
2
Z
を
「
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
防
ぐ
の
を
助
け
る

(
H
そ
れ
に
手
を
貸
す
)
こ
と
さ
え
で
き
る
」
と
言
わ

れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
相
手
方
か
ら
暴
力
を
も
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
際
の
「
正
当
防
衛
」
を
除
き
実
力
行
使
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

(

ω

)

(

削
)

す
ぐ
後
の
ラ
ン
ト
法
コ
了
七
八
の
五
と
六
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

(3)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
確
認
で
き
る
裁
判
権
以
外
の
「
国
王
の
権
力
」
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
主
な
も
の

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と凶iliリ(2) 

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(
a
)

ま
ず
、
市
場
・
造
幣
所
・
税
関
に
対
す
る
権
利
(
特
に
開
設
許
可
権
)
や
地
下
の
埋
蔵
物
に
対
す
る
そ
れ
な
ど
、
「
レ
ガ

l
リ
ア
」

(
削
)

に
含
ま
れ
る
諸
権
利
、
お
よ
び
、
(
個
別
の
)
「
平
和
」
を
付
与
し
、
そ
の
対
象
を
特
別
な
保
護
下
に
お
く
権
利
、
特
に
「
国
王
の
道
路
」
に

(
印
)

対
す
る
そ
れ
。
こ
れ
ら
の
権
利
の
中
に
は
、
国
王
の
裁
判
官
と
し
て
の
権
利
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
も
あ
り
、
当
時
の
「
裁

判
権
」
に
は
(
萌
芽
的
な
)
「
行
政
(
権
)
」
が
包
摂
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
裁
判
権
」
の
シ
ス
テ
ム
が
(
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
)
「
行

(
附
)

政
」
(
な
い
し
「
(
公
的
)
支
配
」
)
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
b
)
国
王
は
ま
た
家
人
や
体
僕
を
、
そ
の
(
私
的
な
)
主
君
な
い
し
領
主
と
し
て
解
放
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
権
利
は
一

(
胤
)

部
、
「
ラ
イ
ヒ
の
家
人
」
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
裁
判
権
」
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
王
の
権
力

(
防
)

一
部
は
同
じ
「
公
的
」
な
目
的
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

北j去50(4・131)807

下
に
あ
る
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

ラ
ン
kι

(
C
)

国
王
は
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
各
地
に
(
ザ
ク
セ
ン
で
は
、
ヴ
エ
ル
ラ
、
ゴ
ス
ラ
ル
、
ヴ
ア
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ア
ル
シ
ユ
テ
ッ
ト
、
メ
ル
ゼ

プ
ル
ク
の
五
つ
の
)
王
宮
(
な
い
し
王
城
)
(
唱
曲
H
S
N
O
H
司

E
N
)

を
も
っ
て
い
る
が
、
国
王
は
そ
こ
に
正
規
の
宮
廷
会
議

(
R
E
o
-
5
5
)
を
召



説

(
刈
)

集
し
、
こ
れ
が
同
時
に
宮
廷
裁
判
所
の
正
規
裁
判
集
会
と
し
て
(
も
)
機
能
す
る
(
ラ
ン
ト
法
=
了
六
二
・
こ
。

(
d
)
国
王
は
こ
の
ほ
か
に
、
第
一
シ
ル
ト
を
も
っ
最
高
主
君
と
し
て
レ
l
ン
法
上
の
諸
権
利
を
も
っ
て
お
り
、
国
王
と
(
そ
の
直
臣
で
あ

員命

る
)
諸
侯
と
の
関
係
は
相
当
数
の
条
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
お
い
て
一
括
し
て
扱
う

」
と
に
し
た
い
。

(
五
)
「
諸
侯
」

(
問
)

(
l
)
R
W
Sお
お

(
H
2
2
)
の
語
は
も
と
も
と
「
第
一
の
者
」
・
「
先
頭
に
立
つ
者
」
(
号

S
E
2
2
m
)
を
意
味
す
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
は
こ
れ
を
レ
l
ン
法
(
具
体
的
に
は
、
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
)
と
結
び
つ
け
て
、
諸
侯
を
「
授
封
に
お
い
て
第
一
の
者
」
と
定
義
し
、

(
間
)

(
世
俗
)
の
諸
侯
で
あ
る
た
め
に
は
「
旗
レ
l
ン」

(g巳
g
H
E
E
E
M
g
)
を
国
王
か
ら
直
接
に
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
国
王
の

ほ
か
は
い
か
な
る
俗
人
を
も
主
君
に
戴
い
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
国
王
と
の
(
レ
l
ン
法
上
の
)
直
臣
関
係
を
強
調
す
る
(
レ
l
ン
法
七
一
・

(
問
)

一
二
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
八
の
一
と
二
)
0

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
定
義
」
的
説
明
に
お
け
る
直
臣
関
係
の
強
調
に
惑
わ
さ
れ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
諸
侯
概
念
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
国
王
と
の
レ
l
ン
法
上
の
直
接
関
係
で
あ
る
、
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
現
に
、
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
か

(
川
)

ら
一
言
っ
て
も
)
国
王
の
直
臣
は
ほ
か
に
も
い
る
は
ず
な
の
に
、
レ
ー
ン
法
廷
と
し
て
の
(
国
王
の
)
「
宮
廷
裁
判
所
」
(
な
い
し
「
宮
廷
会
議
」
)

に
参
集
を
命
じ
ら
れ
る
の
は
諸
侯
だ
け
で
あ
り
(
レ
l
ン
法
七
二
・
一
)
、
し
か
も
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
こ
れ
以
外
に
は
国
王
が
主

(
山
)

宰
す
る
レ

l
ン
法
廷
は
姿
を
見
せ
な
い
。
諸
侯
を
他
の
直
臣
か
ら
分
か
つ
も
の
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
諸
侯
で
あ
る
た
め
の
要
件
と
し

て
よ
り
決
定
的
な
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
(
世
俗
の
)
諸
侯
だ
け
が
(
国
王
か
ら
直
接
に
)
「
旗
レ
l
ン
」
を
受
領
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

(

山

)

(

川

)

で
あ
る
。
「
旗
レ

l
ン
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
旗
を
も
っ
て
授
封
さ
れ
る
レ

l
ン
」
の
こ
と
で
あ
る
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

の
一
つ
で
あ
る
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
(
の
一
つ
)
で
あ
り
、
そ
の
内
実
(
な
い
し
本
質
)

は
、
そ
れ
が
官
民
n
z
m
の
一
つ
と
し
て
例
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
(
た
と
え
そ
れ
に
土
地
な
い
し
所
領
が
付
加
(
な
い
し
包

(
川
)

含
)
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
単
な
る
)
土
地
な
い
し
所
領
で
は
な
く
、
裁
判
権
な
い
し
裁
判
管
区
、
し
か
も
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
で
あ
る

(

川

)

(

川

)

(レ
l
ン
法
七
一
の
二
と
三
。
因
み
に
、
主
従
間
の
人
的
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
レ
l
ン
法
廷
に
は
「
裁
判
管
区
」
は
あ
り
え
な
い
)
0

同
じ
(
国

(
山
)

王
と
諸
侯
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
)
「
宮
廷
裁
判
所
」
が
そ
の
ま
ま
ラ
ン
ト
法
廷
と
し
て
も
現
れ
(
一
フ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
こ
、
諸
侯
の
犯

罪
は
(
現
行
犯
の
ほ
か
は
)
そ
こ
で
(
の
み
)
裁
く
こ
と
が
で
き
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
二
、
と
さ
れ
る
の
も
、
諸
侯
が
「
旗
レ

l
ン」

(
川
)

と
し
て
ラ
ン
ト
法
の
裁
判
権
を
受
領
し
ラ
ン
ト
法
上
も
そ
う
し
た
資
格
(
な
い
し
、
能
力
)
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」

(ZE向
者
自
問
)
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
「
裁
判
権
レ

i
ン
」
は
一
般
に
(
し
た
が
っ
て
、
当
然
「
旗
レ
l
ン
」
も
)
分
割
お
よ
び
又
授
封
が

し
か
し
、
「
旗
レ
l
ン
」
は
「
特
別
な
レ
l
ン」

禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
旗
レ
l
ン
」
に
含
ま
れ
る
「
特
別
な
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
(
つ
ま
り
、
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
は
例
外

で
あ
り
、
(
諸
侯
が
)
そ
れ
を
(
一
年
以
上
)
又
授
封
せ
ず
に
手
許
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
(
レ
l
ン
法
七
一
の
こ
と
三
、
ラ
ン
ト

(
川
)

法
三
・
五
三
・
三
)
。
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
(
の
原
則
が
ド
イ
ツ
王
権
に
だ
け
適
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
民
的
統
一
国
家
の
形
成
を
阻
害

す
る
決
定
的
な
要
因
に
な
っ
た
、
と
主
張
す
る
)
説
の
拠
り
所
と
な
っ
た
箇
所
は
、
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
、
国
王
も
「
同
じ
よ
う
に
」
(
諸
侯
の

死
亡
に
よ
っ
て
旗
レ
l
ン
が
自
分
の
手
許
に
戻
っ
て
き
た
場
合
)
、

一
年
と
一
日
以
内
に
そ
れ
を
授
封
す
る
の
な
ら
格
別
、
そ
れ
(
日
一
年
)
以

(
印
)

上
自
分
の
手
許
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
(
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
)
「
授
封
強
制
」
説
の
根
拠
と

は
な
り
え
ず
、
そ
の
趣
旨
が
ラ
ン
ト
法
上
の
(
公
的
)
裁
判
権
を
(
い
た
ず
ら
に
休
止
さ
せ
る
こ
と
な
く
)
有
効
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

(
凶
)

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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(3)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
に
は
ザ
ク
セ
ン
地
内
の
「
旗
レ

l
ン
」
を
数
え
上
げ
た
条
項
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
ザ
ク



説

セ
ン
に
は
、
ザ
ク
セ
ン
大
公
(
国
刊
向
。
加
)
、
ザ
ク
セ
ン
王
宮
伯
(
耳
包
括
B
3
、
チ
ュ

l
リ
ン
ゲ
ン
地
方
伯

(
F
B仏
唱
え
て
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク
・
マ
イ
セ
ン
・
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
の
各
辺
境
伯

(
Z
R
Z
S
3
、
ア
ッ
シ
ェ
ル
ス
レ

l
ベ
ン
伯
百
円
旦
、
以
上
七
人
の
(
世
俗
)
諸
侯
が
い
た
こ
と

が
判
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
二
・
二
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
侯
の
国
制
上
の
地
位
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
く
、
特
に
(
国
王
か
ら
直
接
裁
判

官
に
授
与
さ
れ
て
裁
判
権
レ
i
ン
を
補
強
す
る
)
「
国
王
罰
令
権
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。(

印
)

①
「
グ
ラ
l
フ
」
は
も
ち
ろ
ん
、
(
一
般
に
は
、
(
も
と
も
と
)
国
王
・
王
権
と
親
近
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
)
「
王
宮
伯
」
と
「
地
方
伯
」

も
、
自
ら
「
国
王
罰
令
権
の
下
に
」
裁
判
集
会
を
聞
い
て
お
り
、
彼
等
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
罰
金
も
(
グ
ラ
l
フ
に
対
す
る
場
合
と
同
じ
く
)

(
問
)

六
0
シ
リ
ン
グ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
回
の
六
と
四
)

0

モ子ム
白岡

(
以
)

②
「
辺
境
伯
」
は
、
そ
の
裁
判
管
区
で
あ
る
「
辺
境
領
」

(
B向
宮
H

冨
間
交
唱
え
聞
の
E
D
)
)

に
「
国
王
罰
令
権
」
が
な
く
、
「
彼
自
身
の
(
国

(
郎
)

王
に
対
す
る
)
忠
誠
(
宣
誓
な
い
し
義
務
)
に
か
け
て
」

3
2
5
g
a〈
S
E
E
S
)
そ
の
裁
判
集
会
を
開
催
す
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
五
・
こ
。

し
か
し
、
そ
の
「
辺
境
領
」
に
は
、
(
他
の
「
旗
レ
l
ン
」
の
場
合
と
同
じ
く
)
、
「
特
別
な
(
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
・
裁
判
管
区
と
し

(
四
)

て
特
定
さ
れ
た
)
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
(
レ

l
ン
法
七
一
・
一
二
)
、
グ
ラ
l
フ
が
そ
れ
を
辺
境
伯
か

の
系
列
を
下
か
ら
上
へ
辿
っ
て

(
印
)

|
|
直
接
「
国
王
の
前

(
H
裁
判
所
)
に
」
持
ち
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・
六
)
。
因
み
に
、
こ
の
辺
境

伯
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
罰
金
は
、
(
国
王
罰
令
権
を
も
っ
グ
ラ
l
フ
・
王
宮
伯
・
地
方
伯
の
半
額
に
当
た
る
)
三
0
シ
リ
ン
グ
に
す
ぎ
な
い

ら
(
裁
判
権
レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
し
た
場
合
で
も
、
そ
こ
で
生
じ
た
判
決
非
難
は
|
|
「
国
王
罰
令
権
」

ン
ト
法
三
・
六
四
・
七
)
。

③
こ
れ
に
対
し
て
、
(
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
)
国
王
な
い
し
王
権
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
さ
れ
る
「
大
公
」
に
は
、
(
「
国
王
罰
令
権
」

に
伴
う
六
0
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
、
そ
し
て
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
破
格
の
)

(
四
)

の
罰
金
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
一
二
)
0

さ
ら
に
、
そ
の
「
旗
レ
ー
ン
」

(
H
裁
判

一0
ポ
ン
ド

(
H
二
0
0
シ
リ
ン
グ
)

北法50(4・134)810
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で
あ
る
「
大
公
領
」
内
に
(
ホ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
、
シ
ュ
ト
ル
マ
ン
、
ハ
ル
デ
ン
と
い
っ
た
)
「
特
別
な
法
を
も
と
う
と
す
る
」
(
自
立
的
な
)

地
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
(
わ
ざ
わ
ざ
)
言
及
さ
れ
る
(
向
上
)
一
方
、
「
国
王
罰
令
権
」
に
関
す
る
、
あ
る
い
は
、
(
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
上

の
裁
判
官
と
し
て
の
グ
ラ
l
フ
な
ど
)
そ
の
域
内
に
「
国
王
罰
令
権
」
が
(
事
実
)
存
在
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は

(ω) 

ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。

管
区
)

(
偶
然
に
も
せ
よ

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
ザ
ク
セ
ン
に
あ
っ
た
七
つ
の
「
旗
レ

l
ン」

H
(
世
俗
の
)
「
諸
侯
領
」
(
な
い
し
「
諸
侯
権
」
)
の
国
制
上
の
地
位
、

特
に
国
王
な
い
し
王
権
と
の
関
係
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
叙
述
に
拠
る
限
り
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
拠
っ
て
も
)
、
決
し
て
一
様
と

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国需IJ(2) 

(
4
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
諸
侯
」
に
関
す
る
叙
述
は
、
大
要
以
上
の
よ
う
に
、
世
俗
諸
侯
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
て

(m) 

お
り
、
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
教
会
諸
侯
に
関
す
る
記
述
は
著
し
く
少
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
(
カ
ノ
ン
法
の
手
続
に
従
っ
て
)
司
教
ま
た
は

修
道
(
尼
)
院
長
に
選
ば
れ
た
者
は
、
聖
職
の
受
領
(
H
聖
別
)
に
先
立
っ
て
国
王
に
臣
従
礼
を
捧
げ
、
国
王
か
ら
坊
を
も
っ
て
(
勿
レ
l
ン
の
)

授
封
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
九
・
一
、
三
・
六
0
・
一
)
。
こ
の
場
合
、
坊
は
言
う
ま
で
も
な
く

(切なユ
E
目白
H
霊
一
的
権
利
と
は
区
別
さ
れ
た
)
叶
2
6
0
E
S
(
俗
的
権
利
)
を
象
徴
し
、
そ
の
中
に
は
当
然
教
会
(
諸
侯
の
支
配
下
に
あ
る
)
所

領
に
対
す
る
支
配
権
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
司
教
(
の
所
)
領
」
に
つ
い
て
も
(
「
旗
レ
l
ン
」
と
肩
を
並
べ
て
)
分
割
が
禁
じ
ら
れ
て

とい
考 る
えか
るら
ノミ r ヘ

きレ
で l
丸一〆

弘、法
九~O

五

回ー，

拐
レ

ー/
L-

の
本
質
も
(
「
旗
レ
l
ン
」
と
同
じ
く
)
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
(
・
裁
判
管
区
)
に
あ
る
、

た
だ
し
、
教
会
諸
侯
は
自
ら
流
血
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
(
教
会
守
護
)
の

存
在
で
あ
る
。
次
節
(
六
)
で
改
め
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
(
一
般
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
は
、
ラ

ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
中
で
(
お
そ
ら
く
世
俗
領
の
場
合
の
)
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
と
同
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
裁
判
集
会
に
は

北法50(4・135)811 



説

ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
参
集
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
)
。
こ
の
(
一
般
の
H

「
国
王
罰
令
権
」
を
も
た
な
い
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」

(
印
)

に
は
「
た
か
だ
か
三
シ
リ
ン
グ
」
の
罰
金
が
支
払
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
九
)
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
別
に
、
い
わ
ば

「
グ
ラ
l
フ
」
と
同
格
の
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
が
あ
っ
て
、
国
王
自
身
か
ら
「
国
王
罰
令
権
」
を
受
領
し
、
そ
の
下
に
裁
判
集
会
を
聞
い
て
い

る
が
、
こ
の
(
国
王
罰
令
権
を
も
っ
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に
は
(
「
グ
ラ
l
フ
」
に
対
し
て
と
同
じ
く
)
六
0
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
が
支
払
わ
れ
る

(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
四
)
。
(
明
示
的
な
記
述
は
な
い
が
て
も
し
こ
の
「
グ
ラ
l
フ
」
と
同
格
の
(
国
王
罰
令
権
を
も
っ
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」

(m) 

を
教
会
諸
侯
(
や
司
教
)
に
代
わ
っ
て
そ
の
管
区

(
H
教
会
諸
侯
領
な
い
し
司
教
領
)
全
域
に
わ
た
っ
て
流
血
裁
判
権
を
行
使
す
る
「
教
会
守

(

川

川

)

マ

ル

ク

護
」
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
教
会
諸
侯
領
も
、
「
国
王
罰
令
権
」
に
関
し
て
、
「
辺
境
領
」
の
場
合
と
同
じ
構
造
を
示
す
、

論

つ
ま
り
、
王
権
は
教
会
諸
侯
領
を
こ
の
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
(
に
直
接
に
与
え
た
「
国
王
罰
令
権
」
)
を
通
し
て
(
も
)
支
配
あ
る
い
は
統
御
し
よ
う

と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ラ
ン
ト

な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
に
は
ザ
ク
セ
ン
地
の

(
大
)
司
教
座
を
数
え
上
げ
た
条
項
(
ラ
ン
ト
法
一
二
・
六
二
・
一
二
)
が
あ
り
、
そ

(m) 

マ
ク
デ
ブ
ル
ク
と
プ
レ

I
メ
ン
の
二
つ
の
大
司
教
座
に
は
そ
れ
ぞ
れ
五
つ
と
三
つ
の
司
教
座
が
下
属
し
、
さ
ら
に
(
ザ
ク
セ

(m) 

ン
地
内
の
)
四
つ
と
三
つ
の
司
教
座
が
ザ
ク
セ
ン
の
外
に
あ
る
二
つ
の
大
司
教
座
(
マ
イ
ン
ツ
と
ケ
ル
ン
)
に
下
属
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
に
は
二
人
の
大
司
教
と
一
五
人
の
司
教
が
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
彼
等
が
す
べ
て
「
諸
侯
」
で
あ
っ
た
の
か
、
ま

(
印
)

た
、
彼
等
の
ほ
か
に
「
諸
侯
」
で
あ
る
修
道
(
尼
)
院
長
が
い
な
か
っ
た
の
か
、
等
の
問
題
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
叙
述
か
ら
は

れ
に
よ
る
と
、

判
然
と
し
な
い
。

(
5
)
も
ち
ろ
ん
、
(
ド
イ
ツ
)
「
国
王
」
は
「
諸
侯
」
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
も
国
王
選
挙
に

(
問
)

関
す
る
条
項
に
は
事
欠
か
な
い
。
し
か
し
、
以
上
、
特
に

(
2
)
・
(
3
)
・
(
4
)
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ

ル
に
見
ら
れ
る
「
諸
侯
」
像
の
中
に
、
(
一
一
八
O
年
を
画
期
と
し
て
王
権
が
主
導
す
る
国
制
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
さ
れ
る
)
「
諸
侯
(
制
)
的
(
H
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諸
侯
が
主
導
権
を
も
っ
)
国
制
」

(
悶
)
・
(
則
)

の
反
映
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
六
)
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」

(
1
)
ラ
ン
ト
法
の
一
条
項
(
一
・
五
五
・
こ
は
、
「
す
べ
て
の
世
俗
の
唱
江
口
宮
町
主
要
2
5
-
r
加
刊
号
宮
町
)
(
こ
の
場
合
開
問
『

5
8
の
語
は
、

(
凶
)

別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
裁
判
官
」
を
意
味
す
る
)
は
選
挙
に
始
ま
り
を
も
っ
」
と
し
た
上
で
、
「
そ
れ
ゆ
え
い
か
な
る
任
命
さ
れ
た
者

(
H

役
人
)
も
裁
判
官
に
な
る
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
(
そ
の
他
)
い
か
な
る
者
も
(
裁
判
官
と
な
る
こ
と
を
え
な
い
て
そ
の
者
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
、

(
川
出
)

あ
る
い
は
、
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
」
、
と
言
、
っ
。

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と同市1](2) 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
国
王
」
は
、
具
体
的
に
は
「
諸
侯
」
に
よ
っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
者
の
首
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関

(
附
)

す
る
、
お
よ
び
、
レ
ー
ン
に
関
す
る
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ば
れ
る
」
(
レ

l
ン
法
六
九
・
入
)
。
ま
た
、
「
諸
侯
」
は
そ
の
国
王
か
ら
「
旗

レ
l
ン
」
な
い
し
「
拐
レ

l
ン
」
を
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
国
制
」
像
に
お
け
る

レ
ー
ン
法
(
具
体
的
に
は
裁
判
権
レ
i
ン
)

の
位
置
・
機
能
を
見
定
め
る
た
め
、
「
諸
侯
」
以
外
の
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
に
関
す
る
同
書

の
記
述
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

(2)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
(
自
由
人
で
あ
る
)
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
す
べ
て
年
に
三
回
、
(
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
応
じ
て
)
教

会
裁
判
所
に
(
参
審
自
由
人
は
司
教
の
裁
判
所
に
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
司
教
座
聖
堂
主
席
司
祭
の
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
主
任
司
祭
の
そ
れ
に
)

(
削
)

参
集
す
る
義
務
を
負
う
が
、
自
由
人
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
世
俗
の

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
に
参
集
す
る
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
。

参
審
自
由
人
は
、
国
王
罰
令
権
の
下
で
一
八
週
毎
に
(
日
年
三
回
)
聞
か
れ
る
グ
ラ
l
フ
の
正
規
(
刊
定
例
)
裁
判
集
会
、
お
よ
び
、
そ
の

北法50(4・137)813

二
週
間
後
に
犯
罪
を
裁
く
た
め
に
聞
か
れ
る
臨
時
の
裁
判
集
会
に
、
ま
た
、
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
そ
れ
と
同
格
の
ビ
l
ア
ゲ
ル
デ
、
以

下
に
お
い
て
は
省
略
す
る
)
は
六
週
毎
に
聞
か
れ
る
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会
に
参
集
す
る
。
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
は
六
週
毎
に
聞
か
れ
る



説

ゴ
l
ク
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
参
集
す
る
が
、
そ
こ
、
お
よ
び
、
(
教
会
領
に
あ
っ
て
は
)
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
集
会
で
は
、
各
パ
ウ
ア
i
マ

(
陥
)

イ
タ
l
(村
長
)
は
、
叫
喚
告
訴
、
流
血
の
人
身
傷
害
、
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
す
べ
て
の
犯
罪
」
を
弾
訴
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
な
い
し
(
フ
ォ
ー
ク
ト
の
そ
れ
を
含
め
れ
ば
)
四
つ
の
裁
判
集
会
が
、
(
三
種
の
)
自
白
人
が
参
廷
義
務
を
負
う
い
わ
ば
「
公
的
」

な
裁
判
所
で
あ
る
が
、
本
節
の
主
要
な
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
集
会
、
お
よ
び
、
(
そ
の
根
拠
に
な
る
)
裁
判
権
に
つ
い
て
、
相
互
間
の
関

~b. 
日間

係
、
お
よ
び
、
裁
判
権
レ

l
ン
の
系
列
上
の
位
置
(
具
体
的
に
は
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
ど
こ
ま
で
レ
l
ン
制
の
鮮
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
、
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
)
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の
一
条
項
(
一
一
了
五
二
・
二
)
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。
「
皇
帝
(
正
し
く
は
、
国
王
)
は
し
か
し

(

凶

)

ラ

ン

ト

(
ラ
ン
ト
法
上
)
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
す
べ
て
の
地
に
居
合
わ
せ
、
常
時
す
べ
て
の
犯
罪
を
裁
く
こ
と
を

(
即
)

え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
(
第
一
の
手
で
あ
る
)
彼

(
H
国
王
)
は
(
第
二
の
手
で
あ
る
)
諸
侯
に
は
グ
ラ
l
フ
職
を
、
ま
た
、
(
世
俗
の
諸
侯
は
)

(
第
三
の
手
で
あ
る
)
グ
ラ
l
フ
た
ち
に
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
封
与
す
る
」
。
直
後
の
条
項
(
同
三
・
五
二
・
一
二
)
は
次
の
よ
う
に
つ
づ

け
る
。
「
首
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
手
に
関
す
る
裁
判
権
で
あ
る
レ

l
ン

(
H
裁
判
権
レ

l
ン
)
は
、
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト

(
H
グ
ラ
l
フ
の

裁
判
管
区
)
内
に
あ
る
(
あ
る
い
は
、
グ
ラ
l
フ
職
に
含
ま
れ
る
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
だ
け
を
除
き
、
第
四
の
手
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
。

(
別
)

の
裁
判
集
会
を
開
く
こ
と
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

(
3
)
「
ラ
ン
ト
法
」

い
か
な
る
裁
判
官

(
H
グ
ラ
l
フ
)
も
シ
ユ
ル
ハ
イ
ス
な
し
に
は
正
規

(
H
定
例
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
流
血
裁
判
権
を
枢
軸
と
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
H

「
裁
判
権
レ
l
ン
」
は
、
原
則
と
し
て
国
王
か
ら
諸
侯
へ
、
諸

(
附
)

侯
か
ら
グ
ラ
i
フ
へ
、
さ
ら
に
例
外
的
に
、
グ
ラ
l
フ
か
ら
そ
の
裁
判
管
区
内
の
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
授
封
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

見
逃
す
こ
と
の
で
き
・
な
い
の
は
、
コ

l
グ
ラ
l
フ
(
お
よ
び
フ
ォ
ー
ク
ト
)
が
こ
こ
に
例
外
と
し
て
も
「
第
四
の
手
」
に
数
え
ら
れ
て
い
な

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
は
(
原
則
上
)
グ
ラ
l
フ
か
ら
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
お
よ
び
フ
ォ
ー
ク

ト
)
へ
と
又
授
封
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

い
こ
と
で
あ
る
。

北法50(4・138)814



以
下
、

こ
れ
ら
の
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
に
関
す
る
記
述
を
順
次
個
別
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(
即
)

ま
ず
グ
ラ
l
フ
・
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
。

(
4
)
 

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
「
裁
判
権
レ

l
ン」

(
H
流
血
裁
判
権
を
枢
軸
と
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
は
、
原
則
と
し
て
、
(
第
一
の
手
で

あ
る
)
国
王
か
ら
(
第
二
の
手
で
あ
る
)
諸
侯
へ
、
(
世
俗
の
)
諸
侯
か
ら
(
第
三
一
の
手
で
あ
る
)
グ
ラ
l
フ
へ
と
順
次
授
封
さ
れ
る
。
グ
ラ
l

フ
の
裁
判
集
会
に
参
廷
義
務
(
お
よ
び
裁
判
籍
)
を
も
つ
の
は
(
ア
イ
ゲ
ン
の
主
要
な
持
主
)
参
審
自
由
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
l
フ
が

ア
イ
ゲ

μ
の
帰
属
お
よ
び
参
審
自
由
人
の
犯
罪
に
関
す
る
訴
え
を
裁
く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
国
王
罰
令
権
を
国
王
か
ら
直
接
に
(
「
臣
従
礼
な

し
に
」
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
官
職
的
原
理
」
に
も
と
づ
い
て
)
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
と
は
こ
う
し
た
グ
ラ
l

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と凶制 (2) 

フ
の
地
位
・
権
限
・
裁
判
管
区
を
言
う
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
、
特
に
そ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
、
ュ
n
Z
R
(向
)
お
よ
び
(
裁
判
権
・
裁
判
管
区
を
指
す
)
m
E
n
z
m
の
語
が
、
か
な

り
の
頻
度
を
も
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
大
多
数
は
当
然
グ
ラ
l
フ
お
よ
び
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
相
当

数
は
(
前
後
の
文
脈
か
ら
)
も
っ
ぱ
ら
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
主
に
)
グ
ラ
l
フ
な
い
し
グ
ラ
i
フ
シ
ャ
フ
ト
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
判

(
問
)

る
。
つ
ま
り
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
裁
判
(
制
度
・
手
続
)
の
記
述
は
グ
ラ
l
フ
・
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
を
中
心
に
進
め
ら

れ
て
お
り
、
極
言
す
る
と
、
ザ
ク
セ
ン
の
地
全
体
が
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
網
の
目
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
受
け

る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
王
と
グ
ラ
l
フ
の
直
接
的
関
係
の
強
調
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
!
「
国
王
が
:
:
:
い
ず
れ
の

ラ
J

ト

(

印

)

地
に
や
っ
て
き
て
も
、
そ
こ
で
裁
判
権
は
彼
に
と
っ
て
自
由
に
な
る
(
H
彼
の
手
許
に
戻
る
)
」
し
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
0
・
二
)
、
「
グ
ラ
i

(
問
)

フ
は
彼
の
地
方
的
追
放
(
を
国
王
の
前

(
H
法
廷
)
で
立
証
す
れ
ば
そ
れ
を
)
も
っ
て
国
王
の
ア
ハ
ト
を
獲
得
す
る
」
(
同
一
・
七
一
)
。
さ
ら

に
、
所
領
強
奪
の
現
行
犯
が
起
き
て
裁
判
官
が
そ
れ
を
裁
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
裁
き
え
な
い
場
合
や
、
裁
判
官
が
不
法
に
ア
イ
ゲ
ン
の
譲

北法50(4・139)815



説

渡
を
妨
げ
た
場
合
に
も
、
事
案
は
国
王
が
ザ
ク
セ
ン
の
地
に
や
っ
て
き
た
と
き
国
王
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
(
同
二
・
二
五
・
二
、

(
出
)

一
一
一
)
し
、
あ
る
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
参
審
員
が
欠
け
、
ラ
イ
ヒ
の
家
人
を
解
放
し
て
そ
れ
を
補
充
す
る
場
合
、
(
前
述
し
た
よ
う
に
)
国

(
応
)

王
は
ラ
イ
ヒ
の
所
領
の
中
か
ら
三
フ

l
フ
ェ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
土
地
を
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
そ
の
者
に
与
え
る
が
、
「
そ
れ
を
グ
ラ

l
フ
シ

(

日

)

(

印

)

ヤ
フ
ト
の
(
H
グ
ラ
!
フ
職
に
属
す
る
)
所
領
の
中
か
ら
取
る
こ
と
も
で
き
る
」
(
同
三
・
八
一
・
一
)
。

一
・
三
四
・

北法50(4・140)816

自命

因
み
に
、
こ
う
し
た
国
王
と
の
直
接
的
な
関
係
は
、
諸
侯
に
つ
い
て
(
明
示
的
に
)
は
い
っ
さ
い
姿
を
見
せ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
諸

侯
の
裁
判
集
会
に
誰
が
参
廷
義
務
(
し
た
が
っ
て
、
裁
判
籍
)
を
も
つ
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
で

(
別
)

に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
叙
述
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
中
で
諸
侯
の
占
め
る
地
位
は
、

だ
け
)
裁
か
れ
る
事
案
は
何
か
と
い
う
こ
と

グ
ラ
1
フ
の
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
影
の
薄
い
も
の
と
な
り
、
極
言
す
れ
ば
、
国
王
か
ら
グ
ラ

l
フ
へ
と
授
封
さ
れ

(
悶
)

る
裁
判
権
レ

l
ン
の
単
な
る
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
印
象
さ
え
生
ま
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
(
こ
れ
以
上
)
立
ち
入
ら

な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
(
当
時
す
で
に
生
成
の
絡
に
つ
い
て
い
た
)
「
領
邦
君
主
権
」
(
戸
由
民
町
田
町
四
ロ
-RED)
に
対
す
る
著
者
ア
イ
ケ
の
一
定

(
削
)

の
(
意
識
的
・
自
覚
的
な
)
姿
勢
(
H
そ
の
黙
殺
)
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

(
出
)

(5)
次
に
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
・
シ
ユ
ル
ハ
イ
ス
職
に
つ
い
て
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
は
原
則
と
し
て
(
第
三
の
手
で
あ
る
グ
ラ
l
フ
か
ら
)
第
四
の
手
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
が
、

(
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
は
そ
の
例
外
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
(
グ
ラ
l
フ
か
ら
)

ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
て
い
る
。
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
六
週
毎
に
(
自
ら
が
主
宰
す
る
)
裁
判
集
会
を
聞
く
が
、
そ
こ
に
参
廷

義
務
(
し
た
が
っ
て
裁
判
籍
)
を
も
つ
の
は
、
(
小
規
模
の
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
)
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
そ
れ
と
同
格
の
ピ

l
ア
ゲ

(
陥
)

で
あ
る
。
フ
ロ

l
ン
ボ

l
テ
(
H
グ
ラ
l
フ
裁
判
所
の
役
人
、
い
わ
ば
執
達
更
)
は
彼
等
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

の
に
対
し
て
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
な
り
う
る
者
に
つ
い
て
は
、
単
に
「
自
由
人
で
当
該
裁
判
管
区
が
所

ル
デ
)

る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
五
)



ラ
ン
ト

在
す
る
地
の
生
ま
れ
の
者
」
(
同
三
・
六
一
・
二
)
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
裁
判
権
(
に
つ
い
て
の
)
レ

l
ン
は
、
参
審
自

白
人
で
な
け
れ
ば
、
な
ん
ぴ
と
も
(
そ
れ
を
)
受
領
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
(
同
三
・
五
四
・
こ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
等
は
「
参
審
自

白
人
」
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

裁
判
権
レ

l
ン

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
が
例
外
的
に
こ
の
(
第
四
の
手
で
あ
る
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
授
封
さ
れ
る
理
由
は
、
す
で

に

(3)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
グ
ラ

l
フ
は
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
な
し
に
は
正
規
の
裁
判
集
会
を
聞
く
こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
点
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
別
な
条
項
で
は
も
っ
と
具
体
的
に
、
「
彼
(
H
裁
判
官
、
こ
の
場
合
グ
ラ
i
フ
)
は
彼
の
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
前
で

自
ら
を
法
へ
と

(
H
裁
判
集
会
の
開
催
を
)
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
最
初
の
判
決
を
訊
ね
な
く

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と悶制(2) 

て
は
な
ら
な
い
、
(
今
)
裁
判
集
会
の
(
日
裁
判
集
会
を
開
く
)
時
(
刻
)
で
あ
る
か
を
、
ま
た
、
次
の
こ
と
を
(
訊
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
て

彼

(
H
自
分
)
が
裁
判
集
会
の
妨
害
お
よ
び
騒
擾
を
禁
止
す
べ
き
か
を
」
と
(
同
一
・
五
九
・
二
)

0

(

グ
ラ
l
フ
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
シ
ユ
ル

ト
ハ
イ
ス
が
裁
判
官
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
国
)
で
述
べ
た
が
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
グ
ラ
l
フ
の
正

規
裁
判
集
会
に
(
参
審
員
お
よ
び
フ
ロ

l
ン
ボ
l
テ
と
と
も
に
)
必
ず
出
席
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
グ
ラ
!
フ
の
裁
判
集
会
で

(
グ
ラ
l
フ
に
代
わ
り
、
フ
ロ

l
ン
ボ

l
テ
や
参
審
員
と
と
も
に
)
(
い
わ
ゆ
る
)
「
裁
判
所
の
証
人
」
に
な
っ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
の
一

(

別

)

(

胤

)

と
二
、
三
・
一
八
・
二
)
。

し
か
し
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
中
で
占
め
る
地
位
を
把
握
す
る
上
で
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
ラ
ン
ト
法

上
の
裁
判
権
の
担
い
手
が
(
容
易
に
誤
解
さ
れ
う
る
よ
う
に
)
グ
ラ
l
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
↓
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
↓
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー

(
村
長
)
と
い
う
単
一
の
系
列
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

グ
ラ

i
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
、

グ
ラ

l
フ
↓
ゴ

i
グ
ラ

l
フ
↓
パ
ウ
ア

l

マ
イ
ス
タ
l
(村
長
)
と
い
う
二
本
建
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
l
フ
や
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
ー

と
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
す
ぐ
に

(6)
で
(
特
に
註
(
山
)
で
)
述
べ
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

北法50(4・141)817 



説

(6)
次
に
ゴ

i
グ
ラ
l
フ
・
ゴ

i
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
。
問
。
開
5
5、開
0
8
8
(
H
O晶
g
p
n
E
D
)
の
語
は
、
ア
イ
ケ
以
降
の
補

(
防
)

遣
に
現
れ
る
箇
所
の
比
率
が
高
く
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
と
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
項

告i、
白岡

で
は
、

ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
と
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遺
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
を
別

~I: i去50(4 ・ 142)818

箇
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

テ
キ
ス
ト
か
ら
判
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
六
週
毎
に
裁
判
集

会
を
開
く
が
、
そ
こ
に
参
廷
義
務
(
お
よ
び
裁
判
籍
)
を
も
つ
の
は
(
ザ
ク
セ
ン
の
地
に
ア
イ
ゲ
ン
を
も
た
な
い
)
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
で
あ
る

(a)
ま
ず
、

ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
(
古
い
)

(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
)
。
ゴ

i
グ
ラ
l
フ
は
、
突
然
の

(
H
現
行
犯
の
)
事
案
毎
に
選
ば
れ
る
か
(
あ
ら
か
じ
め
)
一
定
の
任
期
を
定
め
て
選

ば
れ
る
か
は
別
に
し
て
、
(
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
)
ラ
ン
ト
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
(
同
一
・
五
六
)
が
、

い
か
な
る
身
分
を
も
っ
者

(
あ
る
い
は
、
地
位
に
あ
る
者
)
が
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
選
ば
れ
る
か
に
つ
い
て
(
明
示
の
)
記
述
は
な
い
、
さ
ら
に
、
ゴ

l
グ
ラ
!
フ
シ
ヤ
フ

レ
ー
ン
も
レ

l
ン
の
承
継
(
〈
o-明
白
)
も

(
山
川
)

存
在
し
な
い

(
H
そ
れ
を
誰
か
が
レ
l
ン
と
し
て
受
領
し
承
継
す
る
こ
と
を
え
な
い
)
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
向
上
)
。

ゴ
l
グ
ラ
l
フ
が
誰
か
を
地
方
的
追
放
に
処
し
た
場
合
、
そ
の
地
方
的
追
放
を
グ
ラ
l
フ
の
前
で
証
言
す
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
直

ち
に
か
の
者

(
H
被
追
放
者
)
に
対
す
る
グ
ラ
l
フ
の
地
方
的
追
放
を
獲
得
す
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
七
ニ
。
地
方
的
追
放
は
(
一
般
に
)
下
級

(
山
山
)

て
い
く
か
ら
、

ト

(
H
ゴ
|
グ
ラ
i
フ
職
)
に
つ
い
て
は
、
適
法
に
は

(
H
法
の
定
め
る
手
続
に
合
致
し
た
形
で
は
)

の
裁
判
所

(
H
小
さ
な
裁
判
管
区
)
か
ら
順
次
上
級
の
裁
判
所

(
H
よ
り
大
き
な
裁
判
管
区
)

グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
に
は
複
数
の
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
が
下
属
し
て
い
た
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ

(
溺
)

ラ
l
フ
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
に
関
し
て
(
広
い
意
味
で
)
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
「
上
司
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
判
る
が
、
両
者
の
関
係
が
い

(
削
)

か
な
る
性
質
の
も
の
か
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
判
ら
な
い
。

ゴ
l
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
は
、
「
各
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
(
村
長
)
が
「
叫
喚
告
訴
、
流
血
の
人
身
傷
害
、
生
命
ま
た
は

へ
と
持
ち
こ
ま
れ
(
格
上
げ
さ
れ
)



手
に
及
ぶ
す
べ
て
の
犯
罪
」
を
弾
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
)
か
ら
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ

ト
)
に
は
(
複
数
の
)
パ
ウ
ア
l
マ
イ
タ
l
(
な
い
し
村
)
が
下
属
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
捕
え
ら
れ
た
現
行
犯
を
裁
く
た
め
に
ゴ

l

グ
ラ
l
フ
が
そ
の
都
度
選
ば
れ
る
場
合
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
「
少
な
く
と
も
三
つ
の
村
か
ら
」
選
ば
れ
る
(
同
一
・
五
五
・
二
)
こ
と
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
「
少
な
く
と
も
三
つ
の
村
」
の
パ
ウ
ア
l
マ
イ
タ
l
の
(
広
い
意
味
で
の
)
「
上
司
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
判

(m) 
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
判
ら
な
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。

レ
ー
ン
も
ま
た
レ

l
ン
の
承
継
も
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
(
レ
l
ン
法
一
・
五
六
)
、
こ

の
条
項
の
末
尾
に
「
し
か
る
に
主
君
が
そ
れ

(
H
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
職
)
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
封
与
す
る
な
ら
ば
」
に
始
ま
る
一
文
が
付
加
さ

の
適
法
な
選
挙
を
も
っ
て
そ

(
b
)
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
イ
ケ
以
後
の
補
遣
に
か
か
る
(
新
し
い
)

ゴ
l
グ
ラ
i
フ
職
に
は
、
適
法
に
は
、

れ
、
「
(
ゴ
i
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
)
ラ
ン
ト
民
が
彼
等

(
H
主
君
と
家
臣
)
双
方
に
対
し
彼
等

(
H
ラ
ン
ト
民
)

れ
を
破
ら
な
い
限
り
」
と
、
ラ
ン
ト
民
に
よ
る
選
挙
の
原
則
は
一
応
維
持
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
彼

(
H
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
職
を
授
封
し
た

主
君
)
は
そ
れ

(
H
ゴ
i
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
)
に
つ
き
彼
の
家
臣

(
H
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
)
お
よ
び
そ
の
子
た
ち
に
対
し
て
(
ま
で
も
)
レ
l
ン
法

(
上
の
義
務
)
を
履
行
(
具
体
的
に
は
、
特
に
そ
の
子
た
ち
に
対
し
て
は
、
父
の
死
亡
の
際
に
ゴ

1
グ
ラ
l
フ
職
を
授
封
)
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
さ

(
川
)

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
い
つ
で
あ
れ
グ
ラ
l
フ
が
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
や
っ
て
く
れ
ば
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
権
は
停
止
さ
れ

る
」
と
い
う
新
し
い
条
項
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
八
・
二
)
か
ら
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
職
を
授
封
す
る
「
主
君
」
は
(
一
般
的
に
は
)
「
グ
ラ
l
フ」

(
問
)

で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
前
述

(a)
で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一

北法50(4・143)819

七
一
の
官
頭

(
H
「ゴ
l
グ
ラ
l
フ
が
誰
か

を
地
方
的
追
放
に
処
し
た
場
合
」
)
の
「
ゴ

i
グ
ラ
l
フ」

の
語
の
前
に
「
正
規
の
」

(
B
n
vお
)

の
語
が
挿
入
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
語
に
「
彼

の
ゴ

l
グ
ラ
i
フ
職
を
裁
判
権
に

(
H
グ
ラ
l
フ
か
ら
の
裁
判
権
の
授
封
に
)
負
う
(
と
こ
ろ
の
こ
と
い
う
副
文
章
が
付
加
さ
れ
て
、
グ
ラ
l

(m) 

フ
か
ら
(
裁
判
権
を
)
授
封
さ
れ
た
者
こ
そ
が
「
正
規
の
」
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
で
あ
る
、
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。



説

以
上
の
よ
う
に
、

ア
イ
ケ
以
後
の
補
遺
に
か
か
る
テ
キ
ス
ト
に
は
、
(
一
三
世
紀
中
葉
・
後
半
に
お
け
る
)
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
の

北法50(4・144)820

「
封
建
化
」
、

そ
れ
が
国
王
を
頂
点
と
す
る
「
裁
判
権
レ

l
ン」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
)

(
日
)

て
い
く
過
程
、
が
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(
川
)

次
に
フ
ォ
ー
ク
ト
・
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
に
つ
い
て
。

(
7
)
 

あ
る
い
は
、

の
系
列
の
中
に
組
み
こ
ま
れ

論

ま
ず
、
(
一
般
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」

の
裁
判
集
会
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
上
で
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
そ
れ
と
同
列
に
位
置
す

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
(
お
そ
ら
く
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
参
廷
義
務
(
お
よ
び
、
裁
判
籍
)
を
も
ち
、
各
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
は
そ
こ

で
叫
喚
告
知
、
流
血
の
人
身
傷
害
、
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
す
べ
て
の
犯
罪
を
弾
訴
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
囚
)
。
し

か
し
、
ゴ

i
グ
ラ
i
フ
の
場
合
と
は
異
な
り
、
こ
の
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
の
「
上
司
」
(
な
い
し
「
主
君
」
)
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
確
な

(m) 

記
述
は
な
¥
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
か
ら
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
上
に
お
け
る
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
・
「
フ
ォ

l

ク
タ
イ
」
の
位
置
を
見
定
め
る
の
は
難
し
い
。

(
巾
)

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
(
一
般
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
の
ほ
か
に
、
(
支
払
わ
れ
る
罰
金
H

六
0
シ
リ
ン
グ
の
上
で
も
)
グ
ラ
l
フ

と
同
列
に
位
置
し
、
国
王
罰
令
権
を
「
国
王
自
身
か
ら
受
領
し
」
て
「
(
そ
の
)
国
王
罰
令
権
の
下
に
裁
判
集
会
を
聞
く
フ
ォ
ー
ク
ト
」
も

(
川
)

存
在
し
た
こ
と
が
判
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
四
)
。
国
王
罰
令
権
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
(
罰
令
権
が
そ
れ
に
属
し
て
い
る
)
裁
判
権

が
封
与
さ
れ
て
い
る
者
」
に
対
し
て
授
与
さ
れ
る
(
向
一
二
・
六
四
・
五
)
か
ら
、
こ
の
(
国
王
罰
令
権
を
も
っ
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に
は
当
然

(
問
)

(
そ
れ
に
先
立
っ
て
)
裁
判
権
(
レ
1

ン
)
が
授
封
さ
れ
て
い
る
、
と
推
定
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
(
国
王
罰
令
権
を

も
っ
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
国
王
罰
令
権
を
も
た
な
い
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に
は
(
た
か
だ
か
)
三
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
が
支

(
剛
山
)

払
わ
れ
る
と
す
る
条
項
(
同
一
二
・
六
四
・
九
)
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
(
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
と
同
列
に
あ
る
、
一
般
の
)
フ
ォ
ー
ク
ト
で
あ
ろ
う
が
、

そ
こ
で
は
こ
の
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に
「
授
封
さ
れ
た
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
さ
れ
て
お
り
、
(
一
般
の
)
フ
ォ
ー
ク
ト
も
(
国
王
罰
令
権
を
も



た
な
い
も
の
の
)
裁
判
権
そ
の
も
の
は
(
誰
か
あ
る
「
主
君
」
な
い
し
「
上
司
」
か
ら
)
授
封
さ
れ
て
い
る
。

ト
は
、
前
述
し
た
「
授
封
さ
れ
た
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
(
よ
り
も
早
く
、
彼
等
と
同
じ
形
で
)
裁
判
権
レ

l
ン
H

ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判

(
川
)

権
の
系
列
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
(
一
般
の
)

フ
ォ
ー
ク

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
直
接
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
・
「
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
」
に
つ
い
て
判
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
以
上
に
尽

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
、
ま
ず
、
「
国
王
罰
令
権
を
も
っ
(
上
級
の
)
フ
ォ
ー
ク
ト
」
が
教
会
諸
侯
領
全
体
に
つ
い
て
諸
侯

か
ら
(
流
血
)
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
た
と
想
定
し
、
さ
ら
に
(
言
わ
ば
そ
の
反
射
と
し
て
)
、
(
国
王
罰
令
権
を
も
た
な
い
、
一
般
の
)
「
フ
ォ

l

フ
ォ
ー
ク
ト
か
ら
教
会
諸
侯
領
の
一
部
に
つ
い
て
(
流
血
)
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
た
と
推
論
す
る
た
め
に
は
、

ク
ト
」
は
こ
の
(
上
級
の
)

ザクセンシュピーゲルにおけるレーンitといlilJlj(2) 

も
ち
ろ
ん
(
同
書
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
足
り
ず
)
、
(
何
ら
か
の
形
で
、
ま
た
、
あ
る
程
度
)
当
時
の
国
制
に
つ
い
て
の
認
識
を
(
外
か
ら
)
も

ち
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
想
定
・
推
論
を
(
後
代
の
補
遣
を
含
め
た
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ

(
削
)

キ
ス
ト
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
裏
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
問
)

(
8
)
最
後
に
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
・
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
タ
1
職
」
に
つ
い
て
。

「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
(
村
長
)
は
、
そ
の
呼
称
か
ら
し
で
も
、
も
と
も
と
村
民
多
数
の
意
向
に
従
っ
て
村
の
利
益
の
た
め
に
取
り
決

め
を
行
う
こ
と
を
職
務
と
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
五
)
。
し
か
し
、
村
の
中
で
日
中
に
コ
一
シ
リ
ン
グ
よ
り
も
少
額
の
窃
盗

が
起
き
た
場
合
に
は
、
(
窃
盗
犯
は
一
般
に
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
が
)
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
i
」
は
そ
の
日
の
う
ち
な
ら
ば
こ
れ
を
裁
き
、

(
邸
)

皮
髪
刑
(
ま
た
は
三
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
H

換
刑
煩
罪
金
)
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
二
・
二
三
・
二
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
(
お
そ
ら
く
、
叫
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喚
告
訴
に
よ
っ
て
)
訴
え
ら
れ
て
か
ら
一
夜
を
越
え
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
彼
の
裁
判
権
の
及
ば
な
い
も
の
に
な
る
(
同
二
・
二
二
・
二
)
。

こ
の
場
合
、
お
よ
び
、
そ
れ
以
外
(
な
い
し
、
そ
れ
よ
り
重
い
)
犯
罪
に
つ
い
て
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

(
胤
)

の
裁
判
集
会
で
弾
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
パ
ウ
ア
l

「ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
(
ま
た
は
、
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」

l
l
l
以
下
に
お
い
て
は
省
略
す
る
)



説

マ
イ
ス
タ
i
」
は
、
こ
の
意
味
で
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
最
末
端
(
な
い
し
最
底
辺
、
「
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
」
の
下
)
に
位
置
す

(
郎
)

る
「
裁
判
官
」
で
も
あ
る
。

論

「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
は
さ
ら
に
、
(
上
級
の
裁
判
官
H

お
そ
ら
く
グ
ラ
l
フ
の
下
で
)
現
行
犯
(
そ
れ
も
、
お
そ
ら
く
強
奪
を
働
い
た
上
、

(
胤
)

城
塞
に
逃
げ
こ
ん
だ
犯
人
H
い
わ
ゆ
る
「
盗
賊
騎
士
」
)
の
追
跡
に
加
わ
り
、
ま
た
、
(
後
代
の
補
選
に
か
か
る
条
項
で
は
あ
る
が
)
、
相
続
人
に
よ

る
相
続
財
産
の
放
棄
の
誓
約
に
つ
い
て
(
上
級
の
)
裁
判
官
に
代
わ
り
証
人
に
な
る
(
同
一
・
六
八
・
二
)
な
ど
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権

の
行
使
に
か
か
わ
る
活
動
に
従
事
し
た
ほ
か
、
お
そ
ら
く
そ
の
職
責
上
、
(
上
級
の
)
裁
判
官
の
裁
判
集
会
に
常
時
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら

(
即
)

な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
職
責
を
も
っ
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
任
命
さ
れ
た
か
に

つ
い
て
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
関
す
る
限
り
ま
っ
た
く
記
述
が
な
く
'
し
た
が
っ
て
、
「
パ
ウ
ア
i
マ
イ
ス
タ
l
」
が
(
上
述
し
て
き
た
)
「
授

(
間
)

封
さ
れ
た
裁
判
官
」
の
「
家
臣
」
で
あ
っ
た
形
跡
も
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
レ
l
ン
法
」
に
は
次
の
よ
う
な
条
項
が
存
在
す
る
。
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
に
つ
い
て
の
レ
1
ン
会

g
s
Z
5
2寄

t

お
告
)
を
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
彼
が
ヘ

l
ル
シ
ル
ト

(
H
レ
l
ン
能
力
)
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
、
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
)
そ
れ
に
つ
い
て
別
の
(
目
新
し
い
、
な
い
し
、
上
級
)
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
(
レ
l
ン
法
七
七
)
。
こ
の
条
項
が
ひ
き
つ
づ
き
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
こ
の
レ

l
ン
を
又

授
封
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、

へ
l
ル
シ
ル
ト

(
H
レ
l
ン
能
力
)
に
つ
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
者
に
対
し
て
判
決
を
発
見
し
証

人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
(
へ

l
ル
シ
ト
シ
ル
ト
を
欠
く
以
上
む
し
ろ
当
然
の
)
制
約
を
受
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
に
拠
る
か
ぎ

り
、
パ
ウ
ア
1
マ
イ
ス
タ
ー
は
自
ら
「
パ
ウ
ア
i
マ
イ
ス
タ
l
職
」
を
レ
l
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
(
封
相
続
人
H

息
が
い

で
き
る
し
、
ま
た
、
こ
う
し
た
地
位
は
主
君
に
異
動
が
あ
っ
て
も
(
事
実
上
)
動
か

る
か
ぎ
り
)
そ
れ
を
自
分
の
家
系
で
(
代
々
)
「
世
襲
」

(
問
)

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

北法50(4・146)822 



ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
に
見
ら
れ
る
「
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ

l
(
職
)
」
に
関
す
る
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
い
っ
た
い
誰

(
H
い
か
な
る
主
君
)
が
い
か
な
る
目
的
で
こ
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
職
・
レ

l
ン
」
を
授
封
す
る
の
か
は
い
っ

さ
い
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
(
職
)
」
像
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
以

上
に
順
次
述
べ
て
き
た
「
裁
判
権
レ

l
ン」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
)
の
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
難
し
い
(
端
的
に
云
え
ば
、

(
間
)

ま
ず
で
き
そ
う
に
な
い
)
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
」
は
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
給
託
し
て
い
る
「
授
封
さ
れ
た

裁
判
官
」
に
は
含
ま
れ
な
い
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
レ
l
ン
法
七
七
が
あ
る
の
で
、
念
の
た
め
に
そ
れ
に
関
す
る
同
書
の

(
則
)

記
述
を
ま
と
め
て
お
い
た
。

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法といi制(2) 

以
下
次
号
)

註
(
符
)
前
註
(
印
)
に
訳
出
。

(π)-a-8円
の
語
は
称
号
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
(
わ
れ
わ
れ
な
ら
)
当
然
言
z
q
の
語
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ

る
場
合
に
も

E
E
a
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
の
逆
は
必
ず
し
も
真
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
ン
ト
法
三
・
七
・
二
一
三

g
E
E
Z間
〈
曲
目
宮
田

E
E
B
)
、
三
・
六
三
・
一
角
。
口
忠
告
吾
含
ぎ
ロ
百
也
、
「
序
文
」

(
Q回目
g
E
E

E
と
岡
山
包
(
大
帝
)
を
、

r
S
8
5
(
H
n
Z己
主
n
z
s
r
o口
百
個
聞
と
呼
ぶ
)
を
参
照
。

(打・

a)
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実
」
、
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
所
収
、
一
七
五
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
花
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
、
三
・
七
・
三
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
平
和
と
法
」
、
一
六
O
四
1
一六
O
五
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
乃
)
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
「
一
二
世
紀
に
お
け
る
法
と
法
概
念
」
、
『
ゲ
ル
マ
ン
法
」
所
収
、
四
四
頁
、
お
よ
び
、

E
・。

ssmza-男
。
忠
ア
若
・

-
a
o
a
R
(〈
・
回
開
同
〉

E
開
)
な
ど
を
参
照
。
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説

(
剖
)
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
に
つ
い
て
は
、
山
田
欣
吾
「
「
叙
任
権
闘
争
」
と
レ
ガ
リ
ア
」
、
「
西
洋
中
世
国
制
研
究

I
、
教
会
か
ら
国
家
へ
』
所
収
、
を

参
照
さ
れ
た
い
。

(
剖
)
レ
l
ン
法
二
0
・
五
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
川
)
で
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
但
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
三

(
H
王
宮
伯
が
「
皇
帝
」
に
対
す
る
裁
判
官
)
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
引
け
)
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
四

(
H
裁
か
れ
る
の
は
「
国
王
」
)
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
お
)
ア
ル
ミ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
諸
論
文
(
「
主
要
文
献
略
語
表
」
に
掲
げ
た
も
の
が
最
も
新
し
く
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1

ゲ
ル
の
足
三

EER
に
ま
で
立
ち
入

っ
て
論
じ
て
い
る
)
0

な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
七
・
二
に
つ
い
て
は
、
ヴ
オ
ル
フ
の
新
説
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
潜
在
し
て

(
お
り
、
時
に
は
指
摘
さ
れ
て
も
)
い
た
。
①
国
王
選
挙
の
手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
の
条
項
が
、
な
ぜ
(
前
述
し
た
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
一

の
後
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
も
っ
と
近
い
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
一
二
・
五
四
・
二
の
前
)
に
で
は
な
く
、
教
皇
が
(
自
ら
)
聖
別
し
た
「
皇
帝
」
を
破
門
に

処
し
う
る
一
二
つ
の
事
由
に
つ
い
て
述
べ
た
三
・
五
七
・
一
の
後
に
位
置
し
て
い
る
の
か
。
②
な
ぜ
そ
こ
で
さ
一
・
五
二
・
一
で
は
「
国
王
」
と
「
皇

帝
」
を
手
続
面
か
ら
峻
別
し
、
「
ド
イ
ツ
人
が
選
挙
す
る
」
の
は
|
「
皇
帝
」
で
は
な
く
|
「
国
王
」
で
あ
る
こ
と
を
明
解
に
説
い
た
)
ア
イ
ケ
が
色

g-s'

お
お
∞

E
R
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
か
。
③
な
ぜ
そ
こ
で
ア
イ
ケ
は
わ
ざ
わ
ざ
ベ

l
メ
ン
国
王
に
選
定
権
が
な
い
こ
と
を
述
べ
る
必

要
が
あ
っ
た
の
か
、
等
々
。
一
=
二
言
一
百
百
し
て
=
=

の
で
あ
る
。

(
制
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
五
こ
の
こ
と
三
に
つ
い
て
は
、
=
了
五
二
・
一
で
(
前
述
し
た
よ
う
に

)
-
S
8ユ
野

(EBg)
の
語
が
用
い
ら
れ
、
一
二
・
五
二
・

こ
か
ら
三
・
五
四
・
一
ま
で
は
「
裁
判
権
レ

l
ン」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
)
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
三
・
五
三
・
一

で
は
(
か
つ
て
ぎ
盟
国
間
口
宮
の
主
で
あ
っ
た
「
大
公
」
と
区
別
さ
れ
て
)
}
S
M
m円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
(
前
述
さ
一
)
・

(
2
)
を
参
照
)
o

ま
た
、
三
-

五
七
・
二
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
「
諸
侯
」
に
関
す
る
叙
述
が
始
ま
り
、
前
記

(
4
)
で
扱
っ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
五
九
・
二
と
三
・
六
0
・

一
ま
で
続
く
(
仮
に
一
一
一
・
五
七
・
一
一
が

E
R号
。
-
き
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
こ
の
箇
所
に
挿
入
さ
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
)
。

(
邸
)
後
述
三
・
(
四
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
と
り
あ
え
ず
次
の
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た

ぃ
。
仮
に
、
通
説
的
な
理
解
に
従
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
が
現
在
の
刊
本
の
配
列
通
り
「
ラ
ン
ト
法
」

J
「レ

l
ン
法
」

の
順
番
で
書
か
れ
た
、
と
想
定
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
書
の
著
者
は
、
ま
ず
「
皇
帝
」
が
(
教
皇
と
肩
を
並
べ
て
)
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を

守
護
す
る
た
め
に
神
か
ら
世
俗
の
剣
を
託
さ
れ
た
こ
と
を
説
き
(
同
一
、
そ
こ
で
は
宣
告
の
語
が
三
回
も
用
い
ら
れ
て
い
る
)
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
末

論

.:Iti去50(4・148)824



ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

尾
に
か
な
り
近
い
条
項
(
三
・
五
二
・
こ
で
「
国
王
(
の
名
こ
と
「
皇
帝
(
の
名
こ
を
手
続
面
か
ら
明
確
に
区
別
し
た
上
で
、
さ
ら
に
(
同
三
・

六
0

・
一
に
い
た
る
ま
で
)
ひ
き
つ
づ
き
宮
岡
田
町
『
の
語
を
用
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
レ
l
ン
法
」
に
入
る
と
、
そ
の
冒
頭
に
近
い
条
項
(
四
・
三
)

で
、
前
に

-
a
g
R
の
語
を
用
い
た
こ
と
(
H
教
自
宅
一
に
よ
る
聖
別
)
に
つ
い
て

E
E晶
の
語
を
用
い
、
そ
れ
以
後
も
宮
宮
司
の
語
を
用
い
る
こ
と
は

ま
っ
た
く
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
果
た
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
え
ず
私
の
言
っ
て
お
き
た
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
も
し
著
者
が
「
レ

l
ン
法
」
を
先
に
書
い
た
と
す
れ
ば
、
レ
ー
ン
法
の
性
格
上
、
た
と
え
ば
国
王
の
神
や
教

皇
、
あ
る
い
は
、
他
の
国
王
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
著
者
は
宮
包
括
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で

Z
Z
R
の
語
を
用
い
る

必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
「
ラ
ン
ト
法
」
を
執
筆
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
冒
頭
か
ら
否
で
も
}
岳
町
内
『
の
語
を
用
い
ざ
る
を
え
な
く
な

り
、
そ
の
結
果
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
の
み
}
呂
田
臼
の
語
が
(
拡
大
の
方
向
で
の
誤
用
ま
で
含
ん
で
)
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う

よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
同
じ
こ
と
は
一
・
(
二
)
で
指
摘
し
た
(
田
8
宮
与
問
伺
)
亘

(
H
(
参
審
)
自

由
人
)
の
用
語
法
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

(
前
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
七
・
二
、
レ
ー
ン
法
〔
凹
・
二
〕
(
以
上
、
い
ず
れ
も
号
(
三
宮
E
E開
〈

E
F
F
O
B
S
)
、
ラ
ン
ト
法
三
・
七
・
三
、
三
・
六
一
二
・

一
。
な
お
、
前
註
(
打
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
称
号
と
し
て
の
ぎ
E
z
m
と
宮
言
『
に
は
必
ず
し
も
明
確
な
区
別
が
認
め
ら
れ
な
い
。

(
訂
)
ロ
n
E
E
S
H
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
四
・
三
、
〔
一
・
五
八
・
二
〕
(
二
回
)
、
二
・
一
二
・
四
、
=
了
二
六
・
一
、
三
・
五
二
・
二
、
三
・
五
五
・

一
、
(
後
出
二
了
六
0
・
二
)
、
三
・
七
八
・
一
、
三
・
七
人
・
二
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
入
、
な
ユ
n
F
R
H
ラ
ン
ト
法
三
・
六
0

・
二
、
レ
ー
ン
法

七
一
・
二
、
七
一
・
三
、
ロ
n
F
gロ
H

ラ
ン
ト
法
二
・
二
五
・
二
、
二
一
・
一
三
二
・
五
、
(
前
出
三
・
七
八
・
こ
、
〔
二
了
八
八
・
一
〕
、
さ
円
仏
g
(
。ι・

【

H
o
g
s
-
8口
広
明
(
白

)
H
ラ
ン
ト
法
二
・
二
了
四
(
一
一
回
)
、
二
・
=
了
一
二
、
二
一
・
=
三
了
一
、
三
・
一
二
三
了
二
、
三
・
六
0
・
三
(
三
回
)

(
前
出
三
・
六
0

・
二
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
条
項
中
に
き
『

g
o
(
H
ι
E
r
g
-ロ
加
)
の
表
現
も
あ
る
)
、
レ
l
ン
法
六
九
・
八
。
ほ
か
に
ラ
ン
ト
法
三
・

八
一
-
一
に
は

R
8
2
の
語
が
あ
る
(
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
)
。
因
み
に
、
以
上
に
数
え
た
も
の
は
一
九
〔
一
一
一
〕
条
項
中
の

一
一
一
一
〔
二
五
〕
箇
所
に
な
る
。

(ω
∞
)
前
註
(
回
)
に
掲
げ
た
四
条
項
中
の
四
箇
所
。
な
お
、
「
国
王
(
な
い
し
ラ
イ
ヒ
)
の
ア
ハ
ト
」
は
、
「
裁
判
官
」
(
具
体
的
に
は
グ
ラ
!
フ
)
が

国
王
の
前
で
そ
の
「
地
方
的
追
放
」
を
立
証
し
た
場
合
に
科
せ
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
七
一
、
三
・
三
四
・
一
参
照
)
が
、
そ
の
も
と
に
な
る
「
地

方
的
追
放
」
は
、
犯
罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
て
(
二
一
回
目
の
)
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
者
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
七
・
ご
お
よ
び
現
行
犯
か
ら
逃

亡
し
た
者
(
同
一
・
七
0
・
二
一
)
に
科
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
「
ラ
イ
ヒ
の
ア
ハ
ト
」
は
こ
の
ほ
か
、
「
宣
誓
さ
れ
る
(
あ
る
い
は
、
さ
れ
た
)
平
和
」

北法50(4・149)825



説論

の
期
間
内
に
剣
以
外
の
武
器
を
携
行
し
て
捕
え
ら
れ
た
者
に
対
し
て
も
(
お
そ
ら
く
、
い
き
な
り
)
科
せ
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
二
)
。
た

だ
し
、
こ
の
「
宣
誓
さ
れ
る
(
な
い
し
、
さ
れ
た
)
」
と
は
、
あ
る
(
ラ
ン
ト
)
平
和
令
に
も
と
づ
く
「
平
和
の
宣
誓
」
の
こ
と
と
解
さ
れ
(
石

川
「
平
和
と
法
」
、
一
ム
ハ
一

0
1
一
六
二
頁
を
参
照
)
、
こ
の
条
項
は
も
と
も
と
時
限
的
な
平
和
令
の
通
用
期
間
内
に
限
っ
た
特
別
法
で
あ
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

(
的
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
六
回
・
五
H

「
国
王
の
罰
令
権
は
、
国
王
自
身
の
ほ
か
、
な
ん
び
と
も
(
こ
れ
を
)
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
国
王
は
、
適
法

に
は

(
H
法
の
定
め
る
手
続
に
よ
れ
ば
)
、
裁
判
権
が
(
す
で
に
)
封
与
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
、
罰
令
権
を
授
与
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
を
え
な

い
。
罰
令
権
を
人

(
H
国
王
)
は
臣
従
札
な
し
に
授
与
す
る
」
、
お
よ
び
、
石
川
「
補
論
」
、
四
九
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
卯
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
、
一
・
一
二
・
一
、
一
・
五
九
・
一
(
四
回
)
、
〔
向
上
〕
、
〔
一
・
五
九
・
二
〕
、
-
・
六
三
・
二
、
一
・
六
七
・
一
、

一
了
一
一
了
三
(
二
回
)
、
二
・
二
了
六
、
二
・
二
一
・
二
二
、
二
・
六
一
・
二
(
二
回
)
、
三
・
一
八
・
二
、
三
・
六
回
・
四
(
二
回
)
、
三
・

六
回
・
五
(
三
回
)
、
三
・
六
四
・
六
、
三
・
六
四
・
九
、
三
・
六
九
・
一
、
三
・
七
0
・
一
、
コ
了
八
一
・
一
。
以
上
、
一
七
〔
一
人
〕
条
項

中
の
二
五
〔
二
七
〕
箇
所
。

(
引
)
い
ず
れ
も
ラ
ン
ト
法
二
・
六
一
・
二
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
日
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
訴
え
お
よ
び
す
べ
て
の
犯
罪
を
‘
(
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
た
)
裁
判
官
は
、
彼
の
裁
判
管
区
内

で
(
あ
れ
ば
)
ど
こ
で
あ
れ
彼
の
居
る
と
こ
ろ
で
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
人
が
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
訴
え

(
H
ア
イ
ゲ
ン
を
訴
求
し
て

も
し
く
は
、
あ
る
参
審
自
由
人
に
対
し
て

(
H
を
相
手
ど
っ
て
)
犯
罪
に
つ
い
て
訴
え
る
場
合
は
除
く
。
こ
れ
(
ら
の
事
案
)
に
つ
い
て
裁
判
官

は
、
正
規

(
H
定
例
)
の
裁
判
集
会
の
場
所
で
、
し
か
も
国
王
の
罰
令
権
の
下
で
な
け
れ
ば
、
裁
く
こ
と
を
え
な
い
」
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、

石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
四
九
九
1
五
O
O
頁
、
お
よ
び
、
「
法
の
生
成
」

9
、
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
回
)
因
み
に
、
以
上
に
数
え
た
も
の
は
四
O
〔
四
一
二
〕
条
項
・
五
一
〔
五
六
〕
箇
所
に
な
る
。

(
倒
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
補
論
」
、
四
五
五
頁
以
下
、
お
よ
び
、
「
裁
判
(
権
)
」
、
註
(
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
何
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
一

H

「
国
王
お
よ
び
い
ず
れ
の
裁
判
官
も
、
彼
の
い
ず
れ
の
家
臣
お
よ
び
親
族
の
首
に
関
し
て
、
ま
た
手
に
関
し
て
、

ま
た
相
続
財
産
(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
に
関
し
て
裁
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の

5
5
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
」
。

(
問
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
二
H
「
家
臣
は
ま
た
彼
の
国
王
お
よ
び
彼
の
裁
判
官
に
対
し
(
そ
の

)
Z
R
R
Z
(次
註
(
引
)
を
参
照
)
に
つ
い
て
抵
抗

す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
(
そ
の

5
5
n
Z
を
)
防
ぐ
の
を
助
け
る

(
H
そ
れ
に
手
を
貸
す
)
こ
と
さ
え
で
き
る
、
た
と
え
彼

(
H
国
王
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

ま
た
は
裁
判
官
)
が
彼

(
H
自
分
)
の
親
族
ま
た
は
彼

(
H
自
分
)
の
主
君
で
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
円
ヨ
者
刊
に
反
し
て
行
動
す

る
こ
と
に
な
ら
な
い
」
。

(
肝
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
問
問
。
開
同
nz戸
r
F
O
Z
B
n
Z
F
〈
刊
『
宮
包
括
・
∞
・
旨
(
和
田
訳
、
一
二
三
頁
下
段
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

E
E
F

盟国白
Z
B
R
a
g
E
m
-
∞・

5
a
R・
は
、
(
通
説
に
従
い
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
抵
抗
権
」
を
広
く
解
し
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
に
ラ
ン
ト

法
三
・
五
三
・
三
H
「
人
は
ま
た
い
か
な
る
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
を
も
分
割
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
(
又
)
授
封
し
て

は
な
ら
な
い
、
(
こ
れ
は
)
そ
れ

(
H
裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
が
授
与
さ
れ
て
い
る
者
(
の
こ
と
で
あ
り
て
け
だ
し
そ
れ

(
H
分
割
や
又
授
封
)
に
よ
っ

て
そ
れ

(
H
裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
に
つ
い
て

g-宅
が
生
じ
、
そ
れ

(
H
S
-
m
m
)
を
ラ
ン
ト
民

(
H
裁
判
管
区
民
)
が
堪
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
、
た
だ
し
あ
る
旗
レ
l
ン
に
属
す
る
特
別
な
(
日
裁
判
管
区
と
し
て
特
定
さ
れ
た
)
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
は
こ
の
限
り
で
な

く
、
こ
れ
を
人

(
H
諸
侯
)
は
(
又
授
封
せ
ず
に
)
手
許
に
お
い
て
は
な
ら
な
い
」
を
挙
げ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
フ
ェ
ー
ル
は
、
「
裁
判
権
所
持

者
が
こ
の
規
範
を
犯
す
な
ら
ば
、
裁
判
権
に
服
す
る
者
は
そ
れ

(
H
こ
の
規
範
)
を
守
る
に
及
、
は
な
い
。
(
こ
の
場
合
)
裁
判
官
の
命
令
は
不
法
な

命
令
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

-mEg8--g
と
い
う
鋭
い
(
お
F
R
3
(
あ
る
い
は
、
激
し
い
)
表
現
は
、
お
そ
ら
く
、
ラ
ン
ト
民
が
(
裁
判
権
の
)
分

割
と
又
授
封
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

mg-g(Hgrs
の
語
は
抵
抗
の
義

務
(
の
存
在
)
さ
え
推
論
さ
せ
て
く
れ
る
」
(
臼
・
広
∞
)
、
と
言
、
っ
。
し
か
し
、
こ
の
読
み
方
は
い
か
に
も
無
理
で
あ
り
、
中
世
に
お
け
る
「
抵
抗

権
」
の
存
在
を
前
提
し
、
(
少
な
く
と
も
無
意
識
の
う
ち
に
)
史
料
の
中
に
そ
う
し
た
「
先
入
観
」
を
読
み
こ
も
う
と
す
る
傾
向
が
典
型
的
に
見
ら

れ
る
の
で
、
以
下
、
こ
う
し
た
読
み
方
が
無
理
な
ゆ
え
ん
を
少
し
丁
寧
に
論
じ
て
お
き
た
い
。

①
ま
ず
、
こ
の
条
項
の
さ
-mm
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
。
フ
ェ
ー
ル
も
そ
う
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
語
が
「
レ
ー

ン
の
承
継
」
に
関
し
て
は
特
に
「
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
の
家
臣
の
授
封
更
新
請
求
権
」
と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
、

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
(
た
と
え
ば
、
レ
ー
ン
法
二
・
二
、
〔
二
・
二
一
〕
、
五
・
一
、
二
六
・
七
、
五
六
・
一
、
五
七
・
四
、
五
八
・
一
、

五
九
・
三
、
六
八
・
六
、
七
一
・
六
、
七
一
・
七
、
七
一
・
一
四
、
七
五
・
二
)
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
(
大
多
数
の
)
こ

の
語
の
用
法
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
も
う
一
箇
所
、
こ
の
=
一
・
五
三
・
一
二
と
と
も
に
さ
戸
明
白
の
語
が
「
レ
ー

ン
の
承
継
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
一
・
五
六

(
H
「ゴ

l
グ
ラ
l
フ
職
に
は
適
法
に
は
(
邑
円

B
S
S
)
(
H
法
の
定
め
る
手
続
に
従
え
ば
)

-gも
ま
た
レ

l
ン
の
〈
旦
明
。
も
存
在
し
な
い
。
け
だ
し
、
彼
等

(
H
ラ
ン
ト
民
)
が
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
を
突
然
の
(
現
行
犯
)
事
件
毎
に
選
ぶ
か
、
あ

る
い
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
に
つ
い
て

(
H
あ
ら
か
じ
め
任
期
を
定
め
て
)
(
選
ぶ
)
か
は
、
ラ
ン
ト
民
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
)
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説言命

で
は
、

s-mmの
語
は
、
(
必
ず
し
も
)
そ
う
し
た
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
職
に
つ
い
て
す
べ
て

の
ラ
ン
ト
法
の
裁
判
官
は
ほ
ん
ら
い
選
挙
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
原
則
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
一
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
註
(
幻
)
・
(
川
)
を

参
照
)
を
貫
い
た
上
で
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
職
は
、
突
発
し
た
事
件
毎
に
選
ば
れ
る
か
あ
ら
か
じ
め
任
期
を
定
め
て
選
ば
れ
る
か
は
と
も
か
く
、

い
ず
れ
に
せ
よ
ラ
ン
ト
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
レ

l
ン
と
し
て
(
又
)
授
封
し
た
り
承
継
し
た
り
し
て
、
ラ
ン
ト

民
の
選
挙
権
(
な
い
し
自
由
選
択
権
)
を
奪
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
文
脈
の
中
に
現
れ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
グ
ラ
l
フ
が
ゴ

1
グ
ラ
l
フ
職

を
授
封
す
れ
ば
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
そ
の
承
継
に
つ
い
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
の
み
な
ら
ず
「
相
続
権
」
を
も
も
つ
こ
と
に
な
り
、
し
か
も

こ
の
二
つ
の
権
利
は
ラ
ン
ト
民
の
選
挙
権
(
な
い
し
自
由
選
択
権
)
を
奪
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
ラ
ン
ト
民
に
と
っ
て
は
(
ゴ
l
グ

ラ
l
フ
(
の
主
君
が
変
わ
る
だ
け
で
、
彼
自
身
)
は
変
わ
ら
な
い
「
授
封
更
新
請
求
」
の
場
合
よ
り
、
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
自
身
が
新
た
に
任
に
即
く
)
「
相
続
」

の
場
合
の
方
が
、
そ
の
点
で
は
む
し
ろ
よ
り
深
刻
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
そ
の
意
味
で
、
一
・
五
六
に
つ
い
て
の

後
代
の
補
足
H
「
し
か
る
に
、
あ
る
主
君
が
そ
れ
(
日
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
職
)
を
(
レ
i
ン
と
し
て
)
封
与
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
で
あ
る
グ
ラ
l
フ
)
は

そ
れ
を
も
と
に
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
)
(
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
職
を
授
封
さ
れ
た
)
彼
の
家
臣
お
よ
び
そ
の
子
た
ち
に
対
し
て
レ
l
ン
法
(
上
の
義
務
)

を
履
行

(
H
家
臣
に
つ
い
て
は
、
特
に
主
君
交
替
の
際
に
授
封
更
新
、
そ
の
子
た
ち
に
つ
い
て
は
、
特
に
父
の
死
亡
の
際
に
授
封
)
す
べ
き
で
あ
る
、
ラ
ン

ト
民
が
そ
れ
を
彼
等
両
者

(
H
家
臣
と
そ
の
子
た
ち
)
に
対
し
彼
等
の
適
法
な
(
な
い
し
法
定
の
)
選
挙
を
も
っ
て
破
ら
な
い
限
り
」
)
は
事
態
の
正
確
な
把
握

に
も
と
づ
い
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
な
お
、
一
三
世
紀
後
半
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
職
の
「
封
建
化
」
に
つ
い
て
は
、
二
・
(
六
)
・

(6)

で
改
め
て
後
述
す
る
)
0

以
上
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
=
了
三
の
論
旨
も
、
(
主
と
し
て
)
グ
ラ
l
フ
が
そ
の
裁
判
権
の
全
部
ま
た
は
(
そ
れ

を
分
割
し
て
、
そ
の
)
一
部
を
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
そ
れ

に
よ
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
き
}
な
が
生
じ
る
」
と
い
う
の
も
、
具
体
的
に
は
、
単
に
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
生
じ
る
、
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
「
相
続
権
」
を
も
含
む
「
レ

l
ン
の
承
継
」
が
生
じ
る
こ
と
に
力
点
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
民
に
よ
る

ゴ
l
グ
ラ
l
フ
の
選
挙
権
(
な
い
し
、
自
由
選
択
権
)
が
奪
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

②

E
吉
田

B
E
H
(
H
-
m
E
2
8
z
g
)
と
い
う
表
現
は
(
ゴ
1
グ
ラ
l
フ
職
の
授
封
や
承
継
に
対
す
る
)
「
抵
抗
権
」
(
あ
る
い
は
「
抵
抗
の
義
務
」
)
の

存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
ほ
ど
「
鋭
い
(
な
い
し
、
激
し
い
こ
表
現
か
、
と
い
う
問
題
。
①

E
g
(
H
E
a
g
)
の
語
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
ラ
ン
ト
法

一
・
四
七
・
二
、
一
二
・
九
・
五
、
三
・
七
0
・
二
、
レ

l
ン
法
二
・
二
、
六
五
・
七
な
ど
に
も
現
れ
る
が
、
そ
の
目
的
語
は
「
不
利
益
」
、
「
罰
」
、

(
部
族
・
民
族
を
異
に
す
る
者
の
)
「
判
決
」
、
(
レ
l
ン
能
力
を
欠
く
者
の
)
「
証
き
E
、
「
差
押
」
で
あ
り
、

E
g
は
そ
れ
を
「
受
け
る
」
、
「
蒙
る
」
、

北法50(4・152)828
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「
甘
受
す
る
」
、
「
受
忍
す
る
」
な
ど
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
(
た
と
え
ば
「
悩
み
苦
し
む
」
と
い
っ
た
)
「
強
い
」
(
あ
る
い
は
、
「
激
し
い
」
)

意
味
に
は
な
ら
な
い
。
@
こ
れ
ら
の
う
ち
、
レ
ー
ン
法
六
五
・
七
で
「
賃
租
支
払
義
務
者
(
吉
田
moEm)(H小
作
人
)
は
主
人
(
日
領
主
)
の
た

め
に
、
自
分
が
主
人

(
H
領
主
)
に
対
し
て
毎
年
支
払
う
義
務
が
あ
る
額
以
上
は
、
差
押
を

E
B
す
べ
き
で
は
な
い

(
H
受
け
て
は
な
ら
な
い
こ

と
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
が
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
四
・
一
で
は
、
「
い
か
な
る
小
作
人

(
2
5
5
g
)
も
自
分
の
主
人

(
H
領
主
)
の
た
め
に
、

自
分
が
毎
年
支
弘
、
つ
べ
き
賃
租
(
の
額
)
以
上
に
、

E
5
8
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、

E
B
と

E
E
E
の
語
が
ま
っ

た
く
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
①

E
E
g
語
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
二
・
一
、
三
・
六
回
・
五
、
レ
ー
ン
法

六
0

・
一
、
六
0

・
こ
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る

o
E
5
2
(
H忍
ぶ
、
甘
受
す
る
、
認
容
す
る
)
の
語
に
は
、
も
と
も
と
「
悩
む
、
苦
し
む
」

な
ど
の
意
味
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
、
告
E
g
の
語
は
い
ず
れ
も
助
動
詞
(
田
町
三
g
で
は
な
く
)
号
2
8
(
H
島
民
自
)
と
と
も
に
用
い

ら
れ
て
お
り
、
「
忍
び
(
う
る
)
」
、
「
認
容
し
(
う
る
こ
と
い
う
語
義
が
い
ち
だ
ん
と
明
確
に
表
に
出
て
い
る
。
@
こ
れ
ら
四
つ
の
用
例
は
、
も

と
も
と
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
に
お
け
る
補
足
に
属
し
、
(
当
面
問
題
の
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
二
一
と
同
旨
の
)
三
・
六
四
・
五
を
暫
く
措
く
と
、
実

質
的
に
は
次
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
後
見
人
で
あ
る
夫
の
同
意
な
し
に
妻
が
行
っ
た
そ
の
財
産
の
譲
渡
を
法
(
の
定
め
)
に
よ
っ
て

(
H
よ

る
も
の
と
し
て
)
夫
が
忍
び
(
な
い
し
、
認
容
す
る
と
、
「
家
臣
が
城
塞
・
都
市
・
裁
判
権
・
家
臣
の
所
領
に
対
す
る
勤
務
(
の
賦
課
)
を
臣
従
礼

な
し
に
賃
料
と
引
き
か
え
に
貸
し
出
す
(
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
(
レ
l
ン
で
は
な
く
)
賃
租
賦
課
地

(
H
小
作
地
)
で
あ
る
と
主
張
す
る
)
こ
と
を
主
君

が
忍
ぶ
(
な
い
し
、
認
容
す
る
こ
、
「
賃
借
入
(
な
い
し
、
小
作
人
)
が
(
禁
を
犯
し
て
)
水
車
場
・
造
幣
所
・
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
税
関
と
フ
l
フ
エ

(H耕
地
)
を
賃
租
と
ひ
き
か
え
に
又
貸
す
る
こ
と
を
人

(H領
主
)
が
法
(
の
定
め
)
に
よ
っ
て

(H
よ
る
も
の
と
し
て
)
忍
ぶ
(
な
い
し
、
認
容
す

る
こ
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
「
家
臣
や
親
族
」
の
「
抵
抗
権
」
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
く
、
し
か
も
容
易
に
「
裁
判
」
に
よ
っ
て
解
決

し
う
る
ケ
l
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
、

E
5
2
2
0
2
2
)
の
語
を
含
む
文
章
は
、
た
だ
「
そ
れ

(H
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

事
態
)
は
(
夫
、
主
君
、
領
主
な
ど
の
)
権
利
者
に
よ
る
受
認
の
限
度
を
(
は
る
か
に
)
超
え
た
違
法
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
し
と
い
う
こ
と
を
述

べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
抵
抗
権
」
の
承
認
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
@
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
三
お
よ
び

(
そ
れ
と
同
旨
の
)
三
・
六
四
・
五
の
関
係
箇
所

(
H
「
あ
る
グ
ラ
l
フ
が
彼
の
グ
ラ
!
フ
シ
ャ
フ
ト
の
一
部
を
、
あ
る
い
は
あ
る
フ
ォ
ー
ク
ト
が
彼
の
フ
ォ
l

タ
イ
の
(
一
部
)
を
、
(
レ
1
ン
と
し
て
)
封
与
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
(
の
定
め
、
あ
る
い
は
、
法
の
定
め
る
手
続
)
に
反
す
る
(
耳

aq『

R
Z
)
。
(
そ

れ
を
)
授
封
さ
れ
た
者
は
、
そ
れ

(
H
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
な
い
し
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
一
部
)
に
対
し
て
、
人

(
H
ラ
ン
ト
民
)
が
彼
に
つ
い
て
そ
れ
を
忍
び

う
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
国
王
の
罰
令
権
を
も
も
つ
こ
と
を
え
な
い
」
)
も
、
「
抵
抗
権
」
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
単
に
裁
判
権

(
H
裁
判
管
区
)
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説
号b.
日間

の
分
割
・
又
授
封
の
違
法
性
を
(
強
く
)
説
い
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
こ
れ
ら
の
ケ
l
ス
に
お

い
て
も
、
違
法
な
分
割
・
又
授
封
を
行
っ
た
裁
判
官
を
待
っ
て
い
る
の
は
、
「
ラ
ン
ト
民
に
よ
る
抵
抗
権
の
行
使
」
で
は
な
く
、
「
上
級
裁
判
権

者
に
よ
る
裁
判
」
な
の
で
あ
る
(
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
後
述
す
る
一
三
世
後
半
(
の
テ
キ
ス
ト
)
に
見
ら
れ
る
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
の
「
封
建
化
」

は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
、
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
)
。

(
m
m
)

匡
号
m
n
Z
の
語
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
、

5
n
g
を
そ
の
一
部
に
含
む
合
成
語
の
中
で
は
(
九
一
〔
九
九
〕
条
項
中
の
一
一
一
一
〔
一
一
一

二
個
所
に
現
れ
る
)
-
m
E
R
Z
の
語
に
次
い
で
多
く
、
「
序
詞
|
詩
節
形
の
|
」
の
〔
二
〕
箇
所
、
「
序
詩
|
対
韻
句
形

l
」
の
七
箇
所
、
「
序

言
」
の
一
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
一
〔
一
一
一
一
一
〕
条
項
中
の
二
四
〔
二
六
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
一
九
条
項
中
の
二
六
箇
所
、
都
合
四
二

〔
四
五
〕
条
項
中
の
五
八
〔
六
二
〕
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
名
詞
と
目
さ
れ
る
の
は
、
「
序
詩
|
|
対
韻
句
形

l
」
の
四
箇

所
、
「
序
言
」
の
一
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
一
一
〔
一
四
〕
(
な
い
し
一
一
二
三
五
〕
)
箇
所
、
「
レ
ー
ン
法
」
の
九
(
な
い
し
一
四
)
箇
所
、
都
合

二
六
〔
二
八
〕
(
な
い
し
二
一
二
〔
一
二
四
〕
)
箇
所
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
名
詞
の
E
買
R
Z
に
つ
い
て
最
も
目
に
つ
く
の
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
七
〔
八
〕

箇
所
、
「
レ
l
ン
法
」
の
七
箇
所
、
都
合
一
四
〔
一
五
〕
箇
所
に
現
れ
る
邑
円

5
5
n
F
B
と
い
う
定
型
的
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
詮
じ
つ
め
る

と
い
ず
れ
も
「
適
法
な
(
な
い
し
、
法
廷
の
)
手
続
に
よ
ら
な
い
で
」
あ
る
い
は
「
適
法
な
(
な
い
し
、
法
廷
の
)
手
続
に
反
し
た
や
り
方
な
い
し

手
段
で
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

E
ロ『
R
Z
の
語
が
「
不
法
(
一
般
)
」
を
意
味
す
る
場
合
は
、
問
題
の
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
二
を

除
き
、
「
序
詩
|
対
韻
匂
形
の

l
」
の
四
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
箇
所
、
「
レ
l
ン
法
」
(
末
尾
)
の
二
箇
所
、
都
合
人
箇
所
に
見
ら
れ
、
そ

れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
を
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
か
ら
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
名
詞
の

B
n
Z
の
語
が
圧
倒
的
に
手
続
(
法
)
的

含
意
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
不
法
(
一
般
こ
を
意
味
す
る
ロ
R
R
E
の
語
も
手
続
法
的
合
意
を
抜
き
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
な
お
、

gRRZ(O)
含
ロ
な
ど
、

E
B
n
Z
の
諸
が
名
詞
か
形
容
詞
な
い
し
副
詞
か
判
然
と
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言

え
る
)
。
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
、
「
あ
る
犯
罪
を
裁
か
な
い
裁
判
官
は
す
べ
て
、
か
の
者
(
H
そ
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
)
に
下
さ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
刑
罰
を
も
っ
て
貰
を
問
わ
れ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
一
三
・
八
。
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
O
頁
を
参
照
)
と
い
う
明
確
な

規
定
が
あ
る
。

(
卯
)
ラ
ン
ト
法
一
ニ
・
七
八
・
五
H
「
い
ず
れ
の
者
(
あ
る
い
は
、
家
臣
)
も
、
彼
の
主
君
・
親
族
・
家
臣
お
よ
び
彼
の
友
人
の
(
有
す
る
)
都
市
・
城

塞
・
土
地

(
H
ア
イ
ゲ
ン
や
レ
l
ン
)
お
よ
び
生
命
を
、
そ
れ
ら
を
暴
力
を
も
っ
て
襲
う
主
君
・
親
族
お
よ
び
家
臣
に
対
し
て
守
る
の
を
助
け
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
彼
等
を
相
手
に
戦
う
こ
と
も
で
き
、
(
そ
れ
に
よ
っ
て
)
彼
の
門
吉
耳
目
に
反
し
て
行
動
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
こ
と
に
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は
な
ら
な
い
、
彼
自
身
が
彼
等
自
身
の
持
物

(Eg)
を
奪
わ
な
い
限
り
」
、
三
・
七
八
・
六
H
「
ま
た
正
当
防
衛
に
お
い
で
あ
る
家
臣
が
そ
の

主
君
を
傷
つ
け
、
あ
る
い
は
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼
(
日
主
君
)
を
殺
害

(
H
故
殺
)
し
、
あ
る
い
は
、
(
逆
に
)
主
君
が
家
臣
を
(
そ
う
し
て
も
)
、

彼

(
H
相
手
方
)
に
対
す
る
正
当
防
衛
が
適
法
に

(
H
法
の
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
)
立
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
正
当
防
衛
を
行
っ
た
家
臣
ま
た

は
主
君
)
は
彼
の
ヨ
ミ
刊
に
反
し
て
行
動
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
こ
と
に
な
ら
な
い
」
。

(
削
)
前
註
(
川
口
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
六
に
お
い
て
は
、
フ
ェ

l
デ
そ
の
も
の
は
違
法
と
さ

れ
て
い
な
い
が
、
主
従
関
係
が
解
消
さ
れ
な
い
う
ち
に
フ
ェ

l
デ
の
準
備
に
入
る
こ
と
は
違
法
と
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
フ
ェ

l
デ
が
容
認
な

い
し
「
黙
認
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
従
関
係
の
な
い
場
合
に
限
っ
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
が
当
時
の
平
和
令
の
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
た
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
著
者
ア
イ
ケ
は
、
①
平
和
(
令
)
が
特

定
の
期
間
に
限
っ
て
誓
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
つ
ま
り
そ
の
時
限
性
)
を
示
唆
す
る
箇
所
を
す
べ
て
取
り
除
き
、
②
平
和
令
に
お
い
て
は
な
お
(
原

則
的
に
)
許
容
さ
れ
て
い
る
フ
ェ
!
デ
の
存
在
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
引
用
さ
れ
た
平
和
令
の
規
定
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
「
一
般
的
に
ま
た
常
時
通
用
す
る
法
の
構
成
要
素
」
と
い
う
性
格
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ッ
シ
ェ

ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実
」
、
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
所
収
、
一
七
六
1
一
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
こ
の
よ
う
に
強
い
「
平
和
」
へ
の
志
向
を
も
っ
ザ

ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
が
、
国
王
や
裁
判
官
の
「
不
法
」
に
対
し
て
(
実
力
行
使
を
伴
、
つ
)
「
抵
抗
権
」
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
き
わ
め
て

考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
、
ま
ず
名
詞
形
の

5
5
n
Z
の
語
(
特
に
自
E
旨

onzz
の
表
現
)
を
手
が
か
り
に
調
べ
て
み
る
と
、
裁
判

官
(
お
よ
び
国
王
)
が
「
不
法
」
(
な
こ
と
)
を
行
う
具
体
的
な
ケ
l
ス
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
唯
一
つ
、
(
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
は
、
相
続
人
の
承
諾
を

え
て
正
規
裁
判
集
会
に
お
い
て
行
え
ば
法
的
効
果
を
も
ち
、
裁
判
官
の
許
可
は
不
要
な
の
に
)
裁
判
官
が
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
を
邑
円

E
B
S
R
(不
法
に

ラ
ン
ト

日
法
(
{
一
止
の
手
続
)
に
反
し
て
)
妨
げ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
を
妨
げ
ら
れ
た
者
は
、
「
国
王
が
ザ
ク
セ
ン
の
地
に

や
っ
て
く
る
(
あ
る
い
は
、
や
っ
て
き
た
)
と
き
、
彼

(
H
国
王
)
の
前
で
(
日
裁
判
官
に
代
わ
っ
て
国
王
が
主
宰
す
る
裁
判
集
会
で
)
そ
れ

(
H
ア
イ

ゲ
ン
)
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
恰
も
彼

(
H
譲
渡
人
)
が
裁
判
官
の
前
で
そ
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
四
・
=
一
。
な

お
、
こ
の
条
項
に
は
、
自
民

EHonzg
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で

Z
E
B
n
z
o
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
こ
の
笛
所
以
外
に
は
出
て
こ
な

い
)
。
さ
ら
に
、
毛
色
町
三

H
S円H
2
8
n
Z
と
い
う
表
現
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
五
〔
六
〕
箇
所
、
「
レ

i
ン
法
」
の
三
箇
所
J

都
合
八
〔
九
〕
箇
所

で
用
い
ら
れ
、

(
E門
戸

H

号
mnzo
と
同
じ
く
)
「
法
定
手
続
違
反
」
の
合
意
が
強
い
が
、
こ
の
表
現
を
手
が
か
り
に
調
べ
て
み
て
も
、
唯
一
つ
裁
判

官
が
「
不
法
」
(
な
い
し
「
違
法
」
)
を
行
う
ケ
l
ス
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
(
裁
判
官
は
た
と
え
そ
れ
以
前
に
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
人
が
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説

シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
・
フ
ロ
l
ン
ボ
|
テ
・
参
審
員
を
証
人
と
し
て
立
証
し
た
と
き
に
は
、
彼
等

(
H
証
人
)
の
証
言
の
真
実
性
に
つ
い
て
自
ら
も
証
人
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
)
裁
判
官
が
耳
目
S
2
8
n
Z
(
不
法
な
い
し
違
法
に
H
右
の
法
定
手
続
に
反
し
て
)
証
人
に
な
る
こ
と
を
拒
む
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
「
か
の
者

(
H
裁
判
所
に
よ
る
証
明
を
行
う
べ
き
者
)
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
お
与
問
(
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
証
明
)
に

つ
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
一
了
二
)
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
に
よ
る
「
裁
判
拒
絶
」
(
と
い
う
形
で
の
「
不
法
」
)
に
つ
い
て

は
、
前
註
(
悌
)
の
末
尾
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
八
が
、
ひ
き
つ
づ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
(
裁
判
を
拒
絶
し
た
)
裁

判
官
の
裁
判
集
会
に
は
な
ん
ぴ
と
も
参
集
す
る
義
務
が
な
く
、
ま
た
彼

(
H
裁
判
官
)
自
身
が
法
を
拒
ん
で
い
る
限
り
、
(
な
ん
ぴ
と
も
)
彼
の
た

め
に
お
n
E
g
g
-伺
加

g
n
(法
を
培
、
つ
H
裁
判
に
協
力
す
る
)
義
務
も
な
い
」
o

要
す
る
に
裁
判
官
の
己
E
R
Z
に
対
し
て
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
実
力
に
よ

る
抵
抗
を
認
め
て
い
る
条
項
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。

(
肌
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
六
・
四
、
三
・
六
0
・
二
、
一
-
一
二
五
・
一
。
な
お
、
「
レ
ガ
l
リ
ア
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
〉
2
・

ma邑
B
F
白
河
。
・
回
a・

少

8
・A

寸
N
R
(
4
4
宅・
4
そ
開
。
開
吉
田
)
を
参
照
。

(
問
)
「
国
王
の
(
日
々
の
)
平
和
」
、
お
よ
び
、
「
(
裁
判
官
と
し
て
の
)
国
王
が
付
与
す
る
平
和
」
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一
、
三
・
二
、

三
・
七
・
三
、
三
・
三
四
・
一
(
な
お
、
石
川
「
平
和
と
法
」
、
一
六
O
四
頁
以
下
、
一
六
O
六
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
て
「
国
王
の
道
路
」
に
つ

い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
一
、
二
・
五
九
・
三
、
二
・
六
六
・
一
を
参
照
。

(m)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
0

・
こ
で
は
、
「
国
王
が
ラ
イ
ヒ
の
中
で
い
ず
れ
の
都
市
に
や
っ
て
き
て
も
、
鋳
貨
(
あ
る
い
は
造
幣
所
)
お
よ
び
関
税
(
あ

る
い
は
税
関
)
(
の
権
利
)
は
彼
に
と
っ
て
自
由
に
な
り

(
H
彼
の
手
許
に
戻
り
て
ま
た
彼
(
日
国
王
)
が
い
ず
れ
の
地
に
や
っ
て
き
て
も
、
裁
判

権
は
彼
に
と
っ
て
自
由
に
な
る

(
H
彼
の
手
許
に
戻
る
)
」
、
と
言
う
。
つ
ま
り
、
(
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
王
が
各
地
を
巡
回
す
る
場
合
、
彼
は
裁
判

と
同
時
に
(
少
な
く
と
も
レ
ガ
l
リ
ア
に
関
す
る
)
「
行
政
」
(
的
な
仕
事
)
を
も
処
理
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
が
言
え
る
の

は
、
「
都
市
」
に
つ
い
て
は
、
(
都
市
一
般
で
は
な
く
)
い
わ
ゆ
る
「
帝
国

(
H
国
王
直
属
の
)
都
市
」
)
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
則
)
前
註
(
臼
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
附
)
前
註
(
臼
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
附
)
前
註
(
印
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

ヘ

レ

ン

(問

)
5
2
m
の
諾
は
、
「
諸
侯
主
の
出
自
」
の
〔
乙
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
四
条
項
中
の
一
二
箇
所
(
一
・
一
二
・
二
(
二
回
)
、
二
・
四
二
・
三
、

三
・
八
(
三
回
)
、
一
一
一
・
四
五
・
一
(
二
回
)
、
三
・
五
二
・
二
、
三
・
五
三
・
一
(
二
回
)
、
一
ニ
・
五
三
・
二
、
三
・
五
五
・
て
一
二
・
五
七
・
二
(
二

ヲl>.
H聞
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回
)
、
三
・
五
八
・
一
、
三
・
五
八
・
二
(
二
回
)
、
二
了
六
0
・一

(
5
2
2己
g
)、
三
・
六
四
・
一
、
二
一
・
六
四
・
二
)
、
「
レ
l
ン
法
」
の
九

条
項
中
の
一
五
箇
所
(
一
、
四
・
二
、
二
0
・
五
(
二
回
)
、
六
八
・
八
、
七
一
・
二
O

(
二
回
)
、
七
一
・
一
一
一
(
五
同
)
、
七
一
・
二
二
、
七
二
・

一
、
七
六
・
七
)
、
都
合
二
三
〔
二
四
〕
条
項
中
の
三
六
三
一
一
七
〕
筒
所
に
出
て
く
る
。

(附

)
Z己
g
の
語
は
、
「
諸
侯
主
の
出
目
」
の
〔
ニ
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
六
条
項
中
の
八
箇
所
(
一
一
了
五
三
・
一
、
三
・
五
三
・
コ
二
二
回
)
、

三
・
五
人
・
二
、
コ
了
六
0

・
-
(
二
回
)
、
三
・
六
二
・
二
、
コ
了
六
四
・
二
)
、
「
レ

l
ン
法
」
の
七
条
項
中
の
一
一
箇
所
(
二
0
・
五
(
三

回
)
、
一
二
・
二
、
六
八
・
八
、
七
一
・
一
一
一
(
二
回
)
、
七
一
・
二
O
、
七
一
・
二
二
二
回
)
、
七
一
・
二
二
)
、
都
合
一
一
一
一
〔
一
四
〕
条
項
中
の
一

九
〔
二
O
〕
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
朋
)
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
一

H

「
諸
侯
(
〈
2
2
m
)

が
ラ
イ
ヒ
の
諸
侯
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
侯
で
あ
ろ
、
っ
と
す
る
(
あ

る
い
は
、
諸
侯
で
あ
る
と
主
張
す
る
)
彼
の
旗
レ

i
ン
を
、
彼
よ
り
先
に
な
ん
ぴ
と
も
(
レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
し
て
は
(
あ
る
い
は
、
受
領
す
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
)
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

(
H
旗
レ
|
ン
)
を
他
の
者
が
彼
よ
り
先
に
受
領
し
て
、
そ
の

(
H
他
の
)
者
が
そ
れ
を
彼
に
封

与
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
れ

(
H
旗
レ
i
ン
)
の
授
封
に
お
い
て
第
一
の
者

(
e
s
E
2
a目
)
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
こ
の

(
H
こ

う
し
た
)
レ
l
ン
に
よ
っ
て
は
諸
侯
に
な
る
こ
と
を
え
な
い
。
ま
た
旗
レ
l
ン
を
受
領
し
諸
侯
で
あ
る
者
は
誰
し
も
、
国
王
の
ほ
か
い
か
な
る
俗

人
を
も
主
君
に
戴
い
て
は
な
ら
な
い
」
。
ラ
ン
ト
法
三
・
五
八
・
一

H

「
ラ
イ
ヒ
の
諸
侯
は
、
国
王
の
ほ
か
、
い
か
な
る
俗
人
を
も
主
君
に
戴
い

て
は
な
ら
な
い
」
。
三
・
五
八
・
二
H

「
い
か
な
る
旗
レ
l
ン
も
、
彼

(
H
諸
侯
)
が
そ
れ
を
国
王
か
ら
(
直
接
に
)
受
領
し
な
い
限
り
、
そ
れ
を

も
と
に
そ
の
家
臣

(
H
旗
レ
l
ン
の
受
封
者
)
が
〔
ラ
イ
ヒ
の
〕
諸
侯
に
な
る
こ
と
を
え
な
い
」
。

(
川
)
前
出
一
・
(
二
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
で
シ
ル
ト
が
下
が
る
と
さ
れ
て
い
る
(
そ
の
意
味
で
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
)
の

は
、
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
上
で
自
分
と
同
絡
(
以
下
)
の
者
の
家
臣
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
家
臣
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
上
で
必
ず
し
も
自
分
の

す
ぐ
上
に
位
置
す
る
者
だ
け
を
主
君
に
戴
く
必
要
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
上
伎
の
者
を
主
君
に
戴
く
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
現
に
「
レ
ー

ン
法
」
合
二
・
二
)
に
は
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。
「
(
父
と
同
等
出
生
身
分
の
)
息
(
直
前
竺
二
・
一
を
参
照
)
が
(
父
の
死
に
よ
り
)
父
に
代

わ
っ
て
(
父
の
主
君
の
)
家
臣
に
な
ろ
う
と
し
な
い
場
合
、
(
た
と
え
新
し
い
主
君
が
「
諸
侯
」
ー
ー
さ
ら
に
そ
の
前
の
一
一
0

・
五
を
参
照
ー
ー
や
「
国

王
」
で
あ
っ
て
も
て
そ
れ

(
H
そ
の
主
従
関
係
)
に
よ
っ
て
彼
の
シ
ル
ト
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
家
臣
の
シ
ル
ト
を
高
め
る
の
は
旗
レ

l
ン

だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
に
(
国
王
か
ら
直
接
に
)
封
与
さ
れ
た
場
合
(
に
限
ら
れ
る
)
」
。

(
川
)
前
註
(
印
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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説

(
山
)
も
ち
ろ
ん
、
前
註
(
問
)
に
訳
出
し
た
「
定
義
」
的
説
明
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
一
二
に
は
「
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
侯

で
あ
ろ
う
と
す
る
旗
レ

l
ン
」
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
八
・
こ
に
は
「
そ
れ
(
日
旗
レ

l
ン
)
を
も
と
に
家
臣
が
諸
侯
に
な
る
」
と
い
う
表
現
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
前
註
(
川
)
に
引
用
し
た
レ

i
ン
法
一
二
・
二
は
、
い
さ
さ
か
難
解
な
条
項
で
は
あ
る
が
、
そ
こ

で
も
同
じ
趣
旨
の
こ
と
が
一
言
わ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
川
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
六
0
・
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
、
「
旗
レ

l
ン
」
の
場
合
を
も
含
め
て
(
前
述
し
た
よ
う
に
、
分
割
・
又
授
封
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
)

「
裁
判
権
レ

l
ン」
H
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
権
」
・
「
裁
判
管
区
」
と
そ
の
中
に
あ
(
り
授
封
の
対
象
と
な
)
る
(
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
も
含
め
た
)

「
所
領
」
と
の
関
係
は
、
(
諸
侯
が
ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
)
判
然
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
(
一
般
に
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
)
、
諸
侯
は
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
国
王
に
譲
渡
し
そ
れ
に
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
加
え
た
上
で
改
め
て
レ

l
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
は
|
|
家
臣
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
を
受
け
た
主
君
が
そ
れ
を
法
的
に

有
効
に
レ
ー
ン
と
し
て
授
封
す
る
た
め
に
は
一
年
と
一
日
(
以
上
)
そ
れ
を
授
封
せ
ず
に
自
ら
の
手
許
に
お
く

(
H
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
占
有
・
支
配

す
る
)
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
四
・
二
を
除
け
ば
|
|
何
の
手
が
か
り
も
な
い
。

(
旧
)
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
日
「
誰
で
あ
れ
加

gnu芯
を
レ
l
ン
と
し
て
受
領
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
、
そ
れ

(
H
加
3
n
Fお
)
は
、
国
王
か
ら

下
っ
て
‘
第
四
の
手
へ
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
は
除
く
、
い
か
な
る
グ
ラ
l
フ
も
(
裁
判
権
を
)
授
封
さ
れ
た
シ
ユ

ル
ト
ハ
イ
ス
な
し
に
は
裁
判
集
会
を
開
く
こ
と
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
同
七
一
・
一
一
一
H

「
ま
た
、
な
ん
ぴ
と
も
彼
に
封
与
さ
れ
た
清
江
口
Z
B
を

マ

ル

ク

、

封
与
(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト

(
H
グ
ラ
l
ブ
職
お
よ
び
そ
の
裁
判
管
区
)
が
辺
境
領
や
旗
レ

i
ン
に
属

し
て
い
る
よ
う
に
、
特
別
な

(
H
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
と
し
て
特
定
さ
れ
た
)
加
E
n
z
g
(裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
は
そ
の
限
り
で
な
く
、
そ
れ
を
彼
は
封

与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
適
法
に
は

(
H
法
の
定
め
る
手
続
に
従
え
ば
)
一
年
を
こ
え
て
(
授
封
せ
ず
に
)

手
許
に
置
く
こ
と
を
え
な
い
。
同
じ
よ
う
に
国
王
は
旗
レ

i
ン
を
(
一
年
以
上
授
封
せ
ず
に
手
許
に
置
く
こ
と
を
)
え
な
い
」
。

(
川
)
な
お
、
「
裁
判
管
区
」
と
し
て
の
混
乱
n
z
m
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
人
1
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
)
前
註
(
印
)
お
よ
び
(
侃
)
を
参
照

(
川
)
以
上
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
、
主
と
し
て
「
旗
レ

l
ン
」
を
授
封
さ
れ
る
世
俗
の
譲
渡
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
る
(
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
0
・
一

(
H
「
皇
帝
は
、
す
べ
て
の
教
会
教
侯
の
レ
l
ン
(
色
切
な
昌
己

o
r
S
E
E
-
g
)
を
勿
を
も
っ
て
封
与
し
、
す

'2b.. 
両聞
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

べ
て
の
世
俗
の
旗
レ
l
ン

E

Z『

-
r
r
o
Sロ
-g)
を
旗
を
も
っ
て
封
与
す
る
」
)
に
お
い
て
は
、
「
世
俗
の
旗
レ
l
ン
」
が
「
教
会
諸
侯
の
レ
l
ン
」
(
逐
語

訳
す
れ
ば
、
「
教
会
の
諸
侯
レ
l
ン
」
)
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
「
旗
レ
l
ン
」
が
「
世
俗
諸
侯
の
レ
l
ン
」
(
あ
る
い
は
、
「
世
俗
の
諸
侯
レ
l
ン
」
)
で
あ
る
こ

と
は
明
か
で
あ
ろ
う
)
。
し
か
し
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
(
明
言
語
口
忌
ヨ
q
H
諸
侯
領
・
諸
侯
権
の
本
質
は
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権
・
裁
判
管
区
に
あ

る
と
い
う
こ
と
)
は
、
(
基
本
的
に
は
)
教
会
の
諸
侯
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ

i
ン
法
二
0
・
五

(
H
「
司
教
領
宝
目
。
官
加
豆
と
旗
レ
l
ン
を
国
玉
は
そ
っ
く
り
封
与
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
(
そ
れ
を
)
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
」
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ

で
は
、
「
司
教
領
」
が
「
旗
レ

l
ン
」
と
並
置
さ
れ
て
い
る
が
、
「
司
教
」
の
語
は
ぺ
レ
l
ン
法
」
で
は
、
(
前
註
(
凶
)
に
引
用
し
た
レ
i
ン
法
一

を
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
)
、
修
道
院
長
・
修
道
尼
院
長
を
含
む
「
教
会
諸
侯
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
(
こ
と

が
あ
る
)
。
な
お
、
「
旗
レ
l
ン
」
の
諾
が
教
会
諸
侯
に
授
封
さ
れ
た
「
諸
侯
レ
l
ン
」
を
含
む
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
即
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
レ
l
ン
法
七
一
の
こ
と
三
は
前
註
(
出
)
に
訳
出
。
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
了
三
は
、
前
註
(
引
)
に
訳
出
し
た
よ
う
に
、
「
人
は
ま
た
い
か
な

裁
判
権
(
・
裁
判
管
区
)
を
も
分
割
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
(
又
)
授
封
し
て
は
な
ら
な
い
、
(
中
略
)
、
た
だ
し
あ
る
旗

レ
l
ン
に
属
す
る
特
別
な

(
H
裁
判
管
区
と
し
て
特
定
さ
れ
た
)
グ
ラ
!
フ
シ
ャ
フ
ト
は
こ
の
限
り
で
な
く
、
こ
れ
を
人
(
日
諸
侯
)
は
(
(
又
)
授

封
せ
ず
に
)
手
許
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
の
ち
、
「
同
じ
よ
う
に
国
王
は
い
か
な
る
旗
レ

l
ン
を
も
(
諸
侯
に
授
封
せ
ず
に
手
許
に
置

い
て
は
)
な
ら
な
い
、
彼

(
H
国
主
)
が
そ
れ
を
一
年
と
一
日
以
内
に
封
与
す
る
の
で
な
い
限
り
」
と
つ
づ
け
て
い
る
。

(
凶
)
前
註
(
川
)
を
参
照
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
授
封
強
制
」
の
問
題
を
関
係
条
項
の
テ
キ
ス
ト
に
則
し

て
分
析
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
も
、
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
(
烈
同
〉
j
E
F
宮
5
2
4司
自
や
宮
田
-M・
2
R
Z
-
M・
吋
臨
時
・
)
。
こ
の
ク
ラ
ウ
ゼ
論
文
は
、

E
N
a
E
n
F

EM
切

2
5
m
N
Eこ
凶
ロ
吉
田
宮
口
出
向
日
g
r
n
F
8
=聞
な
刊
個
目
]
回
3

と
い
う
副
題
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
(
・
テ
キ
ス
ト
)
の
成
立
一

史
に
ま
で
遡
っ
て
同
書
の
法
文
を
徹
底
し
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
二
了
(
四
)
で
検
討
す
る
問
題
に
と
っ
て
も
数
々
の
貴
重
な
示
唆
を

含
ん
で
い
る
。
た
だ
し
同
論
文
に
つ
い
て
は
、
次
註
(
問
)
な
ど
で
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

(
山
)
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
三
に
関
連
し
て
、
「
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
住
民
が
空
席
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
裁
判
所

に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
裁
判
の
休
止
に
よ
っ
て
苦
し
む
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」

(
p
p
。
∞
-
玄
ご
、
「
こ
の
旗
レ

l
ン
に
関
す
る
留
保
の

禁
止
は
、
裁
判
所
の
作
業
能
力
(
の
維
持
)
の
た
め
に
配
慮
す
る
と
い
う
一
般
的
な
義
務
ー
そ
の
義
務
は
(
ゲ
ツ
ツ
に
よ
っ
て
)
(
裁
判
権
の
)
分

割
を
又
授
封
の
禁
止
の
動
機
で
あ
る
と
誤
っ
て
推
定
さ
れ
た
も
の
の
、
(
こ
の
条
項
に
は
)
ま
っ
た
く
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
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説
ヨ'/>.
日間

ー
と
関
係
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」

(2。
・
回
当
)
と
し
て
、
ゲ
ツ
ツ
の
見
解
(
要
。
。
同
咽

U
R
Z
E
m
N
5
g
m
-
巴
ロ
目
白
ロ
吉
田
znUE口
開

NE『

の
g
n
z
n
z
m
m
H四
国

内

H
E
g
n
F
g
F
m
Fロ円相
n
F
8
F
3
S
-
∞
M
品
目
)
、
お
よ
び
、
。
・

0
問。開。
p
v
g
ι
B
n
z
s
a
f
w
Fロ
g
n
Z
仲間

H
E
C
F
E
Y南
庄
町
四
回
】
門
戸

3
S咽

∞・

8
の
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
て
い
る
目
的
は
、
ラ
イ
ヒ
の
(
各
)
部
分
に
お
い
て
秩
序
立
っ
た
裁
判
権
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」
、
「
国

王
自
身
も
、
裁
判
制
度
(
あ
る
い
は
、
裁
判
所
の
シ
ス
テ
ム
)
を
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
状
態
に
保
つ
と
い
う
、
こ
の
要
請
に
服
し
て
い
た
」
と
い

う
見
解
、
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
一
二
で
「
ラ
ン
ト
民
が

E
自
白
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
裁
判
権
の
分
割
お
よ

び
又
授
封
」
で
あ
っ
て
「
裁
判
権
の
休
止
」
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
条
項
が
明
示
的
に
は
「
裁
判
権
の
休
止
」
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て

い
な
い
こ
と
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
自
身
は
、
諸
侯
お
よ
び
国
王
が
一
年
(
と
一
日
)
以
上
(
手
許
に
一
反
っ

て
き
た
)
裁
判
権
レ

l
ン
な
い
し
旗
レ

l
ン
を
手
許
に
留
め
て
お
く
こ
と
を
禁
ず
る
規
定
の
趣
旨
な
い
し
目
的
が
ど
こ
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
る

の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
基
本
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ア

イ
ケ
は
こ
の
(
裁
判
権
レ
l
ン
・
旗
レ
l
ン
の
)
留
保
禁
止
を
こ
う
し
た
(
帝
国
領
邦
の
創
出
と
い
う
)
視
点
か
ら
で
は
な
く
唯
一
つ
、
も
っ
ぱ
ら
国

王
に
由
来
す
る
裁
判
権
、
つ
ま
り
官
職
(
〉
星
)
と
い
う
視
点
か
ら
だ
け
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
官
職
に
は
、
そ
の
担
い
手
が
死
亡
す
る

場
合
、
改
め
て
(
新
し
い
担
い
手
が
)
任
命
さ
れ
る
の
は
自
明
で
あ
る
、
と

(
2・
。
∞
・
申
凶
)
。
し
か
し
、
な
ぜ
あ
る
官
職
が
空
位
の
ま
ま
に
放
置
さ

れ
て
な
ら
な
い
こ
と
が
「
自
明
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
官
職
が
休
止
す
る
こ
と
な
く
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
な

お
、
こ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
も
含
め
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
(
基
本
的
に
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
)
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
問
)
〉
ユ
虫
色
N
開
門

R
z
m。
-
E・凶・
8
H
a宮
内
向
(
〈
-
Z
-
t
七
百

E
一同

N)唱

σ
2・〉
3
・F
自己

mEez-5・
EN-s'Gc-R(〈
・
開
・
。
雪
国
)
を
参
照
。
な
お
、

官
-
g
N
m
B
S
の
諾
は
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
寸
三
・
五
三
・
一
、
三
・
五
七
・
二
、
三
・
六
回
・
六
、
レ
ー
ン
法
四
・
二
に
、
ほ
か
に

司色
g
N
O
の
語
が
ラ
ン
ト
法
三
・
六
二
・
一
、
三
・
六
二
・
こ
に
、
ま
た
、
百
M
G
B
g
の
諾
は
〔
「
諸
侯
主
の
出
自
」
〕
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
六

に
、
ほ
か
に

E
E加

ga忠
告
の
語
が
ラ
ン
ト
法
三
・
六
二
・
二
に
現
れ
る
。

(
悶
)
因
み
に
、
国
王
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
罰
金
は
、
一
般
に
は
一

0
ポ
ン
ド

(
H
一一
0
0
シ
リ
ン
グ
)
(
と
家
臣
か
ら
主
君
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
罰

金
と
同
額
)
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
(
旗
レ
l
ン
を
有
す
る
)
諸
侯
だ
け
は
(
そ
の
一

O
倍
の
)
一

0

0
ポ
ン
ド

(
U
二
0
0
0
シ
リ
ン
グ
)
の
罰

金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
二
、
レ
ー
ン
法
六
八
・
八
)
。
な
お
、
諸
侯
自
身
の
人
命
令
と
損
罪
金
が
(
フ
ラ
イ
エ
・

へ
レ
ン
や
参
審
自
由
人
の
そ
れ
と
同
額
の
)
そ
れ
ぞ
れ
一
八
ポ
ン
ド

(
1三ハ
0
シ
リ
ン
グ
)
お
よ
び
三
0
シ
リ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た

い
。
つ
ま
り
、
王
宮
伯
や
地
方
伯
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
は
、
(
グ
ラ

i
フ
に
支
払
わ
れ
る
そ
れ
と
同
じ
く
て
参
審
自
由
人
以
上
の
者
に
支
払
わ
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れ
る
臆
罪
金
の
倍
額
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
一
般
に
国
王
(
お
よ
び
主
君
)
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
の
三
分
の
一
弱
、
さ
ら
に
彼
等
(
諸
侯
)
自
身

が
国
王
に
支
払
う
べ
き
罰
金
の
三
O
分
の
一
弱
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
了
六
。
な
お
、
吉
田

Hgお
認
の
語
は
、
〔
「
諸
侯
主
の
出
自
」
〕
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
八
・
二
、
二
・
一
二
・
六
、
ご
了

五
二
・
三
、
=
了
五
七
・
二
、
三
・
六
四
・
七
、
一
二
・
六
五
・
一
、
レ

l
ン
法
四
・
二
に
、
ま
た
(
辺
境
領
の
意
味
で
の
)
目
白
宮
の
語
は
、
ラ
ン

ト
法
二
・
二
一
・
四
、
二
・
二
一
・
六
(
二
回
)
、
三
・
六
二
・
二
(
二
一
回
)
、
レ

l
ン
法
七
一
・
三
に
現
れ
る
。

(
凶
)
こ
の
条
項
中
の

z
空
白
呂
町
明
日
刊
写
S
E
E
S
-‘
の
一
句
は
、
一
般
に
は
、
ぷ
5
2伺
2
2
冨
RE--
と
解
さ
れ
て
お
り
(
戸
内
可
・
呂
田

MgF
巴
-ag口

畑
町
古
日
目
。
者
e

。
開
門
的
安
H

『
回
目
巾
=
回
目
丘
町
加
刊
一
(
門
担
ロ
円
】
『
m
n
F
C
・
-
喧
一
W
A
F
臼・

N
斗
、
汗
開
野
町
〈
。
=
m
m同
u
m
w
O
者
咽
。
白
『
回
虫
v
F
回
目
口
回
目
出
刊
明
白
F

E
『
回
開
場
〈
-
n
F
M【

U
Z
O寸
『
咽
-
市
町
m
w
h
p

∞-
M
】
い
山
(
白
巴
回

目

-mgm『
〈
o
-
-
5
2
5
を
参
照
)
、
わ
れ
わ
れ
の
「
邦
訳
」
も
前
者
に
従
っ
て
い
る
が
、
(
少
な
く
と
も
「
諸
侯
」
で
あ
る
)
「
辺
境
伯
」
が
国
王
か
ら

「
辺
境
領
」
(
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
を
「
旗
レ

l
ン
L

と
し
て
受
領
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
(
そ
も
そ
も

E
E
m
の
語
に
「
権
力
」
の
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
を
別
に
し
て
も
)
、
辺
境
伯
が
(
文
字
通
り
)
「
自
分
自
身
の
権
力
に
も
と
づ
い
て
」
裁

判
集
会
を
開
き
裁
判
を
行
う
、
と
解
す
る
こ
と
に
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
り
、
こ
の
一
'
句
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
国
王
罰

令
権
」
(
の
有
無
)
と
の
関
連
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
グ
ラ
l
フ
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
が
、
王
宮
伯
や
地
方
伯
な
ど
の
他
の
(
世
俗
)
諸
侯
も
「
旗
レ

l
ン
」
と
し
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
含
め
て
)
(
諸
侯
領
に
関
す
る
)
ラ
ン

ト
法
上
の
裁
判
権
を
受
領
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
(
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
お
よ
び
参
審
自
由
人
の
犯
罪
に
関
す
る
事
案
を
裁
く
た
め
に
必
要
な
)
「
国

王
罰
令
権
」
を
授
与
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
辺
境
領
」
に
は
「
国
王
罰
令
権
」
が
(
な
く
、
「
辺
境
伯
」
は
「
国
王
罰
令
権
」
を
も
た
)
な
い
か
ら
、

「
辺
境
領
」
は
(
国
王
か
ら
「
旗
レ
l
ン
」
で
あ
る
「
辺
境
領
」
(
に
関
す
る
裁
判
権
)
を
受
領
す
る
際
に
国
主
に
捧
げ
た

)
E
E
m
に
か
け
て
(
こ
の
場

合、

E-母
は
家
臣
と
し
て
主
君
に
捧
げ
る
「
忠
誠
の
宣
琴
乙
で
あ
る
と
同
時
に
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
受
領
者
と
し
て
の
〉
E
8
E
の
性
格
を
も
併
せ

も
つ
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
て
具
体
的
に
は
、
裁
判
権
レ
l
ン
と
し
て
受
領
し
た
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
だ
け
に
も
と
づ
い
て
「
国
王
罰
令
権
な

し
に
」
裁
判
集
会
を
開
く
(
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
と
参
審
自
由
人
の
犯
罪
に
関
す
る
事
案
を
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
)
こ
と
に
な

る
。
因
み
に
、
こ
の
点
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
私
の
知
る
限
り
、
〉
ロ
・
玄
白
岡
-rm『
白
戸
出
岡
山
。
回
a-
凶・

8
・
凶
コ
(
〈
同
M

・切の

2
5ロ
)
だ
け
で
あ

る
。
な
お
、
す
ぐ
後
で
判
決
非
難
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
前
註
(
川
)
に
訳
出
。

マ

ル

ク

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・
六
で
は
「
辺
境
領
に
は
国
王
の
罰
令
権
が
存
在
せ
ず
、

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と同制 (2) 

そ
の
法
は

(
一
般
の
法
と
)
異
な
っ
て
い
る
」
こ
と
が
、

そ
の
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百聞

理
由
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
裁
判
権
レ

l
ン
H

ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
そ
の
も
の
は
、
国
王
か
ら
辺
境
伯
を
経
て
グ
ラ
l

フ
に
授
封
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
(
辺
境
領
内
に
あ
り
、
辺
境
伯
か
ら
授
封
さ
れ
た
)
グ
ラ

i
フ
シ
ャ
フ
ト
で
起
こ
っ
た
判
決
非

難
を
直
接
国
王
の
裁
判
所
に
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
根
拠
は
、
「
国
王
の
罰
令
権
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
骨
骨
骨
に
は
国
王
の
罰
令
権
が
存
在
せ
ず
、
(
"
や
れ
い
恥
か
)
そ
の
法
は
(
「
般
市
川
法
と
)
異
な
っ
て
い
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、

辺
境
領
以
外
の
諸
侯
領
に
は
「
国
王
の
罰
令
権
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
国
王
の
罰
令
権
」
は
、
裁
判
権
レ

l
ン
H

ラ

ン
ト
法
上
の
裁
判
権
と
は
異
な
り
、
諸
侯
を
介
し
て
(
諸
侯
か
ら
)
グ
ラ
l
フ
に
授
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
国
王
か
ら
直
接
に
グ
ラ
l
フ
に
授

与
さ
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
五
)
。
そ
こ
で
、
判
決
非
難
が
「
国
王
罰
令
権
の
系
列
を
下
か
ら
上
へ
辿
っ
て
」
(
最
後
)
国
王
裁
判
所
に
持
ち

出
さ
れ
る
場
合
、
国
王
罰
令
権
が
所
在
す
る

(
H
そ
れ
を
も
っ
裁
判
官
な
い
し
裁
判
所
の
)
系
列
を
辿
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
国
王
罰
令
権
が
授
与

さ
れ
た
系
列
を
辿
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
(
り
う
)
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
の
場
合
に
は
裁
判
非
難
は
、
(
一
般
の
)
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
所

か
ら
諸
侯
の
裁
判
所
を
経
て
国
王
の
裁
判
所
へ
持
ち
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、
(
一
般
の
、
つ
ま
り
辺
境
地
内
に
あ
っ
て
辺
境
伯

か
ら
授
封
さ
れ
た
の
で
は
な
い
)
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
所
か
ら
も
直
接
に
国
王
の
裁
判
所
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
人
が
あ
る
裁
判
を
非
難
す
る
場
合
、
人
は
そ
れ
を
よ
り
上
級
の
裁
判
官
(
の
裁
判
所
)
に
、
最
後
に
は
国
王
の
前

(
H
裁
判
所
)
に

持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
」
(
ラ
ン
卜
法
つ
・
一
二
・
四
)
と
い
う
条
項
か
ら
は
、
前
者
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
レ
ー
ン
法
上
の
判
決
非
難
に
つ
い
て
詳
説
し
た
条
項
(
レ
i
ン
法
六
九
・
六
)
に
お
い
て
も
、
判
決
非
難
が
「
所
領
の
よ
り
上
級
の
主
君

の
前
(
H
法
廷
)
に
」
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
解
釈
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
で
は
割
り
切
れ
な
い
問
題
が
二
つ
残
る
。

①
レ

l
ン
法
六
九
・
六
で
は
、
主
君
が
上
級
主
君
の
許
に
送
る
べ
き
使
者
、
そ
の
使
者
と
下
僕
に
供
す
べ
き
酒
食
、
下
僕
の
人
数
、
馬
の
数

な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
、
「
(
こ
れ
ら
の
)
使
者
た
ち
、
お
よ
、
ぴ
判
決
を
発
見
し
た
者
と
そ
れ
を
非
難
し
た
者
は
、
三
日
以
内
に
出
発
す
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
六
週
間
以
内
に
(
上
級
主
君
の
法
廷
の
)
判
決
を
持
ち
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ン
ト

法
二
・
一
二
・
四
で
は
、
基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
(
厳
密
に
言
う
と
、
使
者
の
人
数
H
二
人
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
使
者
の
身
分
に
つ

い
て
、
判
決
非
難
が
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
生
じ
た
場
合
に
は
参
審
自
由
人
、
マ
ル
ク
内
で
生
じ
た
場
合
に
は
「
彼
等
の
(
生
得
の
)
法
に
お
い
て
欠
け

る
と
こ
ろ
の
な
い
者
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

(
H
身
分
)
の
人
々
」
、
と
い
う
こ
と
が
付
加
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
下
僕
に
つ
い
て
は
単
に
「
六
人
」
と
あ

る
だ
け
で
、
そ
の
う
ち
「
四
人
は
騎
乗
、
二
人
は
徒
歩
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
)
、
い
き
な
り
「
彼
等
が
ザ
ク
セ
ン
地
内
に
お
い
て
国
王
(
の
所
在
)

ー北法50(4・162)838
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を
訊
ね
知
る
や
、
彼
等
は
(
直
ち
に
)
宮
廷
に
赴
き
、
そ
の
後
六
週
間
以
内
に
判
決
を
持
ち
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
因
み

に
、
判
決
非
難
の
場
合
、
(
判
決
を
発
見
し
た
者
と
非
難
し
た
者
の
)
双
方
が
最
後
ま
で
争
う
と
、
事
は
(
同
身
分
者
と
自
分
と
も
)
七
人
対
七
人
の

(
法
廷
)
決
闘
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
判
決
非
難
を
め
ぐ
る
(
H
そ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
の
)
決
闘
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
の
は
、

J
O『
内
庁

B
2・-wnョ
(
問
壬
裁
判
所
に
お
い
て
)
の
み
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
了
八
)
。
(
つ
ま
り
、
仮
に
前
者
の
解
釈
を
採
る
に
し
て
も
、

判
決
非
難
が
諸
侯
の
法
廷
で
決
着
の
つ
か
ず
、
最
後
国
王
裁
判
所
に
も
ち
と
ま
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
)
。

②
前
述
し
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
上
の
(
H
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
)
判
決
非
難
は
、
主
君
(
の
法
廷
)
↓
上
級
主
君
(
の
法
廷
)
↓
諸
侯
(
の

法
廷
)
↓
国
王
(
裁
判
所
)
と
、
レ
ー
ン
制
の
粋
(
な
い
し
、
授
封
の
系
列
)
を
下
か
ら
上
へ
と
辿
る
こ
と
に
な
る
(
レ
i
ン
法
六
九
・
六
)
。
し
た

が
っ
て
、
レ

i
ン
法
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
辺
境
伯
の
(
又
)
家
臣
た
ち
は
、
当
然
、
辺
境
伯
の
レ

l
ン
法
廷
に
判
決
非
難
を
も
ち
こ
む

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
辺
境
伯
か
ら
「
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
を
授
封
さ
れ
た
グ
ラ
l
フ
(
は
、
す
で
に
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
彼
の
家
臣
で
あ
る
が
、
そ
の
グ
ラ
i
フ
)
が
、
も
し
辺
境
伯
か
ら
(
裁
判
権
レ
l
ン
以
外
の
、
あ
る
い
は
、
裁
判
権
レ
l
ン
に
付
随
し
た
)
一

般
の
レ

l
ン
を
授
封
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
論
理
的
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
(
一
般
の
)
レ

l
ン
を
め
ぐ
る
判
決
非
難
は
、
辺
境
伯
の
レ
ー

ン
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
レ
ー
ン
法
上
の
判
決
非
難
が
辿
る
系
列
は
「
国
王
罰
令
権
」
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
同
じ
グ
ラ
l
フ
が
同
じ
主
君
(
H
辺
境
伯
)
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
方
で
は
レ

i
ン
法
上
の
判
決
非
難
を
主
君
の
法
廷
に
持
ち

出
し
、
他
方
で
は
ラ
ン
ト
法
上
の
判
決
非
難
だ
け
を
直
接
国
王
の
裁
判
所
に
持
ち
出
す
、
と
い
う
こ
と
が
現
実
に
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
①
・
②
の
疑
問
は
、
い
ず
れ
も
判
決
非
難
が
グ
ラ
l
フ
(
な
い
し
、
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
上
級
主
君
)
か
ら
(
す
べ
て
)
直
接
国
王
の
裁

判
所
に
持
ち
出
さ
れ
る
と
想
定
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
氷
解
す
る
(
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
判
決
非
難
が
下
か
ら
順
次
上
っ
て
い
く
は
、
ラ
ン
ト
法
に
あ
っ

て
は
グ
ラ
l
フ
ま
で
、
レ
ー
ン
法
に
あ
っ
て
は
上
級
主
君
ま
で
で
あ
る
、
と
い
う
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
姿
を
見
せ
な
い
準
則
の
存
在
を
推
認
せ

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
)
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
私
は
、
こ
う
し
た
判
決
非
難
を
め
ぐ
る
ラ
ン
ト
法
・
レ

i
ン
法
の
微
妙
な
ず
れ
を
そ
れ
と

し
て
受
け
と
め
、
そ
う
し
た
ず
れ
が
生
じ
る
原
因
も
、
次
章
二
了
(
四
)
で
略
述
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
成
立
史
と
の
関
連
で
、
現
実
に

よ
り
近
い
の
は
「
レ

l
ン
法
」
の
部
で
あ
り
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
に
は
著
者
ア
イ
ケ
の
抱
く
理
想
像
と
し
て
の
性
格
が
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
求
め
た
い
。

(
四
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
二
に
よ
れ
ば
、
旗
レ

l
ン
を
も
っ
諸
侯
が
国
王
に
支
払
う
罰
金
は
一

0
0
ポ
ン
ド
で
あ
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
者
が

国
王
に
支
払
う
罰
金
は
、
一

0
ポ
ン
ド
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
公
に
一

0
ポ
ン
ド
の
罰
金
を
支
払
う
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、

北法50(4・163)839



説

「
貴
人
」
(
向
島
町
宮

B
S
)
(少
な
く
と
も
、
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
身
分
の
者
、
お
そ
ら
く
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ

(
H
「
封
建
身
分
」
に
属
す
る
)
者
」
)

だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
レ

l
ン
法
六
人
・
八
に
よ
れ
ば
、
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
罰
金
も
一

0
ポ
ン
ド
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
後
の
点
、
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
法
上
の
罰
金
が
(
一
般
的
に
は
)
レ

l
ン
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
次
の

事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト
法
上
有
罪
と
さ
れ
身
体
・
生
命
刑
を
科
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
れ
を
請
け
一
戻
す
た
め

に
、
裁
判
官
に
対
し
い
わ
ゆ
る
「
換
刑
嫡
罪
金
」
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
「
換
刑
蹟
罪
金
」
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
死
刑
」

の
場
合
に
は
自
分
の
「
人
命
金
」
(
諸
侯
、
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
、
参
審
自
由
人
な
ら
一
八
ポ
ン
ド
|
|
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
二
、
「
手
や
(
や
舌
)
の

切
断
刑
」
の
場
合
に
は
そ
の
半
額
(
し
た
が
っ
て
、
参
審
自
由
人
以
上
の
身
分
の
者
な
ら
、
九
ポ
ン
ド
|
|
ラ
ン
ト
法
二
・
二
ハ
・
五
)
に
当
た
る
。

ま
た
、
垣
包
品
。
ロ
の
語
は
、
「
罰
金
を
支
払
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
「
換
刑
蹟
罰
金
を
支
払
っ
て
刑
罰
を
請
け
戻
す
」
と
い
う
ケ

i
ス
に
つ

い
て
も
用
い
ら
れ
る
(
ほ
か
な
ら
ぬ
(
上
記
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
二
の
末
尾
に
、
「
た
だ
し
、
人

(
H
諸
侯
以
外
の
人
々
)
が
犯
罪
の
ゆ
え
に
垣
&
含
ロ

す
る

(
H
換
刑
膿
罰
金
」
を
支
払
っ
て
死
刑
を
請
け
戻
す
)
の
で
な
い
場
合
」
と
い
う
但
し
書
き
が
あ
る
)
。

(m)
今
日
で
は
、
(
世
俗
の
)
「
諸
侯
」
た
り
う
る
に
は
、
国
王
の
直
臣
と
い
う
レ

l
ン
法
上
の
要
件
だ
け
で
な
く
、
「
大
公
類
似
の
(
あ
る
い
は
、

大
公
と
同
等
の
)
地
位
」
と
い
う
ラ
ン
ト
法
上
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
界
の
共
通
認
識
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
(
た
と
え
ば
、

〉
ユ
司
E
P
E
g
-
E
ア
印
唱
-
-
凶
凶
当
・
(
〈
-
0
・
司
自
白
買
〉

2)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
こ
う
し
た
見
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
開
・
開
・

ω目
z自
r

z
E
'
E
a
E
s
a
n
E
E
H向
。
B
E
a
u
m
g
a
g
-
N
g
n
Z
B
Z
S
E
E
m
p
N
E
M・。〉
-
E
ま
(-E∞
)
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
「
大
公
類

似
の
(
あ
る
い
は
、
大
公
と
同
等
の
)
地
位
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
内
容
が
、
諸
侯
領
内
に
お
け
る
(
す
べ
て
の
)
グ
ラ
l
フ
お
よ
び
教
会
守
護
(
フ
ォ
ー

ク
ト
)
の
裁
判
権
の
掌
握
に
あ
る
こ
と
が
、
特
に
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る

(
E
F
M
凶
志
向
・

2
8
B
B
g
p回目
g
a
m
凶
M凶3
0

こ
の
よ
う
な
当

時
の
国
制
(
の
現
実
)
を
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
国
制
」
(
の
論
理
構
成
)
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
(
そ
れ
は
時
に
「
グ
ラ
l
フ
裁
判
権
」
、
あ
る
い
は
、
(
新
し
い
意
味
で

の
、
つ
ま
り
「
流
血
裁
判
権
」
と
し
て
の
「
高
級
裁
判
権
」
、
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
は
、
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
裁
判
権
レ

l
ン」

と
し
て
、
も
と
も
と
国
王
か
ら
諸
侯
を
介
し
て
グ
ラ
l
フ
へ
と
授
封
さ
れ
る
o

た
だ
、
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
と
参
審
自
由
人
の
犯
罪
を
裁
く
た
め

に
は
、
グ
ラ

i
フ
は
国
王
か
ら
直
接
に
「
国
王
罰
令
権
」
の
授
与
を
う
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
シ
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の

論
理
構
成
か
ら
言
え
ば
、
「
諸
侯
」
が
「
大
公
類
似
の
(
あ
る
い
は
、
大
公
と
同
等
の
)
地
位
」
を
手
に
入
れ
る
に
は
、
そ
の
支
配
領
域
内
に
お
い

て
特
に
「
国
王
罰
令
権
」
に
関
す
る
国
王
と
グ
ラ
i
フ
の
直
結
関
係
を
遮
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
で
(
ほ
ぽ
)
足
り
る
、
と

'?lA 
n聞
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(2) 

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
大
公
領
に
お
け
る
「
国
王
罰
令
権
」
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
単
な

る
偶
然
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
示
唆
を
含
む
事
実
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
を
背
景
に
置
い
て

考
え
る
と
、
国
王
自
身
以
外
の
者
は
国
王
罰
令
権
を
授
封
し
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
に
ひ
き
つ
づ
き
「
国
王
は
、
適
法
に
は
(
日
法
の
定

め
る
手
続
に
よ
れ
ば
)
、
裁
判
権
を
(
す
で
に
)
封
与
さ
れ
て
い
る
者
(
日
裁
判
官
、
主
に
グ
ラ
l
フ
)
に
対
し
罰
令
権
を
授
与
す
る
の
を
拒
む
こ
と

を
え
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
凹
・
五
)
も
、
国
王
と
特
に
大
公
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
現
実
の
力
関
係
を
示
唆
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
即
)
そ
の
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
す
の
は
、
(
ほ
ん
ら
い
世
俗
諸
侯
に
旗
を
も
っ
て
授
封
さ
れ
る
レ
l
ン
を
指
す
は
ず
の

l
l
前
註
(
川
)
を
参
照
)
E巳
g

(
旗
レ
l
ン
)
の
語
が
(
教
会
諸
侯
に
授
封
さ
れ
た
諸
侯
レ
l
ン
を
も
含
め
、
い
わ
ば
そ
れ
を
も
代
表
し
て
)
「
諸
侯
レ
l
ン
」
(
一
般
)
の
意
味
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
八
・
二
、
三
・
六
四
・
二
、
レ
l
ン
法
六
八
・
八
、
七
一
・
二

o、
七
一
-
一
一
一
一
の
〈

g
-
g
の
語
に
は
、
(
多
少
と
も
)
そ
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
最
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
後
代
の
補
遺
に
か

か
る
も
の
だ
が
、
「
諸
侯
主
の
出
目
」
の
末
尾
に
近
い
次
の
件
で
あ
ろ
う
。
「
い
ず
れ
か
の
司
教
が
ラ
イ
ヒ

(
H
国
王
)
か
ら
ザ
ク
セ
ン
地
内
に
旗

レ
l
ン
を
授
封
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
な
ら
ば
(
後
略
)
」
。
こ
れ
を
、
レ
!
ン
法
二
・
六
日

「
(
も
と
も
と
レ
l
ン
能
力
の
な
い
)
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
あ
る
婦
人
が
(
司
教
・
修
道
(
尼
)
院
長
に
)
選
挙
(
さ
れ
た
こ
と
)
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
の
所

領
を
受
領
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
(
後
略
こ
と
比
較
さ
れ
た
い
。

な
お
、

σ岡
田
口
毛
の
諾
は
〔
諸
侯
主
の
出
目
〕
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
(
そ
の
ほ
か
に
立
国

B
E
E
S
の
語
も
あ
る
)
、
一
・
三
・
二
(
二
回
)
、
〔
一

二
六
・

b
〕
、
三
・
四
二
・
二
、
一
二
・
五
七
・
二
、
〔
同
〕
(
二
回
)
、
三
・
五
九
・
一
、
三
・
五
九
・
二
、
三
・
六
二
・
三
(
四
回
)
(
そ
の
ほ
か
に

R
8
Eお
O
唱
の
語
が
一
〔
二
〕
回
、

gnoσ
岡田
g-uEB
の
語
が
一
回
)
、
〔
三
・
七
一
二
・
一
一
〕
(
二
回
)
、
レ

l
ン
法
一
、
四
・
二
、
二
0
・
五
、
六
三
・
二

で
、
ま
た
、
ち
宮
工

op§σ
色町
)
(
H
〉
宮
)
と

sze沼
町
内

(
H
〉
E
Z
E
)

の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
、
二
了
四
二
・
二
、
三
・
五
九
・
一
、

三
・
五
九
・
二
、
レ
ー
ン
法
六
三
・
二
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
印
)
こ
の
レ
l
ン
法
二

0

・
五
で
「
司
教
」
の
語
が
「
教
会
諸
侯
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
川
)
で
す
で
に
述

べ
た
が
、
教
会
(
の
所
)
領
を
(
一
般
の
)
「
レ
l
ン
」
と
し
て
授
封
す
る
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
(
一
般
的
に
は
)
複
数
の
家
臣
に
そ
の
一
部
を
授

封
す
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
教
会
(
所
)
領
が
家
臣
に
授
封
さ
れ
た
場
合
に
関
し
て
は
、
前
註
(
位
)
で
述
べ
た
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
こ
の
条
項
の
末
尾
、
円
。
岨
B
m
F。
沼
田
お
E

を
「
邦
訳
」
で
は
「
最
高
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
裁
判
官
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
は
(
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
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説
号'h.
白岡

あ
る
裁
判
官
ご
と
に
)
定
額
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
た
か
だ
か
」
と
改
め
た
い
。

(
悶
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
に
は
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
も
の
だ
が
、
「
一
つ
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
中
に
は
国
王
の
罰
金
権
は
一
つ
し
か
あ
り

え
な
い
」
と
の
文
が
あ
る
。

(
印
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
に
お
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
教
会
諸
侯
は
第
二
シ
ル
ト
を
も
つ
の
に
対
し
、
世
俗
諸
侯

は
第
三
シ
ル
ト
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
、
レ
ー
ン
法
ニ
。
こ
れ
は
「
世
俗
諸
侯
が
司
教
の
家
臣
と
な
っ
て
い
ら
い
」
の
こ

と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
(
向
上
)
、
こ
う
し
た
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
序
列
は
、
一
般
に
、
世
俗
諸
侯
の
多
く
が
教
会
諸
侯
の
家
臣
と
な
っ
て

教
会
守
護
権
を
授
封
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
現
実
を
反
映
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
ぜ
翌
日
r
p
P
0
・∞
-
M
還
を
参
照
)
。
こ
の
よ

う
な
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
「
グ
ラ
l
フ
」
並
み
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
郎
)
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
大
司
教
座
に
は
ナ
ウ
ム
グ
ル
ク
、
メ
ル
ゼ
ブ
ル
夕
、
マ
イ
セ
ン
、
ブ
ラ
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ハ
ー
フ
エ
ル
ベ
ル
ク
の
五
司
教
座

が
、
ブ
レ

l
メ
ン
の
大
司
教
座
に
は
リ
ュ

l
ベ
ツ
夕
、
シ
ユ
ヴ
エ
リ
l
ン
、
ラ
ッ
ツ
エ
ブ
ル
ク
の
三
司
教
座
が
下
属
し
て
い
る
。

(m)
マ
イ
ン
ツ
の
大
司
教
座
に
は
ハ
ル
フ
エ
ル
シ
ユ
タ
ト
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
、
フ
エ
ル
デ
ン
、
パ

l
デ
ン
ボ
ル
ン
の
四
司
教
座
が
、
ケ
ル
ン
の

大
司
教
座
に
は
、
オ
ス
ナ
プ
リ
ュ
ッ
ク
、
ミ
ン
デ
ン
、
ミ
ユ
ン
ス
タ
I
の
コ
一
司
教
座
が
下
属
し
て
い
る
。

(
印
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
修
道
(
尼
)
院
長
に
関
す
る
具
体
的
叙
述
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
当
時
ザ
ク
セ
ン
の
地
に
「
教
会
教

候
」
と
し
て
の
(
あ
る
い
は
、
帝
国
直
属
の
)
修
道
(
尼
)
院
長
が
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
推
定
を
支
持
す
る
方
向
に
働
く
で
あ
ろ
う
。

(
四
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
一
、
三
・
五
四
・
二
、
三
・
五
四
・
=
一
、
=
了
五
四
・
四
、
三
・
五
七
・
二
、
レ

l
ン
法
四
・
二
、
四
・
三
。

(
即
)
「
諸
侯
的
国
制
」
に
つ
い
て
は
、
山
田
欣
吾
「
十
二
・
十
三
一
世
紀
の
ド
イ
ツ
国
家
|
|
諸
侯
制
的
国
制
へ
の
発
展
|
|
」
、
『
西
洋
中
世
国
制
史

の
研
究
H
、
国
家
そ
し
て
社
会
』
所
収
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
、
二
つ
の
こ
と

を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

①
本
稿
で
分
析
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
「
国
制
」
像
(
つ
ま
り
、
著
者
ア
イ
ケ
が
当
時
の
国
制
を

ど
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
)
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
当
時
の
(
現
実
の
)
国
制
で
(
あ
る
と
)
は
(
限
ら
)
な
い
(
た
だ
し
、
当

時
の
国
制
を
「
諸
侯
(
制
)
的
」
と
見
ょ
う
と
す
る
者
は
、
同
舎
の
叙
述
を
援
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
)
。
②
そ
れ
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
言
っ
て
お

き
た
い
の
は
、
(
現
実
の
国
制
史
に
則
し
て
言
え
ば
)
、
少
な
く
と
も
一
一
八
O
年
前
後
に
お
け
る
国
制
の
変
革
、
特
に
「
(
新
)
帝
国
諸
侯
身
分
」
の

成
立
は
、
む
し
ろ
王
権
の
イ
子
ン
ヤ
テ
ィ
ヴ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
|
|
た
と
え
ば
シ
ユ
テ
ン
ゲ
ル
は
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
説
を
批
判
し
て
、
「
私

北法50(4・166)842
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に
は
す
べ
て
の
こ
と
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
一
一
八
O
年
の
勝
利
者
で
あ
っ
た
皇
帝
に
主
導
権
を
婦
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
支

持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る

(
p
p
。・∞

-MOS--、
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
記
述
は
な
お
(
基
本
的
に
は
)

そ
う
し
た
政
治
的
意
図
・
路
線
を
継
承
・
反
映
し
た
も
の
で
あ
る

(
P
釦
・
。
・
印
・
回
虫
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
ミ
ツ
タ
イ
ス
説

に
従
い
、
一
一
八
O
年
前
後
の
時
点
で
す
で
に
「
諸
侯
(
制
)
的
国
制
」
が
成
立
し
た
、
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
先
に
(
前
註
(
凶
)
で
述
べ
た
ク
ラ

ウ
ゼ
の
「
授
封
強
制
」
説
批
判
だ
け
で
な
く
、
シ
ユ
テ
ン
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
見
解
と
も
対
決
し
そ
れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
)
0

(
削
)
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
前
註
(
凶
)
で
紹
介
し
た
箇
所
よ
り
も
う
少
し
後
の
と
こ
ろ
で
、
「
当
時
に
お
け
る
官
職
の
授
与
は
、
狭
義
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ

の
所
領
と
は
分
離
さ
れ
た
「
特
別
財
産
」
(
臼

g
s
m
2
0
5
S
g
)
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
(
H
「
特
別
財
産
」
、
な
い
し
、
そ
う
し
た
考
え
方
)
が

官
職
(
そ
の
も
の
)
と
不
可
分
に
結
合
さ
れ
て
い
た
」

(
Z
E尽
き
旨
伺
e

阻
ま
)
と
し
た
上
で
、
「
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
組
織
(
H
国
制
)
は

gag-='

am-OE--日
(
抹
消
し
え
な
い
、
な
い
し
、
不
可
欠
の
身
分
、
な
い
し
、
状
況
)
に
よ
っ
て
規
定

(
H
左
右
)
さ
れ
る
と
い
う
、
当
時
の
例
の
保
守
的
思
考

と
合
致
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
一
つ
の
洞
察
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
た
(
抹
消
し
え
な
い
身
分
と
い
う
)
資
質
は
、
テ

l
オ
ド
ア
・
マ
イ
ヤ
|

(
臣
・
豆
〉
百
戸

E
Z
g
z
E
∞
sa--30・∞
-
M
ビ
E

∞
-
E
3
が
明
ら
か
に
し
よ
う
に
、
特
に
、
教
会
お
よ
び
世
俗
の
帝
国
諸
侯
が
具
え
て
い
た
。

け
だ
し
彼
等
は

B
S雪印
E
宮
忌
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
ラ
イ
ヒ
と
言
、
つ
身
体
を
構
成
す
る
四
肢
で
あ
っ
て
、
手
放
す
こ
と

の
で
き
な
い
そ
の
本
質
的
構
成
要
因
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る

3
・
ま
)
0

ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
さ
ら
に
、
「
裁
判
所
は
裁
判
官

と
裁
判
共
同
体
百

E
n
Z由。
EEEO)(H裁
判
管
区
民
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
、
(
し
た
が
っ
て
)
「
グ
ラ
l
フ
裁
判
所
は
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
団
体
で
あ
る
」

(
p
p
O
)
と
し
た
上
で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
(
裁
判
権
の
)
留
保
禁
止
は
:
:
:
ラ
ン
ト
法
の
諸
原
則
か
ら
、

つ
ま
り
、
国
王
に
由
来
す
る
裁
判
権
の
官
職
的
性
格
か
ら
、
そ
れ
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
の
も
つ
、
と
り
わ
け

B
m
g
F
3
5宮
忌
で

あ
っ
た
帝
国
諸
侯
層
(
な
い
し
、
諸
侯
領
)
の
も
つ
白
星

EZEaog--M(不
可
欠
の
身
分
・
要
因
と
い
う
資
質
)
か
ら
説
明
さ
れ
る
(
べ
き
で
あ
る
こ

(

白

血

0
・
∞
・
ま
ご
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
、
ま
か
り
間
違
う
と
、
せ
っ
か
く
の
(
諸
侯
主
導
に
よ
る
)
「
授
封
強
制
」
説
に
対
す
る
批
判
を
台
な
し
に
し
か
ね
な
い
契
機
さ
え

含
ん
で
い
る
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
も
ち
ろ
ん
(
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
)
留
保
禁
止
と

の
関
連
で
、
こ
う
し
た
(
帝
国
諸
侯
は
言
。
自
F
5
5司
SF
で
あ
り
、
政
治
的
組
織
は
∞

sztEOFE--切
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
っ
た
)
概
念
は
(
明

示
的
に
)
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
」

(
p
p
。
・
臼
・
ま
)
。
し
た
が
っ
て
こ
の
件
は
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
あ
る
箇
所
の
意
味
に
つ
い
て
陳

述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
さ
え
、
そ
れ
を
ア
イ
ケ
の
法
原
則
と
法
体
系
を
も
と
に
解
釈
す
る
代
わ
り
に
、
手
軽
に
そ
れ
を

g
g
g呂
田

北法50(4・167)843



説論

8
5
5
(
通
説
)
に
な
っ
て
い
る
現
代
の
研
究
成
果
を
も
と
に
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
る
」
(
曲
-
P
。
・
∞
・
∞
凶
)
と
い
う
彼
自
身
の
(
私
見
に
よ
れ
ば
、
ザ

ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
の
解
読
の
た
め
に
最
も
基
本
的
で
最
も
的
を
射
た
)
批
判
の
対
象
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
の
引
用
に
お
い
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
ラ
ン
ト
法
の
諸
原
則
」
を
、
具
体
的
に

は
「
国
王
に
由
来
す
る
裁
判
権
の
官
職
的
性
格
」
お
よ
び
「
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
の
も
つ
∞
g
E
E
E丘町
Z
Z
(不
可
欠
な
(
国
側
)
要

因
と
し
て
の
性
格
こ
の
両
者
と
等
置
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
(
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
権
の
官
職
的
性
格
」
(
な
い
し
、
そ
の
版
界
)
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
)
(
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
・
裁
判
共
同
体
の
も
つ
)
「
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
」
の
強
調
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
な
問
題
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
、
右
に
引
用
し
た
す
ぐ
上
の
箇
所
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
単
に
「
(
グ
ラ
1
フ
の
)

裁
判
所
が
裁
判
官

(
H
グ
ラ
l
フ
)
と
裁
判
共
同
体

(
H
裁
判
管
区
民
、
こ
の
場
合
は
「
参
審
自
由
人
」
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
」
、
そ
こ
で
の
裁
判
は

裁
判
共
同
体
の
参
加
・
協
力
な
く
し
て
は
機
能
し
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
」
は
、

「
裁
判
権
レ
l
ン
」
と
し
て
授
封
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
す
べ
て
に
(
具
体
的
に
は
、
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
や
(
国
王
罰
令
権
を
も
た

な
い
)
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
権
、
そ
れ
に
バ
ウ
ア
1
マ
イ
ス
タ
l
の
裁
判
権
に
も
)
共
通
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
(
も
ち
ろ
ん
一
定
の
留
保
を
付
し

た
上
で
は
あ
る
が
)
レ
l
ン
法
上
の
裁
判
(
権
)
(
な
い
し
裁
判
所
)
、
(
同
一
主
君
な
い
し
領
主
に
仕
え
る
)
家
人
た
ち
の
参
集
す
る
裁
判
(
所
)
、
(
阿
一

領
主
の
)
小
作
人
仲
間
の
参
集
す
る
裁
判
(
所
)
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
裁
判
権
レ

i
ン
」
に
つ
い
て
だ
け
存
在
す
る
(
一

年
を
こ
え
る
)
留
保
(
の
)
禁
止
を
説
明
す
る
要
因
と
は
と
う
て
考
え
ら
れ
な
い
。

私
は
か
つ
て
ド
レ
l
ゲ
の
研
究
(
前
註
(
山
)
を
参
照
)
の
基
本
的
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ド
レ
l
ゲ
は
:
:
:
国
王

を
頂
点
す
る
公
的
裁
判
制
度
や
流
血
裁
判
権
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
の
ラ
ン
ト
法
概
念
の
中
で
ア
イ
ゲ
ン
と
並
ん
で
枢
軸
的
地
位
を
占
め

て
い
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
む
し
ろ
|
|
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
ま
っ
た
く
出
て

こ
な
い
l
|
「
国
王
法
」
と
い
う
人
為
的
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
ラ
ン
ト
法
概
念
の
外
へ
括
り
出
し
て
し
ま
え

ば
、
ラ
ン
ト
法
が
「
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
」
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
:
:
:
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
論
理
的
帰
結
と
一
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ド
レ
l
ゲ
の
こ
う
し
た
誤
り
な
い
し
一
面
的
理
解
は
す
べ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
自
身
が
与
え
た
ラ
ン
ト
法
の
定
義
を
無
視
あ
る
い
は

誤
解
し
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
(
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
七
五
1
七
六
頁
、
註
(

m

)

)

0

こ
の
ド
レ

i
ゲ
の
見
解
と
く
ら
べ
る
と
、
右
に
紹
介

し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
見
解
は
、
ラ
ン
ト
法
の
「
原
理
」
の
枢
軸
に
「
裁
判
権
」
を
す
え
、
し
か
も
そ
の
性
格
を
ま
ず
「
官
職
的
」
と
捉
え
て
い
る

点
で
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
「
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
」
を
|
|
ザ
ク
セ

北法50(4・168)844
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ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
叙
述
を
は
る
か
に
こ
え
て

l
l
強
調
し
よ
う
と
す
る
点
に
関
し
て
は
、
右
の
ド
レ
l
ゲ
説
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
ま
ま
妥

当
す
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
川
)
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
七
1
八
頁
、
お
よ
び
、
註
(
辺
)
と
(
川
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
こ
の
う
ち
、
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
が
本
節
で
の
検
討
の
対
象
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
も
う
一
方
の
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」

に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
七
頁
で
は
、
こ
れ
を
「
(
レ
l
ン
相
続
人
と
し
て
)
生
ま
れ
な
が
ら
の
:
:
:
裁
判
官
」
と

補
足
し
、
向
上
、
註
(
泣
)
で
は
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
は
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
の
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
だ
け
で
な
く
、
(
家

臣
が
亡
く
な
っ
た
場
合
の
)
「
相
続
権
」
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
レ
l
ン
法
二
-
一
一
)
を
そ
の
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」

レ
f
J

の
「
封
相
続
人
」
に
生
ま
れ
た
者
を
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」
に
数
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
本
稿
を
執
筆
す
る
過
程
で
、
こ
の
見
解
は
(
少
な
く
と
も
)
修
正
を
要
す
る
こ
と
が
判
っ
た
。
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
一
で
は
、

ま
ず
世
俗
の
(
具
体
的
に
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
は
選
挙
さ
れ
る
の
が
ほ
ん
ら
い
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
に
つ
づ
く
一

五
五
・
二
と
一
・
五
六
で
は
、
こ
れ
を
承
け
て
、
具
体
的
に
は
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
が
(
現
行
犯
が
生
じ
た
場
合
に
そ
の
都
度
選
ば
れ
る
か
、
あ
ら
か
じ
め

任
期
を
定
め
て
選
ば
れ
る
か
、
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
)
選
挙
さ
れ
る
(
べ
き
)
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
、
一
・
五
六
で
は
、
「
ゴ

l
グ
ラ

l

フ
職
に
は
レ

l
ン
も
レ

l
ン
の
承
継
も
存
在
し
な
い
」
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
選
挙
さ
れ
た
ゴ

i
グ
ラ
!
フ
が
「
授
封
さ
れ
た
裁
判

官
」
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
関
す
る
条
項
群
の
先
頭
に
立
つ
一
・
五
五
は
、
右
の
大
原
則
を
掲
げ
た
後
、

(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
に
な
り
う
る
者
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」
か
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
に
限
ら
れ
る
、
と
言
う
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
(
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
で
な
い
以
上
)
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
生
ま
れ

な
が
ら
の
」
と
い
う
形
容
詞
は
当
然
「
世
襲
」
を
前
提
と
す
る
(
現
に
レ
!
ン
法
二
0
・
五
に
は
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
諸
侯
」
と
い
う
表
現
も
出
て

く
る

1
1
た
だ
し
こ
れ
は
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
で
は
な
く
、
へ
l
ル
シ
ル
ト
制
の
中
の
「
諸
侯
」
の
身
分
に
か
か
わ
る
)
。
「
選
挙
」

と
「
世
襲
」
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
あ
る
い
は
、
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
る
の
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
(
裁
判
管
区
と
し
て
の
)
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
は
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
な
り
う
る
「
家
」
が
複
数
あ
り
、
か
つ
て
ゴ

l

グ
ラ
l
フ
を
出
し
た
こ
と
の
あ
る
そ
れ
ら
の
「
家
し
に
生
ま
れ
た
者
の
中
か
ら
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
が
選
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
生
ま
れ
な
が
ら

の
裁
判
官
」
と
い
う
の
も
、
む
し
ろ
(
少
な
く
と
も
主
に
)
そ
う
し
た
「
家
」
に
生
ま
れ
た
者
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
が
こ
う

し
た
見
解
に
行
き
つ
い
た
の
は
、
次
の
諸
点
を
も
考
え
合
わ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
①
後
に

(
8
)
で
述
べ
る
よ
う
に
、
「
レ

i
ン
法
」
に
は
「
パ
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説

ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
(
村
長
)
職
・
レ
l
ン
」
な
る
も
の
が
登
場
し
、
こ
れ
に
は
「
相
続
」
権
が
あ
る
の
で
、
(
事
実
上
)
あ
る
家
系
に
「
世
襲
」

さ
れ
る
。
②
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
は
(
少
な
く
と
も
三
つ
以
上
の
)
複
数
の
「
村
」
か
ら
成
り
、
そ
こ
に
は
(
世
襲
的
に
)
「
パ
ウ
ア
|
マ
イ

ス
タ
l
」
を
出
し
う
る
よ
う
な
「
家
」
が
複
数
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
③
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
(
城
塞
を
拠
点
に
強
盗
を
働
く
)
い
わ
ゆ
る

「
盗
賊
騎
士
」
の
現
行
犯
の
際
に
追
跡
に
加
わ
っ
て
お
り
(
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
五
)
、
当
然
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
で
起
き
た
現
行
犯
の
際

に
も
同
じ
役
割
を
果
た
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
④
一
方
、

(
6
)
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
が
い
か
な
る
身
分
に
属
し
、
あ
る
い
は
、

い
か
な
る
地
位
に
あ
る
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
か
を
考
え
る
(
直
接
の
)
手
が
か
り
は
、
一
・
五
五
・
一
の
ほ
か
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
て
右
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
御
批
判
・
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
凶
)
前
註

(
7
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
。
な
お
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
中
世
法
」
、
五
一
四
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
旧
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二

1
四。

(
附
)
こ
の
条
項
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
)
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
「
人
(
具
体
的
に
は
、
諸
侯
)
は
、
国
王
を
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

I
ン
に
関
す
る
、

お
よ
び
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
生
命
に
関
す
る
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ぶ
」
。
こ
れ
が
必
ず
し
も
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
権
を
も
含
む
と
は
限
ら
ず
、

む
し
ろ
(
少
な
く
と
も
主
に
)
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
三
・

2
乙・

(
2
)
で
改
め
て
後
述
す

る
が
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
五
五
頁
、
註
(
日
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
石
川
「
中
世
法
」
、
五
一
二
頁
で
は
、
こ
の
件
が
「
そ
れ
ゆ
え
(
第
一
の
手
で
あ
る
)
彼
(
皇
帝
H
国
王
)
は
(
第
二
の
手
で
あ
る
)
諸
侯
に
グ
ラ
l

フ
職
を
、
諸
侯
は
(
第
三
の
手
で
あ
る
)
グ
ラ
l
フ
た
ち
に
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
封
与
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
で
は
「
諸
侯

は
」
の
箇
所
に

5
2
2
の
語
は
な
く
、
形
式
上

F
O
(
H
r
g
o『
)
の
語
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
訳
と
し
て
は
本
文
の
よ
う
に
改
め
る
必

要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
す
ぐ
次
に
述
べ
る
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
-
一
一
(
そ
こ
に
は
「
第
四
の
手
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
)
と
の
つ
な
が
り
か
ら

言
っ
て
も
、
ま
た
、
前
節
(
五
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
(
世
俗
の
)
諸
侯
に
授
封
さ
れ
る
「
旗
レ

l
ン
」
の
中
に
は
「
特
別
な

(
H
あ
ら
か
じ
め
グ

ラ
l
フ
の
裁
判
権
・
裁
判
管
区
と
し
て
特
定
さ
れ
た
)
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
諸
侯
は
そ
れ
を
(
一
年
以
上
)
手
許
に
留
保
し
て

は
な
ら
ず
、
グ
ラ
l
フ
(
た
ち
)
に
(
又
)
授
封
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・

こ
か
ら
国
王
が
グ
ラ
l
フ
に
対
し
て
も
直
接
に
裁
判
権
レ
l
ン
を
授
封
す
る
の
が
原
則
、
と
い
う
帰
結
を
導
き
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
序
に
付
言
し
て
お
く
と
、
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
(
一
般
)
に
つ
い
て
は
、
「
旗
レ
l
ン
」
や
「
国
王
罰
令
権
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
明
示

告ム

長岡
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と凶制 (2) 

的
に
、
国
王
が
直
接
に
授
与
す
る
(
な
い
し
、
授
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
国
王
以
外
の
者
か
ら
受
領
し
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
規
定
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
裁
判
権
レ
l
ン
は
原
則
と
し
て
国
王
か
ら
諸
侯
へ
、
諸
侯
か
ら
グ
ラ
l
フ

へ
と
順
次
授
封
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
諸
侯
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
上
で
占
め
て
い
る
地
位
が

全
体
と
し
て
き
わ
め
て
影
の
薄
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、
幾
つ
か
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
(
諸
侯
を
抜
き
に
し
た
)
国
王
と

グ
ラ
l
フ
の
問
の
直
接
的
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
川
)
こ
の
点
(
特
に
こ
の
場
合
「
裁
判
官
」
を
「
グ
ラ
!
フ
」
と
解
す
べ
き
こ
と
)
に
つ
い
て
は
後
註
(
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
別
)
前
註
(
叩
)
を
参
照
。

(
即
)
加
5
5
の
一
語
は
、
「
序
詩

l
対
韻
句
形
の
|
」
の
一
一
箇
所
、
「
諸
侯
主
の
出
自
」
の
〔
一
〕
箇
所
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
一
・
、
〔
一
・
五
八
・

一
〕
、
〔
一
・
五
人
・
二
〕
(
一
一
回
)
、
一
・
七
一
(
一
一
一
回
)
、
二
・
二
、
二
・
二
了
六
、
三
・
五
二
・
二
、
=
7
六
一
・
一
、
三
・
六
回
・
四
、
三
-

六
四
・
五
、
三
・
六
四
・
六
、
三
・
八
一
・
一
、
レ

l
ン
法
七
一
・
二
に
、
ま
た
、
呪
え
お
さ
ま
た
は
伺

g
g忠
告
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
〔
一

五
八
・
二
〕
、
二
・
一
二
・
四
二
了
=
了
六
(
二
回
)
、
三
・
五
二
・
一
二
、
三
・
五
三
・
三
、
三
・
六
二
・
二
、
三
・
六
四
・
五
、
三
・
八
0

・

一
、
コ
一
・
八
一
-
一
(
一
一
一
回
)
、
レ
l
ン
法
七
一
・
三
に
現
れ
る
。

(
問
)
ユ
nzお
お
の
語
の
所
出
箇
所
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
L

、
註
(
印
)
(
た
だ
し
、
=
了
五
二
・
一
は
は
三
・
五
二
・
二
の
誤
り
)
、

mnユ
n
z
o

の
語
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
向
上
、
註

(3)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
の
箇
所
の
う
ち
、
同
じ
条
項
で
こ
れ
ら
の
語
と
互
換
的
に

m
B
a
な

い
し
加

s
g忠
告
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
」
や
「
参
審
員
」
(
R
8
m
)
の
語
が
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
ゴ
l
グ
ラ
l
フ

(
シ
ャ
フ
ト
)
と
の
上
下
(
な
い
し
「
審
級
」
)
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
や
帰
属
に
か
か
わ
る
場
合
、
国
王
罰
令
権
や
参
審
自

由
人
の
犯
罪
に
か
か
わ
る
場
合
、
そ
れ
に
、
問
。
ュ
n
z
o
の
語
が
「
裁
判
管
区
」
を
意
味
す
る
場
合
(
同
上
、
註
(
叫
)
を
参
照
)
も
、
(
少
な
く
と
も
)

大
部
分
立
n
F
8
5
や
個
目
立
n
z
s
の
語
が
も
っ
ぱ
ら
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
主
と
し
て
)
「
グ
ラ
l
フ
」
や
「
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
」
を
指
し
て
い

る
も
の
と
推
定
で
き
る
。

(
印
)
こ
れ
に
関
連
し
て
、
一
一
一
一
世
紀
後
半
の
補
遺
に
か
か
る
一
条
項
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
敷
~
灯
し
て
い
る
。
「
い
つ
で
あ
れ
グ
ラ
l
フ
が
ゴ

l

グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
や
っ
て
く
る
(
な
し
、
き
た
)
時
に
は
、
ゴ

l
グ
ラ
1
フ
の
裁
判
権
は
停
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
グ
ラ

l
フ
の
(
そ
れ
)
も
、
彼
の
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
国
王
が
や
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
彼
等
双
方

(
H
国
王
と
グ
ラ
l
フ
)
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い

る
時
に
は
(
停
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
)
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
八
・
二
)
。
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説

(
問
)
一
フ
ン
ト
法
の
一
条
項
(
一
ニ
・
三
四
・
こ
で
は
、
「
あ
る
裁
判
官
が
誰
か
を
地
方
的
追
放
に
処
し
、
そ
し
て
彼
の
地
方
的
追
放
を
も
っ
て
国
王
の

ア
ハ
ト
に
も
ち
こ
ん
だ
場
合
」
に
、
(
被
追
放
者
が
)
こ
の
ア
ハ
ト
お
よ
び
追
放
か
ら
自
分
を
引
き
戻
す
手
続

(
H
国
王
に
よ
る
平
和
の
付
与
)
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
条
項
も
、
本
文
で
述
べ
た
ラ
ン
ト
法
一
・
七
一
と
比
較
す
る
と
、
国
王
と
グ
ラ
l
ブ
の
直
接
的
関
係
に
か
か
わ
る
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
同
)
前
節
(
五
)
・

(
2
)
・
②
お
よ
び
、
前
註
(
即
)
で
述
べ
た
判
決
非
難
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
脈
絡
で
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
(
し
、
む
し
ろ

そ
う
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。

(
日
)
前
述
二
・
(
二
)
・

(
2
)
・
(
a
)
、
お
よ
び
、
二
・
(
回
)
・

(
3
)
・
(
b
)
を
参
照
。

(
日
)
い
わ
ば
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
条
項
に
先
行
す
る
ラ
ン
ト
法
=
了
八
0

・
一
は
、
相
続
人
不
存
在
の
場
合
、
(
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
と
同
格
の
)

ビ
l
ア
ゲ
ル
デ
が
遺
し
た
三
フ

l
フ
エ
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
ア
イ
ゲ
ン
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
に
、
誰
か
ら
で
あ
れ
一
二
O
フ
l
フ
ェ
ま
た
は
そ

れ
以
下
の
ア
イ
ゲ
ン
が
遣
さ
れ
れ
ば
グ
ラ
l
フ
職
に
、
三
O
フ
l
フ
ェ
以
上
の
ア
イ
ゲ
ン
が
遺
さ
れ
れ
ば
国
王
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
趣
旨
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
七
頁
を
参
照
)
。
三
・
八
一
・
一
は
、
こ
れ
を
承
け
て
、
解
放
さ
れ
て
参
審
員
と
な
っ
た
ラ
イ
ヒ
の

家
人
に
与
え
る
べ
き
ア
イ
ゲ
ン
を
「
グ
ラ

i
フ
シ
ャ
フ
ト
の

(
H
グ
ラ
l
フ
職
に
属
す
る
)
所
領
」
に
求
め
う
る
理
由
を
、
「
参
審
員
た
ち
か
ら

(
相
続
人
な
し
に
)
遺
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
は
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト

(
H
グ
ラ
l
フ
職
)
に
帰
属
し
て
い
る
」
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
。
な
お
、
相

続
人
不
存
在
の
場
合
に
ア
イ
ゲ
ン
が
帰
属
す
る
先
に
(
も
)
「
諸
侯
」
が
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i

ゲ
ル
に
明
示
的
に
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
、
(
家
人
が
「
内
部
ア
イ
ゲ
ン
」
を
も
っ
場
合
を
除
く
と
)
、
参
審
自
由
人
と
プ
フ

レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
、
そ
れ
と
同
格
の
ピ
l
ア
ゲ
ル
デ
)
の
両
身
分
に
限
ら
れ
、
諸
侯
(
お
よ
び
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
)
に
つ
い
て
は
そ
の
点
に

関
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
で
」
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
一
一
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
問
)
な
お
、
二
・
(
四
)
・

(
3
)
・
(a)
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
王
は
「
レ
ガ

l
リ
ア
」
に
関
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も

次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。
「
国
王
が
ラ
イ
ヒ
の
中
で
い
ず
れ
の
都
市
に
や
っ
て
き
て
も
、
そ
こ
で
鋳
貨
お
よ
び
関
税
(
の
権
利
)
は
彼
に
と
っ

て
自
由
に
な
る

(
H
彼
の
手
許
に
民
主
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
0

・
二
|
前
註
(
問
)
に
も
引
用
)
。
ま
た
、
市
場
や
造
幣
所
を
設
け
る
た
め
に
は
、

(
そ
れ
が
所
在
す
る
裁
判
管
区
の
)
裁
判
官
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
国
王
は
自
ら
の
同
意
を
証
明
す
る
た
め
に
そ
こ
へ
手
袋
を
送
る
(
同
二
・

二
六
・
四
)
。
た
だ
し
、
こ
の
「
レ
ガ

l
リ
ア
」
に
か
か
わ
る
事
例
は
「
国
王
が
都
市
に
や
っ
て
き
た
」
場
合
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ

に
現
れ
る
「
裁
判
官
」
を
「
グ
ラ
l
フ
」
と
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
m
m
)

を
も
参
照

吾ム
μ岡
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さ
れ
た
い
。

(
国
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
制
」
(
ラ
ン
ト
法
一
-
一
一
了
二
)
で
「
世
俗
諸
侯
」
の
次
に
位
す
る
の
は
(
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
)

「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
(
グ
ラ
l
フ
か
ら
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
る
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
、
(
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
)

「
参
審
自
由
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
(
ラ
ン
ト
法
一
一
了
五
四
・
ず
乞
参
照
)
、
(
そ
の
主
君
で
(
も
)
あ
る
)
グ
ラ
!
フ
は
(
一
般
的
に
は
)

「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
の
身
分
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
。
(
世
俗
)
諸
侯
の
法
廷
に
は
、
そ
の
「
諸
侯
領
」
内
の
(
グ
ラ
i
フ
を
も
含
む
)
「
フ
ラ

イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
が
参
延
義
務
・
裁
判
籍
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
の
犯
罪
は
こ
の
法
廷
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば

裁
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
こ
う
し
た
問
題
は
、
諸
侯
の
も
つ
べ
き
「
大
公
類
似
の
(
な
い
し
、
大
公
と
同
等
の
)
地
位
」
に

と
っ
て
そ
の
死
活
を
制
す
る
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
が

3
4
E
g「唱
P
ω
-
C

∞
凶
】
由
時
)
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
|
ゲ
ル
は
そ
れ
に
つ
い
て
(
そ
も
そ
も

「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
の
身
分
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
)
ま
っ
た
く
黙
し
て
語
ら
な
い
(
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
三
頁
を
参
照
)
0

そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
中
で
諸
侯
が
占
め
る
地
位
に
つ
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
文
言
を
忠
実
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
、
(
形
式

論
理
的
に
は
)
次
の
よ
う
な
問
題
さ
え
生
じ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

二
・
(
五
)
・

(
1
)
の
末
尾
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
侯
の
犯
罪
は
(
現
行
犯
の
場
合
を
除
き
)
(
国
王
の
)
「
宮
廷
裁
判
所
」
に
お
い
て
(
の
み
)

裁
く
こ
と
が
で
き
る
(
ラ
ン
ト
法
二
了
六
四
・
二
。
こ
の
「
宮
廷
裁
判
所
」
は
、
前
註
(
印
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
上
の
事
案
を
扱

う
場
合
と
同
じ
く
、
国
王
と
諸
侯
(
の
み
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
国
王
が
裁
判
官
と
し
て
そ
れ
を
召
集
・
主
宰
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ラ

ン
ト
法
」
の
一
条
項

2
7
五
二
・
一
一
一
)
に
よ
れ
ば
(
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
法
廷
で
は
)
、
「
皇
帝
」
(
正
し
く
は
国
王
)
自
身
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は

王
宮
伯
が
裁
判
官
と
な
り
、
ま
た
、
グ
ラ
1
フ
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
、
辺
境
伯
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
(
お
そ
ら
く

そ
の
家
臣
で
あ
る
城
塞
伯

(FORE明
R
5
H
E
a
qえ
)
が
裁
判
宮
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
王
お
よ
び
グ
ラ
l
フ
(
そ
れ
に
辺
境
伯
)
に
つ
い
て
は
、

裁
判
官
自
身
が
(
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
を
も
含
め
て
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
裁
判
所
に
裁
判
籍
を
有
し
、
レ
ー
ン
法
上
裁
判
官

の
家
臣
で
あ
る
者
の
一
人
が
代
わ
っ
て
裁
判
官
に
な
る
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
(
辺
境
伯
を
除
く
、
世
俗
の
)
諸
侯

一
般
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
原
則
が
テ
キ
ス
ト
に
は
姿
を
見
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
(
形
式
論
理
的
に
は
)
も
し
(
辺
境
伯
を
除
く
)
諸
侯
が
自

分
の
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
る
と
、
事
案
は
(
先
に
述
べ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
六
回
・
一
に
従
い
)
い
わ
ば
自
動
的
に
(
国
王
の
)
「
宮
廷
裁
判
所
」

に
も
ち
こ
ま
れ
る
。
ラ
ン
ト
法
三
・
六
回
・
一
の
規
定
は
も
と
も
と
諸
侯
の
権
利
・
地
位
を
守
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
推
定
さ

れ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
(
辺
境
伯
を
除
く
)
諸
侯
は
、
特
に
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
、
常
に
(
自
分
の
主
君
で
も
あ
る
)
国
王
の

北法50(4・173)849
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扇岡

「
宮
廷
裁
判
所
」
に
召
喚
さ
れ
そ
こ
で
裁
か
れ
る
の
に
、
(
自
分
の
家
闘
で
あ
る
)
グ
ラ
l
フ
が
(
犯
罪
を
犯
し
て
)
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
れ
を

裁
く
立
場
に
は
な
い
、
と
い
う
(
い
か
に
も
奇
妙
な
)
帰
結
が
避
け
難
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ

ン
ト
法
」
と
「
レ

l
ン
法
」
間
に
見
ら
れ
る
組
蹄
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
即
)
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
一
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刷
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
の
「
領
邦
君
主
権
」
観
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
同
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(川

)
m
g
-
E円
。
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
三
、
一
・
五
九
・
二
(
二
回
)
、
二
・
二
二
・
一
、
二
・
二
二
・
二
、
三
・
一
八
・
一
、
三
・
四
五
・

四
、
三
・
五
二
・
三
(
三
回
)
、
三
・
六
一
・
一
、
三
・
六
一
・
二
、
三
・
六
回
・
入
、
レ

i
ン
法
七
一
・
二
で
、
ま
た
、
田
口
巳

E
E
B
(
H

WEE-径
四

5
2
5こ
の
語
は
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
、
三
・
五
了
三
、
三
・
八
0
・
一
、
レ

l
ン
法
七
一
・
二
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
出
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
の
(
法
廷
)

譲
渡
に
関
す
る
条
項
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
一
l
|
石
川
「
法
の
生
成
」

5
、
を
参
昭
…
)
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
(
相
続
人
の
承
諾
を
え
た
上
で
)
グ
ラ
l

フ
の
正
規

(
H
定
例
)
の
裁
判
集
会
で
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に
裁
判
籍
を
も
た
な
い
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お

よ
び
ピ
1
ア
ゲ
ル
デ
)
は
ア
イ
ゲ
ン
の
(
法
廷
)
譲
渡
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
を
も
含
め
て
(
問
題
・
論
議
の
多
い
)
プ
フ

レ
ー
ク
ハ
フ
テ
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
〉
ロ
・
耳
庁
事
基
0

・
5
一E
N
0・∞色

-
P
S
コ
出
問
(
〈
出
・
叶
回
目
玄
開
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
二
の
「
邦
訳
」
は
、
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
も
し
く
は
フ
ロ

l
ン
ボ

l
テ
も
し
く
は
参
審
自
由
人
を
も
っ
て
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
箇
書
、
原
文
は

E
円
a
g
R
8
2
で
あ
り
、
当
然
「
参
審
員
」
と
訳
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル

に
お
け
る
「
参
審
自
由
人
」
と
「
参
審
員
」
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
九
七
頁
、
註
(
引
)
で
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。

(
山
川
)
な
お
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
な
、
あ
る
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
が
幾
つ
か
の
シ
ユ
ル
ハ
イ
ス
の
裁
判
管
区
に
分
か
れ
て
い

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
一
人
(
だ
け
い
て
、
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
ピ
i
ア
ゲ
ル
デ
)
に
つ

い
て
管
轄
権
を
も
っ
て
)
い
た
、
と
い
う
推
定
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
ピ

1
ア
ゲ
ル
デ
(
お
よ
び
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
)
が
シ
ユ
ル
ト
ハ

イ
ス
に
支
払
う
罰
金
は
八
シ
リ
ン
グ
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
八
)
か
ら
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
(
国
王
罰
令
権
を
も
た
ず
)
そ
の

裁
判
集
会
を
「
国
王
罰
令
権
」
な
し
に
開
催
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(邸

)
m
G
5
5
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
六
、
一
・
五
七
、
〔
向
上
〕
、
〔
一
・
五
八
・
二
〕
(
二
回
)
、
一
・
七
一
、

三
・
六
回
・
一

O
、
〔
ご
一
・
八
六
・
二
〕
に
、
問
。
忠
告
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
七
二
と
〔
一
一
了
八
七
・
二
〕
に
、
ほ
か
に

m
a
g
m
(ゴ
i
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グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
)
の
語
が
ラ
ン
ト
法
士
一
了
九
一
・
ニ
に
現
れ
る
。

(
胤
)
こ
の
条
項
中
の
〈
。
-mm
の
語
の
意
味
、
お
よ
び
、
ゴ

l
グ
ラ
!
フ
職
の
(
又
)
授
封
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
W
)
を
、
ま
た
、
ゴ

l
グ

ラ
l
フ
に
選
ば
れ
る
者
の
身
分
(
や
地
位
)
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
一
は
、
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
同
じ
よ
う
に
グ
ラ
l
フ
も
彼
の
地
方
的
追
放
を
(
国
王
の
前
で
一
証
言
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
を
)
も
っ
て
国
王
の
ア
ハ
ト
を
獲
得
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
条
項
も
あ
る
。
「
人
は
な
ん
ぴ
と
を
も
、
あ
る

地
方
的
追
放
を
も
っ
て
(
H
そ
の
者
が
あ
る
裁
判
管
区
で
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
を
も
っ
て
て
他
の
裁
判
管
区
に
お
い
て
(
も
)
有
責

(
H
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
)
と
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
誰
し
も
最
上
級
の
裁
判
管
区
に
お
い
て
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
(
な
い
し
、

処
せ
ら
れ
た
)
者
は
、
そ
の
裁
判
管
区
に
属
す
る
す
べ
て
の
(
下
級
の
)
の
裁
判
管
区
に
お
い
て
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
誰
し
も
下
級
の
裁
判
管
区
に
お
い
て
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
上
級
の
裁
判
管
区
に
お
い
て
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
こ

と
に
な
ら
な
い
。
彼
が
そ
こ
へ
正
規
に
(
H
正
規
の
手
続
を
も
っ
て
、
前
出
・
ラ
ン
ト
法
一
・
七
一
を
参
照
)
持
ち
こ
ま
れ
な
い
限
り
」
(
ラ
ン
ト
法
二
了

二
四
・
一
ー
ー
な
お
、
こ
の
条
項
の
「
邦
訳
」
は
右
こ
の
よ
う
に
改
め
た
い
)
。

(
揃
)
な
お
、
「
窃
盗
ま
た
は
強
盗
(
の
現
行
犯
人
)
が
一
日
と
一
夜
以
内
に
服
罪
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
そ
れ
(
H
こ
の
事
案
)

に
つ
い
て
そ
れ
か
ら
先
い
か
な
る
裁
判
権
を
も
も
た
ず
、
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
(
H
グ
ラ
I
フ
)
が
そ
れ
を
裁
く
べ
き
で
あ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
-

五
七
)
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
が
(
あ
ら
か
じ
め
)
一
定
の
任
期
を
定
め
て
選
ば
れ
な
い
で
現
行
犯
の
際
に
そ
の
都
度
選
ば
れ
る

場
合
に
は
、
日
常
的
に
は
、
グ
ラ

i
フ
自
身
は
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
を
「
下
僚
」
と
し
て
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
う
し
た
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ

ト
(
あ
る
い
は
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
構
成
す
る
村
々
)
を
直
接
に
所
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
に
は
一
つ
の
空
隙
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
具
体
的

に
は
、
こ
の
場
合
、
ゴ

l
グ
ラ
i
フ
の
裁
判
集
会
は
(
六
週
毎
に
)
間
開
催
さ
れ
機
能
し
え
た
の
か
、
ま
た
(
そ
れ
が
開
催
さ
れ
ず
ま
た
は
機
能
し
な
か
っ
た

場
合
)
、
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
犯
罪
に
つ
い
て
も
っ
と
限
ら
れ
た
権
限
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
)
バ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
は
村
内
で
起
き
た
犯
罪
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
始
末
を
つ
け
た
の
か
、
そ
れ
を
上
級
の
裁
判
所
で
弾
訴
し
な
く
て
も
良
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
ど
の
裁
判
所
で
弾
訴
し
た
の
か
、

と
い
っ
た
疑
問
が
次
々
と
生
じ
る
)
0

(
附
)
な
お
、
ゴ

1
グ
ラ

i
フ
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
は
、
(
ラ
ン
ト
民
の
選
択
に
応
じ
て
)
六
プ
7

エ
ニ
ヒ

(
H
二
分
の
-
シ
リ
ン
グ
)
ま
た
は
一
シ
リ
ン

グ
(
と
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
の
八
分
の
一
な
い
し
一
六
分
の
一
、
改
め
て
後
述
す
る
(
一
般
の
)
フ
ォ
ー
ク
ト
に
支
弘
わ
れ
る
そ
れ
さ
一
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ロ岡 説

シ
リ
ン
グ
)
と
く
ら
べ
て
も
、
そ
の
三
分
の
一
な
い
し
六
分
の
こ
に
す
ぎ
な
い
。

(m)
た
だ
し
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
が
現
行
犯
が
生
じ
た
際
に
そ
の
都
度
選
ば
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
附
)

(
山
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
も
、
前
註
(
釘
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
た
だ
し
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
八
・
一
〕
で
は
、
「
し
か
し
、
人

(
H
ラ
ン
ト
民
)
が
誰
か
を
長
い
期
間
に
つ
い
て
(
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
に
)
選
ん

マ

ル

ク

だ
場
合
、
そ
の
者
に
グ
ラ
l
フ
ま
た
は
辺
境
伯
が
(
ゴ
I
グ
ラ
i
ブ
職
を
)
授
封
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
(
辺
境
領
に
つ
い
て
は
)

マ

ル

「
辺
境
伯
」
が
直
接
「
ゴ

i
グ
ラ
l
フ
職
」
を
授
封
し
た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
本
章
(
五
)
・

(
3
)
・
②
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
辺
境

領
に
は
「
特
別
な
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
が
含
ま
れ
る
し
、
ま
た
、
グ
ラ
l
フ
が
(
そ
の
特
別
な
)
「
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
を
辺
境
伯
か
ら
受

領
す
る
場
合
も
あ
り
、
「
辺
境
伯
」
は
一
方
で
は
「
グ
ラ
l
フ
」
と
、
他
方
で
は
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
直
接
に
(
裁
判
権
を
レ
l
ン
財

と
す
る
)
主
従
関
係
を
結
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
「
辺
境
伯
」
と
「
グ
ラ
l
フ
」
や
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
の
問
の
関
係
、

マ

ル

ク

あ
る
い
は
、
辺
境
領
に
お
け
る
「
グ
ラ
l
フ
」
と
「
ゴ

l
グ
ラ
l
ブ
」
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
か
ら

は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
判
ら
な
い
。

(
閃
)
な
お
、
後
代
の
補
遺
は
、
前
註
(
削
)
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
五
七
の
末
尾
に
、
「
こ
れ
は
、
人

(
H
ラ
ン
ト
民
)
が
現
行
犯
と
し
て
生
じ

た
犯
罪
を
同
じ

(
H
そ
の
)
日
(
の
う
ち
)
に
裁
く
た
め
に
選
ぶ
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
」
、
と
い
う
一
文
を
追
加

し
た
上
で
、
前
註
(
山
)
で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
八
・
ニ
の
末
尾
で
、
「
そ
の
者

(
H
授
封
さ
れ
た
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
)
は
ま
た
一
夜
を

越
え
た
犯
罪
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
へ
の
裁
判
権
レ

l
ン
の
授
封
が
「
原
則
」
に
な
れ
ば
、

前
註
(
附
)
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
に
お
け
る
「
空
隙
」
の
問
題
は
(
原
則
と
し
て
)
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
新
た
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
「
身
分
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

前
出

(
5
)
で
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
(
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
)
裁
判
権
レ
l
ン
を
受
領
で
き
る

の
は
「
参
審
自
由
人
」
に
限
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
l
ン
法
H

「へ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
の
原
則
か
ら
言
っ
て
も
、
お
よ
そ
あ
る
主
君
の

家
臣
に
な
っ
て
レ

l
ン
を
受
領
す
る
に
は
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」

(
H
レ
l
ン
能
力
)
を
も
つ
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
新
し
い
テ
キ
ス
ト
で
は
、
ゴ
ー

グ
ラ
l
フ
の
主
君
と
し
て
現
れ
る
グ
ラ
l
フ
は
(
大
部
分
)
(
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
)
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
に
属
し
て
い
た
(
と
推
定
さ
れ
る
)

か
ら
、
(
グ
ラ
l
フ
か
ら
授
封
さ
れ
た
)
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
、
へ

i
ル
シ
ル
ト
制
の
上
で
は
、
(
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
)
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
の
家
臣
」

や
「
参
審
自
由
人
」
と
肩
を
並
べ
る
存
在
で
あ
っ
て
も
お
か
じ
く
な
い
。
し
か
し
、
補
遣
の
手
は
そ
こ
ま
で
は
及
ん
で
お
ら
ず
、
テ
キ
ス
ト
の
文
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。



ザクセンシュピーゲルにおけるレーンi去といl制(2) 

言
上
、
(
授
封
さ
れ
た
そ
れ
は
含
め
た
)
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
は
、
前
註
(
附
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
(
「
参
審
自
由
人
」
で
あ
る
シ
ユ

ル
ト
ハ
イ
ス
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
)
二
分
の
一
シ
リ
ン
グ
と
い
う
金
額
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ゴ
!
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
の
「
封
建
化
」
は
当
然
、
「
人
は
(
旗
レ

l
ン
に
属
す
る
特
別
な
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
を
除
き
)
い
か
な

る
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
を
も
分
割
し
て
は
な
ら
な
ら
ず
、
そ
れ
を
封
与
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
さ
ら
に
封
与

(
H
又
授

封
)
し
で
は
な
ら
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
コ
了
一
三
、
と
い
う
原
則
に
抵
触
す
る
、
と
い
う
問
題
を
胎
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三

般
に
は
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
と
さ
れ
て
い
る
)
(
国
王
罰
令
権
の
国
王
に
よ
る
直
接
授
与
の
原
則
を
扱
っ
た
)
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
が
す
で
に
、
ラ

ン
ト
法
三
・
六
四
・
五
に
、
「
グ
ラ

i
フ
が
彼
の
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
一
部
を
、
ま
た
は
フ
ォ
ー
ク
ト
が
彼
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
(
一
部
を
)

封
与
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
に
反
す
る

(
H
違
法
で
あ
る
)

O

(

グ
ラ

1
7ン
ャ
フ
ト
ま
た
は
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
一
部
を
)
封
与
さ
れ
た
者
(
な
い
し
、

家
臣
)
は
、
そ
れ
(
グ
ラ

1
7ン
ヤ
フ
ト
・
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
一
部
)
に
関
し
て
、
い
か
な
る
国
王
の
罰
令
権
を
も
も
っ
(
あ
る
い
は
、
受
領
す
る
)

こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
補
足
を
施
し
、
い
わ
ば
「
裁
判
権
(
レ

l
ン
)
」
と
「
国
王
罰
令
権
」
を
す
り
か
え
、
グ
ラ

l
フ
や
フ
ォ
ー
ク
ト
に
よ

る
「
裁
判
権
(
レ
l
ン
)
」
の
分
割
・
又
授
封
は
国
王
罰
令
権
の
授
与
を
伴
わ
な
い
限
り
容
認
す
る
、
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
同
じ
条
項
の
(
国
王
は
、
適
法
に
は
、
裁
判
権
を
封
与
さ
れ
て
い
る
者
に
罰
令
権
の
授
与
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
、
と
す
る
件
の
)
「
裁
判
権
」

の
語
に
付
さ
れ
た
「
国
王
の
罰
令
権
が
そ
れ
に
属
す
る
」
と
い
う
後
代
の
補
遺
も
こ
れ
と
同
じ
方
向
に
働
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
グ
ラ
l
フ
に
よ
る
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
対
す
る
裁
判
権
の
授
封
が
ご
定
程
度
)
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
日
)
こ
こ
で
、
前
項

(
5
)
の
末
尾
で
指
摘
し
た
問
題
に
立
ち
戻
る
と
、
ま
ず
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
裁
判
権
レ

l
ン
H

ラ
ン
ト

法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
が
、
グ
ラ
l
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
↓
ゴ

l
グ
ラ

1
フ
↓
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
と
い
う
単
一
の
系
列
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
グ
ラ
l
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
、
グ
ラ
l
フ
↓
ゴ

1
グ
ラ

l
フ
↓
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
ー
と
い
う
二
本
建
の
系
列
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
本
項

(6)
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
グ
ラ
!
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
系
列
、

あ
る
い
は
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
(
職
)
そ
の
も
の
は
、
裁
判
権
レ

l
ン
の
系
列
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
現
在
の
私
見
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
て
お
き
た
い
。

シ
ユ
ル
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会
に
は
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
、
そ
れ
と
同
格
の
ピ
l
ア
ゲ
ル
デ

1
|
以
下
に
お
い
て
は
省
略
す
る
)
が
参
廷
義

務
(
お
よ
び
裁
判
籍
)
を
も
っ
て
い
る
が
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
(
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
と
は
異
な
り
)
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
も
必
ず
参
画
し
、
そ

こ
で
一
定
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
こ
の
点
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
フ
ロ

l
ン
ボ

l
テ
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
が
、

1ヒ法50(4・177)853
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フ
ロ

l
ン
ボ

l
テ
の
方
は
さ
ら
に
グ
ラ
l
フ
裁
判
所
の
い
わ
ば
「
執
達
吏
」
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
グ
ラ
l
フ
(
裁
判

所
)
と
の
深
い
関
係
を
考
え
る
と
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
明
示
の
記
述
は
な
い
が
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
を
国
王
領
(
H
王

領
地
)
の
耕
作
や
森
林
の
開
墾
に
従
事
し
(
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
者
の
後
喬
で
あ
っ
て
)
そ
れ
を
通
じ
て
国
王
や
グ
ラ
l
フ
と
特
別
な
関
係
(
な
い

し
、
そ
の
特
別
な
保
護
下
)
に
あ
っ
た
者
と
見
る
見
解
が
有
力
な
こ
と

(
E
z
a
E『

F
P
E
0
・
)
も
首
肯
で
き
る
(
因
み
に
、
前
註
(
印
)
で
ア
イ

ゲ
ン
の
譲
渡
に
関
す
る
問
題
も
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
説
明
が
つ
く
、
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち

入
ら
な
い
)
。
そ
こ
で
、
仮
に
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
が
そ
う
し
た
意
味
で
国
王
・
グ
ラ

l
フ
と
特
別
な
関
係
に
あ
っ
た
と
前
提
す
れ
ば
、

お

E
E
E
g
は
、
(
ゴ

l
グ
ラ

1
7ン
ヤ
フ
ト
と
は
異
な
り
)
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
下
部
区
分
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
あ
る
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ

ト
の
中
に
一
つ
し
か
な
い
官
職
で
あ
っ
て
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
い
わ
ば
グ
ラ
l
フ
の
「
補
佐
役
」
を
つ
と
め
る
一
方
、
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト

内
に
住
む
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
と
い
う
国
王
・
グ
ラ
l
フ
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
身
分
)
に
対
し
固
有
の
管
轄
権
を
も
っ
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
必
ず
シ
ユ
ル
ハ
イ
ス

(
少
な
く
と
も
一
人
)
と
(
そ
こ
に
参
廷
義
務
・
裁
判
権
を
も
っ
)
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
(
国
王
領

や
森
林
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
)
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
や
(
そ
れ
を
管
轄
す
る
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
す
べ
て
の
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
存
在
し

(
え
)
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
私
は
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
も
、
(
現
実
に
は
お
そ
ら
く
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
)

シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
(
職
)
や
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
を
(
そ
れ
自
身
も
凶
王
と
強
い
結
び
つ
き
を
も
ち
な
が
ら
、
一
見
、
遍
在
的
に
見
え
る
)
グ
ラ

l
フ

シ
ャ
フ
ト
(
あ
る
い
は
、
グ
ラ
l
フ
裁
判
所
)
と
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
を
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
制
度
の
中
心
に
す
え
た
点
に
、
同
書
の
ラ
ン
ト
法

(
上
の
裁
判
権
)
の
「
理
想
像
」
的
性
格
を
認
め
た
い
と
、
思
っ
て
い
る
。

ヘ

レ

μ

(川

)
g明
白
円
の
語
は
〔
諸
侯
主
の
出
自
〕
、
-
ブ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
四
、
三
・
六
四
・
五
(
ド
イ
ツ
法
第
二
版
)
、
三
・
六
四
・
九
に
、
ほ
か
に

ヘ

レ

J

E
S
5間四円
(
H
U
O
B
g
m円
)
の
語
が
〔
諸
侯
主
の
出
自
〕
に
、
〈
O
明
白
昼
口
開
(
H
〈

aa-ロ
伺
)
の
語
が
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
に
、
ま
た
、
〈
。
開
明
仏
国
向

(
H
〈

a
S
F
)
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
五
・
二
、
〔
一
・
五
九
・
二
、
三
・
六
四
・
五
(
ド
イ
ツ
語
第
一
一
版
)
に
現
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う

ち
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
五
・
二
の
〈
謁
包
芯
は
、
地
下
埋
蔵
物
に
対
す
る
土
地
の
持
主
の
権
利
に
か
か
わ
る
用
例
な
の
で
、
(
「
邦
訳
」
、
八
一
頁
、
註

(
1
)
参
照
)
、
本
稿
で
の
考
察
か
ら
は
除
外
す
る
。

(
川
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
フ
ォ
ー
ク
ト
(
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
)
の
「
上
司
」
(
あ
る
い
は
、
上
級
区
分
)
と
し
て
「
グ
ラ

l
フ

(
シ
ャ
フ
ト
)
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
フ
ォ

l

ゴ6.
両岡
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ク
ト
(
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
)
」
を
「
教
会
守
護
(
権
こ
と
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
(
一
見
偏
在
的
に

見
え
る
)
「
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
」
の
存
在
が
(
少
な
く
と
も
主
に
)
「
世
俗
領
」
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
問
)
二
・
(
五
)
・

(
4
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
前
註
(
日
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
件
は
後
代
の
補
遣
に
か
か
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
行
論
に
と
っ
て
は
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
も
結
論

は
変
わ
ら
な
い
。

(
問
)
こ
の
こ
と
は
、
文
言
上
は
、
「
旗
レ
l
ン
に
属
す
る
特
別
な
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
の
ほ
か
は
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
の
分
割
・
(
又
)
授
封

を
禁
じ
た
原
則
(
ラ
ン
ト
法
=
了
五
二
了
一
二
)
に
抵
触
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
が
国
王
罰
令
権

を
国
王
自
身
か
ら
(
直
接
に
)
受
領
し
て
い
る
こ
と
は
(
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
に
も
)
明
記
さ
れ
て
い
る
(
同
三
・
六
回
・
四
)
し
、
「
ド
イ
ツ
語

第
二
版
」
で
は
、
そ
の
直
後
の
条
項
(
同
三
・
六
四
・
五
)
に
、
「
グ
ラ
l
フ
が
彼
の
グ
ラ

i
フ
シ
ャ
フ
ト
の
一
部
を
」
(
又
)
授
封
す
る
こ
と

と
並
ん
で
、
「
フ
ォ
ー
ク
ト
が
彼
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
(
一
部
こ
を
そ
う
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
、
と
補
足
さ
れ
て
い
る
(
前
註

(m)
を
参

照
)
か
ら
、
こ
の
「
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
」
が
「
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
と
同
列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
=
一
の

よ
う
に
「
原
則
」
を
一
般
的
な
形
で
述
べ
た
条
項
に
お
い
て
は
、
(
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
と
同
格
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
」
も
「
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
削
)
前
註
(
問
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
と
こ
ろ
で
、
こ
の
(
一
般
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
は
誰
か
ら
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
フ
ォ

l

ク
ト
」
・
「
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
」
が
教
会
領
に
か
か
わ
る
と
い
う
前
提
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
(
「
司
教
」
な
ど
)
「
教
会

諸
侯
」
自
身
か
ら
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
し
か
し
、
「
教
会
諸
侯
」
自
身
は
流
血
裁
判
権
を
行
使
で
き
ず
、
「
フ
ォ
ー

ク
ト
」
も
国
王
罰
令
権
を
も
た
な
い
か
ら
、
当
該
教
会
領
で
生
じ
た
ア
イ
ゲ
ン
を
め
ぐ
る
訴
え
や
参
審
自
由
人
の
犯
罪
は
裁
く
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
教
会
諸
侯
」
か
ら
ま
ず
(
い
わ
ば
上
級
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に

対
し
て
、
当
該
教
会
諸
侯
領
全
域
に
わ
た
る
流
血
裁
判
権
が
授
封
さ
れ
(
さ
ら
に
国
王
か
ら
直
接
に
罰
令
権
が
授
与
さ
れ
)
た
上
で
、
こ
の
(
国
王

罰
令
権
を
も
っ
、
上
級
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
か
ら
流
血
裁
判
権
(
だ
け
)
が
二
般
の
)
「
フ
ォ
ー
ク
ト
」
に
授
封
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
権
レ
l
ン
が
国
王
↓
教
界
諸
侯
↓
(
上
級
の
)
フ
ォ
ー
ク
ト
↓
(
一
般
の
)
フ
ォ
ー
ク
ト
と
「
第
四
の
手
」
ま
で
渡
る
こ

北法50(4・179)855



説

と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
(
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
だ
け
を
例
外
に
)
「
第
四
の
手
」
に
渡
る
こ
と
を
禁
じ
た
原
則
(
ラ
ン

ト
法
三
・
五
二
・
一
二
)
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
問
題
は
ゴ

l
グ
ラ
i
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
の
「
封
建
化
」
に
つ
い
て
も
生
ぜ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
(
特
に
後
代
の
補
遺
が
)
こ
の
抵
触
を
い
か
に
し
て
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)(特
に
そ
の

最
後
に
述
べ
た
こ
と
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
前
註
(
印
)
で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
の
後
代
の
補
遺

(
H
「
一
つ
の
フ
ォ
ー
ク

タ
イ
の
中
に
は
国
王
の
罰
令
権
は
一
つ
し
か
あ
り
え
な
い
」

|
l
特
に
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
こ
と
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
)
も
、
こ
の
よ
う
な
想

定
に
よ
っ
て
良
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(凶

)
Z
5
2
2
の
語
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
〔
一
・
二
三
・
二
〕
、
〔
一
・
六
八
・
二
〕
、
二
・
二
二
・
一
、
二
・
二
三
・
二
、
二
・
五
五
、

二
・
七
一
・
五
、
三
・
五
六
・
三
、
三
・
六
四
・
一
一
、
〔
一
一
了
八
六
・
一
〕
(
四
回
)
、
〔
三
・
八
六
・
一
己
、
レ
ー
ン
法
七
七
で
、
ま
た
、

Z
5
2
2
2芝
H
E
5
5
3
5
5
C
の
語
は
レ

l
ン
法
七
七
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
問
)
な
お
、
「
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ

l
」
に
支
払
わ
れ
る
罰
金
は
六
プ
フ
エ
ニ
ヒ

(
H
二
分
の
一
シ
リ
ン
グ
)
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
罰
金
お
よ
び

(
本
文
で
述
べ
た
)
三
シ
リ
ン
グ
の
「
換
刑
噴
罰
金
」
は
、
「
農
民
(
な
い
し
、
村
民
)
皆
の
飲
み
代
に
な
る
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
一

O
)
。

(
胤
)
た
だ
し
、
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
で
は
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
」
は
三
シ
リ
ン
グ
よ
り
も
高
額
の
金
銭
、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
動
産
(
の

窃
盗
)
に
つ
い
て
、
も
っ
と
重
い
刑
罰
を
も
っ
て
裁
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
(
同
二
・
一
三
・
二
て
さ
ら
に
(
も
っ
と
)
後
代
の
補
選
(
同
一

六
八
・
二
)
に
よ
れ
ば
、
「
軽
傷
害
」
(
脹
れ
る
ほ
ど
打
ち
、
あ
る
い
は
、
肉
に
達
す
る
傷
な
し
に
(
た
と
え
ば
鼻
血
を
)
出
血
さ
せ
た
場
合
)
に
つ
い
て

も
裁
判
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
印
刷
)
後
代
の
補
選
に
か
か
る
条
項
に
よ
れ
ば
、
「
パ
ウ
ア

i
マ
イ
ス
タ
i
」
は
、
さ
ら
に
「
村
民
仲
間
の
共
有
地
」
の
不
法
占
拠
に
つ
い
て
も
管
轄

権
を
も
っ
て
い
る
が
(
ラ
ン
ト
法
三
・
八
六
・
二
、
こ
の
不
法
占
拠
が
他
の
村
落
団
体
に
も
及
ぶ
事
例
を
通
じ
て
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」

の
「
上
司
」
は
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
で
あ
る
こ
と
が
(
改
め
て
)
確
認
さ
れ
る
(
問
三
・
八
六
・
二
)
(
「
邦
訳
」
三
四
九
頁
、
上
段
)
。

(
邸
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
五
。

(
間
)
「
彼

(
H
フ
ロ

l
ン
ボ
l
テ
)
は
、
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
を
除
き
、
い
ず
れ
の
村
か
ら
も
一
人
の
者
に
、
(
上
級
の
裁
判
官
の
)
裁
判
集
会
(
に

参
集
す
る
義
務
)
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
六
・
一
二
)
。
な
お
、
(
こ
の
条
項
を
含
め
)
以
上
に
「
上
級
の
裁
判
官
」
と
言
っ

て
き
た
の
は
、
一
般
的
に
は
(
直
上
の
「
上
司
」
で
あ
る
)
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
条
項
に
関
し
て
は
、
(
前
註

(
問
)
で
述
べ
た
)
グ
ラ

l
フ
と
フ
ロ

l
ン
ボ

l
テ
の
(
特
別
な
)
関
係
を
考
え
る
と
、
「
グ
ラ

i
フ
」
を
指
す
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

z乙、

旬開
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(
別
)
前
註
(
巾
)
で
も
触
れ
た
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
の
分
割
・
(
又
)
授
封
の
禁
止
、
あ
る
い
は
、
裁
判
権
レ

l
ン
が
「
第
四
の

手
」
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
、
お
よ
び
、
「
授
封
さ
れ
た
」
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
や
フ
ォ
ー
ク
ト
に
つ
い
て
そ
う
し
た
原
則
・
禁
止
を
回

避
す
る
た
め
に
(
後
代
の
補
筆
者
が
)
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
を
想
起
す
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
ゴ

l
グ
ラ
l

フ
か
ら
さ
ら
に
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
i
に
(
又
)
授
封
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
考
え
る
余
地
の
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
川
町
)
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
の
中
に
、
「
農
民
」
(
な
い
し
、
村
民
)
も
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
(
レ

l
ン
法
一
了
一
|
|
前
述
一
・
つ
二
を

参
照
)
、
彼
等
が
(
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
あ
る
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
場
合
、
一
般
的
に
は
、
又
授
封
権
を
も
っ
(
少
な
く
と
も
又
授
封
す
る
)

こ
と
は
あ
る
が
、
相
続
権
と
授
封
更
新
請
求
権
は
認
め
ら
れ
ず
、
も
ち
ろ
ん
、
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
者

(
H
家
臣
こ
に
対
し
て
判
決
を
発
見

し
証
人
に
な
る
こ
と
は
(
原
則
と
し
て
)
で
き
な
い
(
レ
1
ン
法
二
二
、
一
一
・
六
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ
l
ン
」
の

場
合
は
、
こ
れ
と
く
ら
べ
る
と
言
わ
ば
正
反
対
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
相
続
権
と
授
封
吏
新
請
求
権
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。

(
削
)
前
註
(
削
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
則
)
以
上
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、
「
ラ
ン
ト
法
」
と
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

i
(
職
)
」
の
国
制
的
位
置
づ
け
に
関
す
る

組
組
剛
は
、
何
に
由
来
し
、
あ
る
い
は
、
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
誰
し
も
が
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
の

は
、
お
そ
ら
く
、
「
パ
ウ
ア

i
マ
イ
ス
タ
l

(
織
)
」
に
つ
い
て
も
(
先
に
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
)
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
な
」
「
封

建
化
」
の
過
程
が
(
そ
れ
と
並
行
し
て
)
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
仮
説
は
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー

(
職
)
」
に
つ
い
て
は
ま
ず
成
り
立
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
こ
の
「
封
建
化
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
イ
ケ

以
後
(
一
三
世
紀
の
後
半
)
の
補
遺
に
か
か
る
テ
キ
ス
ト
に
始
め
て
現
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
レ
!
ン
法
七
七
は
(
少
な
く
と
も
通
説
に
よ
れ
ば
)

ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
(
と
さ
れ
て
い
る
)
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
「
バ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・

レ
l
ン
」
が
(
一
三
世
紀
中
葉
・
後
半
に
進
行
し
た
)
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
「
封
建
化
」

(
H
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
と
し
て
の
系
列
化
)
の
結
果
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
一
三
世
紀
後
半
に
補
足
さ
れ
た
(
新
し
い
)
テ
キ
ス
ト
の
中
に
、
そ
れ
も
、
(
「
レ
l
ン
法
」
で
は
な
く
)
「
ラ
ン

ト
法
」
の
部
に
、
(
少
な
く
と
も
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
シ
ャ
フ
ト
ご
の
場
合
と
同
じ
程
度
に
)
「
裁
判
権
レ
l
ン
は
第
四
の
手
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
原
則
と
折
り
合
い
を
つ
け
た
上
で
、
書
き
加
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
(
単
な
る
着
想
の
レ
ベ
ル
を
こ

え
る
も
の
で
は
な
い
が
)
こ
の
組
厳
に
つ
い
て
も
、
後
述
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
成
立
史
と
の
関
連
で
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
方
が
よ
り
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説

早
く
正
解
に
到
達
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
。

「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
(
職
)
」
像
の
凱
舗
の
問
題
が
深
刻
な
(
あ
る
い
は
、
収
拾
の
つ
か
な
い
)
も
の
に
な
る
の
は
、
一
つ
に
は
(
通
説
に
従
っ

て
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
は
「
ラ
ン
ト
法
」
↓
「
レ

l
ン
」
法
の
順
に
書
か
れ
た
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
(
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
「
ラ
ン

ト
法
」
で
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
な
ぜ
「
レ
l
ン
法
」
に
堂
々
と
姿
を
現
す
の
か
、
と
い
う
形
で
疑
問
が
生
ま
れ
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、

著
者
ア
イ
ケ
が
ま
ず
「
レ

l
ン
法
」
を
書
き
、
「
ラ
ン
ト
法
」
は
そ
の
後
に
書
い
た
、
し
か
も
そ
の
際
、
「
レ

l
ン
法
」
は
比
較
的
現
実
に
近
い

形
で
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
つ
ま
り
、
現
実
に
は
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
」
が
あ
る
主
君
か
ら
「
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
l
職」

を
授
封
さ
れ
る
事
例
が
事
実
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
イ
ケ
が
そ
の
後
で
「
ラ
ン
ト
法
」
を
書
い
た
時
、
彼
は
(
当
時
現
実
に
は

ま
だ
未
成
熟
の
状
態
に
あ
っ
た
)
「
平
和
の
法
」
H

流
血
裁
判
権
の
中
か
ら
幾
つ
か
の
「
原
則
」
を
描
き
出
し
そ
れ
を
軸
に
す
え
な
が
ら
「
ラ
ン
ト

法
」
を
(
で
き
る
だ
け
一
貫
し
た
規
範
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
)
叙
述
し
た
(
あ
る
い
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
ラ
ン
ト
法
」
の
多
少
と
も
一
貫
し
た
叙

述
は
で
き
な
か
っ
た
)
。
そ
の
結
果
、
「
ラ
ン
ト
法
」
は
(
「
レ
l
ン
法
」
と
く
ら
べ
る
と
)
現
実
か
ら
の
距
離
が
大
き
く
「
理
想
像
」
的
性
格
を
色

濃
く
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
特
に
「
平
和
の
法
」
H
国
王
を
頂
点
と
す
る
流
血
裁
判
権
の
系
列
に
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
(
こ
の
系
列
に

組
み
こ
ま
れ
た
)
「
グ
ラ
l
フ
」
と
(
は
じ
め
は
組
み
こ
ま
れ
な
か
っ
た
)
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
(
前
述
し
た
よ
う
に
)
な
に
が
し
か

ギ
ャ
ッ
プ
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
(
職
)
」
像
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
「
レ

l
ン
法
」
と
「
ラ
ン
ト
法
」
の
聞
の
組
踊
も
、

基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ば
そ
れ
を
解
明
す
る
緒
を
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
か
。
(
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
法
」

の
規
範
構
造
か
ら
言
え
ば
ラ
ン
ト
法
に
属
し
、
少
な
く
と
も
レ
l
ン
法
に
は
属
さ
な
い
は
ず
の
「
小
作
人
仲
間
の

(
H
領
主
と
小
作
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
)
法
廷
」

(
H
い
わ
ゆ
る
「
荘
園
裁
判
所
」
)
が
レ
l
シ
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
中
に
登
場
し
て
く
る
(
レ
l
ン
法
六
八
・
五
)
と
い
う
問
題
も
、
「
パ
ウ

ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ

l
ン
」
の
場
合
と
(
基
本
的
に
は
)
同
じ
問
題
を
胎
み
、
お
そ
ら
く
(
基
本
的
に
は
)
そ
れ
と
同
じ
く
右
に
略
述
し
た
よ
う
な
考

え
方
に
よ
っ
て
解
決
の
緒
を
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
)
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
三
・
(
三
)
、
お
よ
び
、
註

(m)
で
述
べ

る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

論
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